
要 旨

本研究は，「公益法人制度改革」（2008年１月成立）および「NPO法改正」（2011年６月成立）の全過

程を「改定・政策の窓モデル」にもとづいて詳細に分析することにより，①非営利法人制度に関する法

律の特徴である，市民に広く開かれた立法・改正過程のあり方の提示，および②これら法律の見直すべ

き問題点と有効な活用方法の解明を目指したものである。まず本稿では，「公益法人制度改革」における

主要な参加者の行動が，聴取調査と各種資料の参照をもとに詳細に記述される。次稿では，「NPO法改

正」の過程における主要な参加者の行動が，同様な方法で詳細に記述される。さらに次稿に続く論考で

は，「公益法人制度改革」および「NPO法改正」の全過程におけるこれら参加者の行動が，「改定・政策

の窓モデル」にもとづいて具体的に分析される。

Ⅰ 序

わが国でも，非営利組織の活動を支援するための

法的枠組を整備すべきであるという声は，1980年代

の後半から徐々に大きくなっていた。こうした中，

1998年３月に「特定非営利活動促進法」が，そして

2001年３月に（NPOの優遇税制を含む）「租税特別

措置法等の一部を改正する法律」がそれぞれ成立し

た（以下これら２つの法律は「NPO法」と総称され

ることがある）。

その後，2006年５月に「公益法人制度改革３法」

が，2008年１月に「新公益法人税制」（2008年度税

制改正）が，それぞれ成立した（以下「公益法人制

度改革３法」と「新公益法人税制」の成立は「公益

法人制度改革」と総称されることがある）。そして2011

年６月に「新寄附税制」と「改正NPO法」が成立し

た（以下「新寄附税制」と「改正NPO法」は「NPO

法改正」と総称されることがある）。

本研究は，この「公益法人制度改革」および「NPO

法改正」の全過程を，「改定・政策の窓モデル 」にも

とづいて詳細に分析することにより，①非営利法人

制度に関する法律の特徴である，市民に広く開かれ

た立法・改正過程のあり方の提示，および②これら

法律の見直すべき問題点と有効な活用方法の解明を

目指したものである。

まず本稿では，「公益法人制度改革」における主要

な参加者の行動が，聴取調査と各種資料の参照をも

とに詳細に記述される。次稿では，「NPO法改正」

の過程における主要な参加者の行動が，同様な方法

で詳細に記述される。さらに次稿に続く論考では，

「公益法人制度改革」および「NPO法改正」の全過

程におけるこれら参加者の行動が，「改定・政策の窓

モデル」にもとづいて具体的に分析される。

なお，「公益法人制度改革」および「NPO法改正」

の全過程は，次の７期に区分され，各期における①

政府（内閣・省庁），②議員・国会，③市民団体の３

つの参加者の行動が，それぞれ詳述される。

（第１期)NPO法（法人格付与法／優遇税制）成立

まで（～2001年３月）

（第２期)NPO法成立から「公益法人制度改革の抜

本的改革に向けた取組みついて」の閣議

決定まで（2001年４月～2002年３月）

（第３期)「公益法人制度の抜本的改革に向けた取

組みについて」の閣議決定後から「公益

法人制度の抜本的改革に関する基本方

針」の閣議決定まで（2002年４月～2003

年７月）

（第４期)「公益法人制度の抜本改革に関する基本
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方針」の閣議決定後から新行革大綱の閣

議決定まで（2003年８月～2004年12月）

（第５期)新行革大綱の閣議決定後から2008年度

税制改正の決定およびその後（2005年１

月～2009年８月）

（第６期)鳩山内閣発足から『新しい公共』宣言の

公表まで（2009年９月～2010年６月）

（第７期)『新しい公共』宣言の公表から「NPO法

改正」まで（2010年６月～2011年６月）

（第６期と第７期の参加者の行動に関し

ては次稿）

Ⅱ (第１期）NPO法（法人格付与法／優遇

税制）成立まで（～2001年３月)

１ 政府（内閣・省庁）

■ 民法施行以来の公益法人行政

明治以来，各所轄官庁（国・都道府県）は，自ら

が管轄する公益法人の設立許可および指導監督を独

自に行ってきた。しかし，1971年以降，各所轄官庁

は，公益法人に関する設立許可および指導監督の基

準にもとづいて，統一的に取り組むようになった。

なお，これら設立許可および指導監督の基準は，総

理府が中心となり，各省庁の課長クラスで構成され

る「公益法人監督事務連絡協議会」（1971年12月22

日以降，以下「協議会」と略記されることがある），

あるいは官房長・局長クラスで構成される「公益法

人等指導監督連絡会議」（1985年６月10日以降，以

下「連絡会議」と略記されることがある）において

決定された申し合わせに過ぎなかった 。

これら申し合わせの主要なものとしては，次のよ

うなものがあげられる。1973年３月の「協議会」に

よる「公益法人設立許可審査基準等に関する申し合

せ」，1986年７月22日の「連絡会議」による「公益

法人の運営に関する指導監督基準について」，1995年

３月29日の「連絡会議」による「官主導」の公益法

人の設立抑制を目指した「公益法人の設立許可につ

いて」である。

この他に，総務庁が３度，「公益法人等の指導監督

に関する行政監察」を実施している。第１次は，1973

年２月から実施され，同年12月15日に結果が発表

されている。第２次は，1983年10月から実施され，

1985年９月10日に結果と勧告が発表されている。第

３次は，1991年１月から実施され，1992年６月29日

に結果と勧告が発表されている。

このうち，第３次の行政監察は，次の通りであっ

た。監察の対象は，中央の各府省庁，21都道府県，

923法人および57公益信託であった 。勧告は，①公

益法人の業務運営の適正化，②休眠法人の整理の促

進，③公益法人制度の整備（中間法人制度），④公益

信託の運営の適正化であった 。この勧告は，「財団法

人の寄附行為の変更等や，公益法人の合併等の法的

整備の必要性に言及した点が新しい。しかし，公益

信託関係を除き，その他のほとんどは，すでに第１

次と第２次の勧告で述べられていたことであった 。

したがって，この勧告により，公益法人行政が，変

わることはなかった 」。

しかしながら，公益法人の運営や公益法人と行政

の関係については，さまざまな指摘がなされ，公益

法人および各所轄官庁に対する批判は，次第に強く

なった。

■ 橋本内閣の財政構造改革と行政改革

公益法人制度改革の発端は，1980年代後半の行財

政改革である。今後，政府が，公共サービスを全部

担うのは財源的に不可能であった。そこで，民間の

活力をどんどん取り入れていこうとする路線が，採

用された。公益法人は，政府からみれば，自らの補

完物であり，政府の補助金を無駄使いし，ほとんど

が非課税になっていた。したがって，政府は，⑴公

益法人に対する規制を強め，公共サービスをしっか

り担わせるか，あるいは⑵業務内容が営利企業と競

合する公益法人を営利企業に転換させるか，のいず

れかを目指した 。

このような政府の行財政改革の動きが顕著になっ

たのは，1996年１月11日，第１次橋本 太郎内閣が

成立して以降である。橋本内閣が直面した代表的な

課題は，内政では，住専問題と行財政改革問題であ

り，外交では，日米安保再定義を基本とする同盟強

化問題，沖縄問題，日露領土交渉等であった 。これ

らのうち，最も重要な課題は行財政改革であった。

公益法人制度改革における参加者の行動

『日本経済新聞』（1996年８月17日朝刊），２頁。
公益法人協会（2013），71頁。
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公益法人協会（2013），72頁。
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札幌学院大学経営論集 No.6（2014年３月)

年表1 第１期 ～2001年３月

NPO法（法人格付与法／優遇税制）成立まで

年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

1971 12月21日

行政管理庁が，公益法人の指導監督に

関する行政監察結果にもとづいて，公

益法人制度改革について勧告を行う。

12月22日

各府省庁文書課長会議で，「公益法人等

監督事務連絡協議会」（以下「協議会」

と略記されることがある）の設置が，

決まる。

1972 ３月23日
協議会が，「公益法人設立許可審査基準

等に関する申し合せ」を決定する。

10月17日

公益法人協会（以下「公法協」と略記

されることがある）の設立が，許可さ

れる。

1973 ２月

総理府が，第１次の「公益法人等の指

導監督に関する行政監察」を行う

（～1973年12月）。

３月
協議会が，「公益法人設立許可審査基準

等に関する申し合せ」を行う。

12月15日

総理府が，第１次の「公益法人等の指

導監督に関する行政監察」の結果を，

発表する。

1983 10月

総理府が，第２次の「公益法人の指導

監督等に関する行政監察」を行う

（～1985年９月）。

1985 ９月10日

総務庁が，第２次の「公益法人等の指

導監督に関する行政監察」の結果と勧

告を，発表する（法務省に対して中間

法人制度の創設を勧告）。

10月29日
公法協が，「公益法人及び公益信託に関

する基本法要綱案」を，まとめる。

1986 ６月10日

事務次官等会議で，「公益法人等指導監

督連絡会議」（以下「連絡会議」と略記

されることがある）の設置と「協議会」

の廃止が，決まる。

1986 ７月22日
連絡会議が，「公益法人の運営に関する

指導監督基準について」を，決定する。

1991 １月

総理府が，第３次の「公益法人等の指

導監督に関する行政監察」を行う

（～1992年６月）。

1992 ６月29日

総務庁が，第３次の「公益法人等の指

導監督に関する行政監察」の結果と勧

告を発表する。

1994 11月５日
市民活動を支える制度をつくる会「C’s」

が，結成される。

1995 ３月29日
連絡会議が，「公益法人の設立許可につ

いて」を，決定する。

1996 １月11日

第１次橋本 太郎内閣（自民党・社民

党・さきがけ，～1996年11月７日）が，

発足する（内閣の最重要課題は行財政

改革）。

７月９日

与党（自社さ）行政改革プロジェクト

チーム（枝野幸男座長）が，「公益法人

等の運営に関する提言」をとりまとめ，

政府に提出する。

７月16日

「公益法人等の指導監督に関する閣僚

会議」の開催について，閣議口頭了解

される。

９月20日

「公益法人の設立許可及び指導監督基

準」と，「公益法人に対する検査等の委

託等に関する基準」が，閣議決定され

る。
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年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

1996 10月
法務省が，民事局内に，「法人制度研究

会」を設置する。

10月20日

衆議院選挙が行われ，自民党は211人か

ら239人に増え，新進党は161人から156

人に減少する。

11月７日

第２次橋本内閣（自民党，社民党・さ

きがけは閣外協力，～1997年９月11日）

が，発足する（行政改革，財政構造改

革等の６大改革を提唱）。

11月８日
橋本首相が，行政改革会議の設置と，

中央省庁の統廃合の意向を表明する。

11月21日 行政改革会議が，設置される。

12月19日

公益法人等の指導監督等に関する関係

閣僚会議幹事会申し合せである「公益

法人の設立許可及び指導監督基準の運

営方針」が公表される。

1997 ６月６日

特殊法人等の整理合理化について，閣

議決定が行われる（９月24日，12月26

日）

９月３日 行政改革会議が，中間報告を提出する。

11月 財政構造改革法が，国会で成立する。

12月３日 行政改革会議が，最終報告を提出する。

1998 ３月２日

法務省の法人制度研究会が，公益法人

の営利法人等への転換に関する「報告

書」を，公表する。

３月３日

参議院労働・社会政策委員会で，「特定

非営利活動促進法案」が，可決され，

附帯決議が行われる。

３月17日

衆議院内閣委員会で，「特定非営利活動

促進法案」が，可決され，附帯決議が

行われる。

３月19日
衆議院本会議で，「特定非営利活動促進

法案」が，全会一致で可決される。

３月28日
特定非営利活動促進法が，公布される

（12月１日より施行）。

北海道NPOサポートセンターが，設立

される。

４月 橋本首相が，財政再建路線を転換する。

４月27日
新民主党が発足し，基本政策にNPO税

制の整備を謳う。

４月30日
NPO法の施行日が，1998年12月１日と

なる。

５月
自民党が，社民党とさきがけとの連立

を解消する。

C’sが， 期目の活動に向けてスタート

する。

５月20日 C’sが，勉強会を開催する。

６月９日
経済審議会が，「NPOに税制優遇を認め

る支援策」を，提言する。

７月30日

橋本内閣が総辞職し，小 恵三内閣（自

民単独，～1999年１月14日）が，発足

する。

自民党が，参院選で惨敗する。

８月７日
NPO法人の登記方法が，閣議決定され

る。

８月31日

経済企画庁，建設省，自治省の３省庁

が，大蔵省に，NPO関連予算要求を提

出する。

12月４日

関係閣僚会議幹事会が，「公益法人の営

利法人等への転換に関する指針」を，

申し合わせる。

12月23日
経済戦略会議が，中間まとめを行い，

寄附金税制に言及する。

1999 １月14日

小 内閣（第１次改造，自民党・自由

党連立，～1999年１月14日）が，発足

する。
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年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

1999 ２月５日
宮澤蔵相が，NPOへの税制優遇措置に

言及する。

２月23日
NPO法人認証第一号が，誕生する（ふ

らの演劇工房）。

３月19日 NPO法が，成立１周年を迎える。

４月27日

国民生活審議会が，1999年度のテーマ

として，NPOを取りあげることを決め

る。

６月８日

NPO／NGOに関する税・法人制度連絡

会（以下「連絡会」と略記されること

がある）が，発足する。

７月

連絡会の参加団体の申し出により，各

主要都市で，勉強会・討論集会が，開

催される（～９月）。

７月24日
公明党が，基本政策に，NPOの税制優

遇を謳う。

８月５日

NPO議院連盟（以下「NPO議連」と略

記されることがある）が，発足する（発

起人代表，加藤紘一議員）。

９月３日

法務省の法人制度研究会が，中間法人

制度創設に関する「報告書」を，公表

する。

自民党と公明党が，NPO税制に関して

合意する。

10月５日

小 内閣（第２次改造，自民党・自由

党・公明党連立，～2000年４月５日）

が，発足する。

10月15日
連絡会が，「NPO／NGOの優遇税制に

関する提案」を，発表する。

10月19日
NPO議連が，経企庁，大蔵省，C’s，日

本青年会議所からヒアリングを行う。

11月

連絡会が，「NPO／NGOの優遇税制に

関する提案」にもとづく賛同署名運動

を，開始する。

12月１日

NPO議連が，NPO支援税制に関する提

言を公表する。

連絡会が，NPO法施行１周年記念イベ

ント「NPO法人の発展のために何が必

要か」を開く。

12月16日

政府税制調査会が，NPO支援税制を

「検討課題」として，来年度に持ち越

す。

自民党税調が，NPO支援税制を「検討

課題」として来年度に持ち越す。

12月28日
民主党NPO委員会が，NPO支援税制で

意見募集を開始する。

2000 １月７日

鳩山民主党代表が，加藤自民党元幹事

長と新聞紙上で，NPOに関して対談し，

「『自らの責任で，国や地域を動かす』

という気概をもったNPOの役割が，大

きくなります」と，述べる。

１月27日 共産党が，NPO委員会を設置する。

２月16日
連絡会が，国会で各党・NPO議員連盟

に，署名簿を提出する。

２月29日
社民党が，NPOプロジェクトを結成す

る。

３月31日

法制審議会民法部会が，「中間法人（仮

称）制度の創設に関する要綱中間試案」

を，決定する。

４月５日
第１次森善朗内閣（自公保連立，～2000

年７月４日）が，発足する。

５月19日

NPOへの寄附金制度が，自民党，公明

党・改革クラブ，保主党の与党の共通

公約に入る。

５月23日
法務省が，中間法人制度のパブリック

コメントを，募集する。
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年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2000 ５月31日

堀田力が，中間報告作成時の，経済企

画庁国民生活局長のNPO税制への後ろ

向きの姿勢を，『神奈川新聞』紙上で，

批判する。

６月６日

各党の衆議院選挙公約が，出揃う。自

民党，公明党，民主党，社民党の４党

が，NPOに言及する。

６月８日
北海道市長会が，NPO支援税制で，大

蔵省に申し入れる。

７月４日
第２次森内閣（自公保連立，～2000年

12月５日）が，発足する。

７月14日
「NPO税制に慎重姿勢」の，政府税制調

査会の中期答申が出る。

８月７日
NPO税制が，参議院予算委員会で議論

される。

８月８日
宮澤蔵相が，「NPO法人に対する寄附金

控除を検討している」と答弁する。

８月９日 自民党NPO特別委員会が，開催される。

８月23日

民主党NPO委員会（岡崎トミ子委員

長）が，NPO支援税制２次案を，まと

める。

８月30日

①経企庁が，大蔵省に，NPO優遇税制

を要望する。②各省庁のNPO税制要望

が，出揃う。

自民党NPO委員会が，省庁ヒアリング

を実施する。

９月12日 経団連が，NPO支援税制を提言する。

９月27日 森首相が，NPO支援税制に言及する。

９月29日
宮澤蔵相が，「来年度からのNPO税制の

実現を検討している」と答える。

10月６日
KSD事件で，東京地検特捜部が，KSD

の本部等を一斉に家宅捜査する。

10月25日

①NPO議員連盟主催の地方フォーラム

が，開催される（10／25宮城，11／１

滋賀，11／８熊本）。②民主党が，NPO

税制案を公表する。③社民党が，NPO

支援税制案を公表する。④無所属の会

が，NPO税制骨子とNPO改正案を公表

する。

10月27日

連絡会が，全国キャンペーンを，本格

化させる（10／27北海道～11／30東

京）。

11月８日
KSD事件で，小関忠男KSD理事長が，

逮捕される。

11月10日
NPO促進税制有識者会議が，提言を発

表する。

11月16日

自民党NPO特別委員会が，NPO税制

改正要望について討議し，翌17日に，

自民党税制調査会に提出する。

11月28日

NGO活動推進センターが，大蔵省，経

企庁，外務省，各政党に，税制に関す

る要望書を，提出する。

11月29日
宮澤蔵相が，衆議院大蔵委員会で，「来

年度から，NPO税制を行う」と答える。

11月30日
連絡会が，「NPO・NGO支援税制をつ

くる決起集会」を開く（約400名）。

12月１日

政府が，「行政改革大綱」を閣議決定す

る。

NPO議員連盟が，「NPO支援税制に関

する提言（第一次）」を，公表する。

連絡会が，国会へ要請活動を行うとと

もに，経済企画庁・大蔵省等に，申し

入れを行う。

12月５日

第２次森内閣（改造，自公保連立，省

庁再編前，～2001年１月６日）が，発

足する。橋本 太郎が，行革担当大臣

に，就任する。
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年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2000 12月６日
公明党が，NPO支援税制を来年度の２

番目の重点項目にあげる。

12月７日
NPO税制創設支持の声が，自民党税制

調査会で相次ぐ。

2001 １月６日

①第２次森内閣（改造内閣，自公保連

立，省庁再編後，～2001年４月26日）

が，発足する。②中央省庁改革で，NPO

法も改正される（所轄庁に関して，経

済企画庁長官が内閣総理大臣に変わ

り，総理府令が内閣府令にそれぞれ変

わる）。③行政改革推進事務局が，設置

される（小山裕が，公益法人室長に就

任する）。

１月16日

2001（平成13）年度の税制改正の要綱

（NPOの優遇税制を含む）が，閣議決

定される（内容は，昨年決定された，

与党３党の税制改正大綱と同じ）。

KSD事件で，小山孝雄参議院議員が，

逮捕される。

１月30日

①橋本行政改革担当大臣が，国所管の

公益法人の点検を，内閣官房で行うと

の方針を固め，閣僚懇談会で，各省大

臣に，所管の公益法人について，総点

検を行うよう，要請する。②法制審議

会法人制度部会が，「共同法人（仮称）

制度の創設に関する要綱案」を，決定

する。

２月５日

鳩山民主党代表が，衆議院で「政府

NPO税制は羊頭狗肉にすぎない」と，

批判する。

２月６日
政府が，NPO支援税制の法案を，国会

に提出する。

２月７日
加藤紘一議員が，自民党NPO特別委員

会委員長に決まる（留任）。

２月９日

政府の関係閣僚会議幹事会で，「公益法

人の指導監督体制の充実について」が，

申し合わされる。

２月16日

法制審議会総会が，「共同法人（仮称）

制度の創設に関する要綱」を決定し，

法務大臣に提出する。

３月１日
KSD事件で，村上正邦参議院議員が，

逮捕される。

３月６日
民主党が，NPO税制に関して，大阪で

公聴会を開く。

３月８日

宮澤財務大臣が，参議院予算委員会で，

「極端に厳しい場合は，NPO税制の認

定要件緩和も」と，答弁する。

公益法人制度改革に関する第１回目の

「与党３党合意」が，行われる。

３月13日 「中間法人法案」が，国会に提出される。

３月21日

①野党４党が，「NPO支援税制対案」

を，参議院に提出する。②加藤紘一議

員が，自民党NPO特別委員会委員長を

解任される。

３月28日

国会で，「租税特別措置法等の一部を改

正する法律」（NPOの優遇税制を含む）

が，成立する。その際，参議院財政金

融委員会で，付帯決議が行われる。

証券団体協議会議が，「さらなる税制優

遇」を提言する。

３月30日
NPO支援税制の法律と政令が，公布さ

れる。

出所：年表１から年表５までの５つの年表の作成に際しては，①シーズ（C’s）のNPOWEB，②公益法人協会（2007），133-148頁，
③山岸他編（2003），88-98頁等にもとづいている。
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1996年９月27日，衆議院が解散された。この総選

挙では，新進党と自民党が，正面から衝突した。両

党は，選挙制度改革のあとの重要課題として行財政

改革を主張し，消費税のアップと「改革の痛み」に

言及しつつ，選挙を戦った。10月20日に行われた選

挙の結果，自民党の場合，過半数に達しないものの

239人が当選し，選挙前の211人から28人増えた。

他方，新進党の場合，161人から156人に減少した。

1996年11月７日，第２次橋本内閣が成立した（社

民党とさきがけは，閣外協力で連携）。

1997年１月20日に招集された通常国会で，橋本首

相は，６大改革，すなわち，⑴財政構造改革，⑵行

政改革，⑶経済構造改革，⑷金融システム改革，⑸

社会保障構造改革，⑹教育改革を一体的に進めるこ

とを強調し，改革に伴う「痛み」について，国民の

理解を求めた 。

このうち，⑴の財政構造改革は，次のように展開

された。1997年11月，橋本首相は，まず「財政構造

改革法」を成立させ，2003年までの赤字国債発行を

毎年度削減する等の財政再建路線をとった。しかし

景気の減速が顕著となり，北海道拓殖銀行や山一證

券等の破綻が起きた。これを機に，景気対策を求め

る声が上がるようになった。1998年４月，橋本首相

は，４兆円減税と財政構造改革法の改正を表明し，

財政再建路線を転換した。

なお，財政構造改革のうちの財政投融資改革にお

いては，郵便貯金が財政投融資の資金として流れる

ルートが，断ち切られることになった。かつて郵便

貯金の資金運用は，大蔵省資金運用部に全額預託さ

れていた。この預託金利は，市場より割高に設定さ

れていた。その差益は，割高な貸出金利を特殊法人

に貸し出すことで捻出されてきた。結果的に，その

負担は，特殊法人への税金投入という国民負担となっ

ていた。しかし，1997年の財政投融資改革により，

預託義務は廃止され，新たに設立された郵政公社に

は，資金を自主運用することが求められた。

⑵の行政改革，より具体的には，行政機構改革は，

次のように展開された。1996年11月21日に「行政

改革会議」が発足し，中央省庁再編について，議論

が交わされることになった。議論の結果，⑴１府21

省庁体制を１府12省庁体制に改編するとともに，⑵

首相の発言力の強化や官邸機能の強化・充実を図る

機構改革が提唱された。行政機構改革としては，明

治以来の大規模な改革であった 。1997年９月３日に

提出された行政改革会議の中間報告では，郵政民営

化が，政府報告として初めて盛り込まれた。しかし，

1997年12月３日に出された行政改革会議の最終報

告では，郵政三事業に関しては，国営を維持し，三

事業一体の公社とするとの結論が出された。

しかし，行財政改革に着手し高い国民の支持に支

えられていた橋本内閣は，閣僚人事についての橋本

首相の判断ミスと，内外から迫る経済問題への対応

ミスが原因で，急速に失速してしまった 。

■ 森内閣の「行政改革大綱」の閣議決定

橋本内閣の後に，小 恵三内閣と森喜朗内閣が続

いた。小 内閣 と森内閣 は，ともに景気対策や金

融問題処理という目先の対策に追われた。このため，

橋本内閣のように大規模な改革に取り組む姿勢は，

最初から乏しかった 。ただし，森内閣は，辞任する

前年の2000年12月１日，「行政改革大綱」を閣議決

定し，行政改革を省庁再編に続く次の政府のテーマ

として設定した。

森内閣によって閣議決定された「行政改革大綱」

においては，21世紀の新たな行政システムを構築す

る必要があるとされた。そして，2005年を１つの目

途として，各般の行政改革が，集中的・計画的に実

施されるべきであるとされた。そして，今後の重要

課題として，①特殊法人等の改革，②公務員制度改

革，③公益法人に対する行政の関与の在り方の改革

等が，取りあげられた 。なお「行政改革大綱」にお

いては，後述する「公益法人制度改革」は，一切言

及されていなかった。

この「行政改革大綱」では，橋本内閣の行政改革

の主題でもあった「行政における政治優位・政治主

導」の考え方が貫かれており，その作成過程におい

ても，与党（自民党・公明党・保守党）の意向が，

強く反映されていた。特に，公益法人に対する行政

の関与の在り方の改革等に関しては，公益法人に極

佐藤（2012），102頁。
佐藤（2012），103-104頁。
佐藤（2012），104頁。
小 内閣（自民単独，1998年７月30日），小 第１次改造内閣（自自連立，1999年１月14日），小 第２次改造内閣（自自公連
立，1999年10月５日）。
第１次森内閣（自公保連立，2000年４月５日），第２次森内閣（自公保連立，2000年７月４日），第２次森改造内閣（自公保連立，
中央省庁再編前）（2000年12月５日），第２次森改造内閣（自公保連立，中央省庁再編後）（2001年１月６日）。
佐藤（2012），119-120頁。
小山（2009），117頁。
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めて厳しい見方をする中村正三郎衆議院議員の意思

が，強く働いたといわれる 。

■ 法務省の中間法人法の立法

従来から，民法の研究者等は，同窓会・同好会，

特定職域者団体・同業者および後援会等の中間的な

団体の法人化の途がないことは，立法上の重大な欠

陥であると指摘してきた 。

1996年７月９日，後述するように，自民党，社民

党，新党さきがけの与党行政改革プロジェクトチー

ムは，「公益法人の運営等に関する提言」をまとめた。

提言では，事業内容が営利企業の事業と競合するに

至った公益法人については，営利企業への転換が求

められた。さらに，そのような団体が公益法人になっ

ている理由の１つは，民法が中間的な団体のための

法人制度を用意していないことにあるとして，その

受け皿を用意するための法人制度の見直しが求めら

れた 。

この提言を受けて，1996年10月，法務省は，民事

局内に「法人制度研究会」（星野英一座長）を設置し

た。同研究会は，①事業内容が営利企業と競合する

公益法人の営利法人への転換の方法，および②中間

法人制度の在り方を検討課題として取りあげた。そ

して，まず①の転換の方法を検討した。そして，1998

年３月，公益法人の解散と公益法人から営利法人へ

の事業の移転（事業譲渡または現物出資）を組み合

わせる方法により，現行法制度の下でも，転換は可

能とする報告書をまとめた。次に同研究会は，②の

中間法人制度の在り方について検討した。そして，

1999年９月，中間法人制度の骨子をまとめた報告書

を発表した 。

法人制度研究会が中間法人法に検討していた1998

年３月19日，特定非営利活動促進法（NPO法）が

国会で成立した。NPO法の対象団体としては，主と

してボランティア団体が想定されていた。したがっ

て，NPO法にもとづき法人格を取得できるのは，公

益的な性格が強い団体に限定され，同窓会等の中間

的な団体が，NPO法人になることは困難であった 。

他方，中間法人法は，NPO法が残した法の「𨻶間」

を埋めることによって，民間非営利活動を促進にす

るものであった。しかし，以上の経緯からも明らか

なように，その立法化の直接の契機は，行政改革の

一環としての公益法人制度改革の要請であった 。

2001年２月16日，法務省法制審議会は，「共同法

人（仮称）制度の創設に関する要綱」を法務大臣に

答申した。2001年３月13日，法務省は，答申された

要綱にもとづき，「中間法人法案」を策定し，国会に

提出した。同年６月８日，同法案は，国会で原案ど

おり全会一致で成立した 。

この中間法人法案の国会審議においては，①中間

法人制度と他の法人制度との関係，②中間試案に盛

り込まれていた事項のうち実現が見送られたもの（例

えば，公益法人から中間法人への移行 ），③公益法

人をも含めた非営利法人全体の法制の今後のあり方

等について議論された 。

なお，中間法人法の場合，法人の設立については，

準則主義という簡易な法人格取得方法が採用された。

他方，税制面では，中間法人は営利法人と同一に扱

われた。すなわち，活動から生じる収益に関しては，

原則としてすべて法人税が課せられ，会費や寄附金

収入も課税対象とされた。このような税制になった

理由は，必ずしも明らかではない 。

２ 議員・国会

■ 与党行政改革プロジェクトチームによる「公益

法人の運営等に関する提言」

1996年７月９日，上述のように，自民党，社民党，

新党さきがけによる与党行政改革プロジェクトチー

ム（座長・枝野幸男）が，公務員改革と特殊法人改

革の先にあるものとして，公益法人問題を取りあげ，

関係省庁へのヒアリング等にもとづき，政府に対し

て「公益法人の運営等に関する提言」（以下「提言」

と略記されることがある）を提出した 。

小山（2009），118頁。
雨宮（2004），83頁。
佐藤（2006），107-141頁。
法務省民事局参事官室（1998），25頁。
高木（2002），3-4頁。
佐藤（2006）。
野本他編（2002），4-6頁。相澤・杉浦編（2002），7-9頁。
「移行規定が置かれなかったのは，議論が不十分という理由とされる。しかし，真の理由は，公益法人から中間法人に移行する際
の法人財産の取り扱いについて，与党有力議員の了解が得られなかったことにもあるといわれる」。小山（2009），126頁。
相沢・杉浦編（2002），10頁。
この点に関して，佐藤は，次のように述べている。「中間法人法は，準則主義を採用することによって，将来の一般的な非営利法
人制度の有力なモデルとなったとも予想されただけに，その税制上の扱いは，その後の議論に微妙に影響を与えることとなる」。
佐藤（2006），125頁。
『日本経済新聞』（1996年４月17日朝刊），『北海道新聞』（1996年４月18日朝刊），『朝日新聞』（1996年７月４日朝刊）。
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提言では，「行政改革，規制改革を進めて行く上で，

公益法人問題は，避けて通れない 」。「具体的には，

公益法人には次の４つの問題が存在する。⑴法律に

よって行政の代行機能を果たすべく指定された法人

が，的確に業務を行わず，結果として，規制緩和が

困難になっているケースがある。⑵法律の指定がな

いにもかかわらず，不明瞭な検査・検定・資格付与

等を行っている法人があり，行政改革，規制緩和に

逆行しているケースがある。⑶営利法人が行い得る

仕事を公益法人が行い，税制の恩典を受けている。

⑷法人格を取得する手段が，民法34条による以外に

ないため，極めて多くの業界団体が公益法人になっ

ている 」。加えて，これらの公益法人の多くは，官

僚OBの理事を擁し，多額の国費（補助金，委託費）

を受け入れている 。

したがって，提言では，次のような内容の公益法

人行政全般にわたる対策が求められた。

⑴ 公益法人行政について

① 1972（昭和47）年に始まる一連の公益法人

の設立と指導監督に関する政府部内の申し合

わせを整備して，「公益法人の設立及び指導監

督基準」および「公益法人に対する検定等の

委託等に関する基準」として閣議決定し，従

来ある「公益法人等指導監督連絡会議」に加

え，「公益法人等の指導監督に関する閣僚会議」

を設ける。

② 公益法人の実態について閣僚会議で把握し，

年１回「白書」として公表する 。

⑵ 公益法人による行政代行的行為について

① 公益法人が行う検査・認定・資格付与等の

うち，不特定多数のものを対象とするもので，

国民の生命・安全・権利義務にかかわらない

ものについては，法律または政令に定めた場

合を除き，行政の関与を廃止する。

② 行政が不特定または多数のものに対する検

査・認定・資格付与等を公益法人に委託する

場合は，以下の条件（略）を満たすものとする 。

⑶ 公益法人一般について

① 非公益部門が公益部門に比べて過大になっ

ている法人については，公益部門の増大・非

公益部門の縮小を指導する。具体的基準につ

いては，「公益法人の設立許可及び指導監督基

準」で定める。

② 業務内容が営利企業と競合する公益法人に

ついては，営利法人への転換を指導する。

③ 過大な内部留保は，公益法人に対する優遇

税制との関係からも好ましくなく，指導する。

そのあり方については，「公益法人の設立許可

及び指導監督基準」で定める。

④ 理事構成は，同一の親族，特定の企業の関

係者，関係する官庁のOB等がそれぞれ理事

総数の三分の一を超えないよう，また，同一

の業界の関係者は，理事総数の二分の一を超

えないよう指導する。

⑤ 公益法人は，特別な場合を除き，営利法人

の株式等を所有しないよう指導する。

⑥ 役員の報酬や退職金等は，民間の給与水準

と比べて過大にならないよう指導する。

⑦ 公益法人の業務および財務に関する情報は，

「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に

基準を定め，自主的に開示するよう指導する 。

⑷ 中長期的な検討課題

① 民法の見直しを開始し，準則主義による非

営利法人の設立・廃止を可能にすることも含

めて検討する。

② 公益法人に対する法人課税・資産課税等，

税制のあり方について見直しを開始するとと

もに，特に法人税については原則課税とし，

非課税優遇対象を列挙する制度にすることも

含め検討する 。

政府は，提言を受けて，1996年７月16日の閣議に

おいて，提言の趣旨にもとづいて適切に対処するこ

とを確認するとともに，「公益法人等の指導監督に関

する閣僚会議」（以下「関係閣僚会議」と略記される

ことがある）の開催について，閣議口頭了解した 。

その後，総理府を中心にして，基準案の作成が進

められ，各省庁の調整を経て，９月20日，「公益法

人の設立許可及び指導監督基準」（以下「指導監督基

準」と略記されることがある）と「公益法人に対す

る検査等の委託等に関する基準」の２つが，閣議決

『公益法人の運営等に関する提言』（1996年与党行政改革プロジェクトチーム），公益法人協会（2013）の CD-ROM 収録資料。
「提言」，１頁。
「提言」，１頁。
「提言」，２頁。
「提言」，２頁。
「提言」，3-4頁。
「提言」，４頁。
公益法人協会（2013），74頁。
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定された 。

このうち，指導監督基準は，1972年３月23日の「公

益法人設立許可審査基準等に関する申し合わせ」と

1986年７月22日の「公益法人の運営に関する指導監

督基準」の内容が整理・統合され，さらに上述の提

言の内容が織り込まれたものである。指導監督基準

は，「１ 目的」，「２ 事業」，「３ 名称」，「４ 機

関」，「５ 財務及び会計」，「６ 株式の保有等」，「７

情報公開」，「８ 経過措置等」の８つの項目から成っ

ている 。さらに，毎年，公益法人の実態についての

「公益法人白書」も作成されることになった 。

1996年12月19日には，指導監督基準の運用に際

しての具体的かつ統一的な指針である「公益法人の

設立許可及び指導監督基準の運用指針」が，1998年

12月４日には，「公益法人の営利法人への転換に関す

る指針」が，それぞれ関係閣僚会議幹事会の申合せ

として，取りまとめられた 。

■ KSD事件

「行政改革大綱」が公表された2000年12月１日当

時，KSD事件が，国会で大きな問題になっていた。

KSD事件とは，労働省所管の財団法人「中小企業経

営者福祉事業団」（KSD）の古関忠男理事長が，「も

のつくり大学」の設置を目指し，数々の政界工作を

自民党議員に対して展開したとされる汚職事件であ

る。このKSD事件は，2000年10月６日に明るみに

出て，メディアによって半年間にわたり報道された。

KSDは，中小・零細企業の経営者である会員100

万人から会費を集め，年間240億円の収入を得て，

全国規模の共済事業を行ってきた。古関理事長は，

この潤沢な資金を私物化し，年額１億円の報酬を受

けていた。

この事件に絡んで，2000年11月８日，東京地検特

捜部は，古関元理事長らを業務上横領と背任容疑等

で逮捕した。翌2001年１月16日，小山孝雄元参院

議員を受託収賄罪で，同年３月１日，村上正邦参議

院議員（元労相）を受託収賄罪でそれぞれ逮捕した。

このKSD事件では，多くの元官僚が，KSDに天

下りしていたことが明らかになるとともに，行政と

公益法人の不透明な関係が注目された。その結果，

公益法人のガバナンスへの国民の疑念・不信感は一

層高まった 。

■ NPO法案国会成立時の附帯決議

NPO法（特定非営利活動促進法）案が国会で成立

した1998年３月３日の参議院労働・社会政策委員

会，および３月17日の衆議院内閣委員会において，

法案に対する４項目にわたる附帯決議が行われた。

このうちの第３項目は，「民法第34条の公益法人制

度を含め，営利を目的としない法人の制度について

は，今後，総合的に検討を加えるものとすること」

であった。

３ 市民団体

■ 公益法人協会の設立

公益法人制度改革（「公益法人制度改革３法」と「新

公益法人税制」（2008年度税制改正）の成立）に継続

的に取り組んだ民間団体は，公益法人協会（以下「公

法協」と略記されることがある）のみであった。こ

の点は，1998年３月19日に議員立法で成立した「特

定非営利活動促進法案」（NPO法案）の場合とは，

大きく異なっている 。

公法協は，1972年10月17日，一民間人により公

益法人の発展を目指し設立された財団法人であり，

かねてから公益法人行政に関して，許可主義による

主務官庁制の弊害を指摘してきた 。

この公法協の中に設置された公益法人基本法検討

準備委員会は，1985年10月29日，検討の結果，「民

法を抜本的に改正し，公益信託をも含め，公益組織

に関わる許可制度の見直しや組織規定等の整備を行

い，いわば公益基本法ともいうべき特別法を制定す

べきこと，ならびに非営利非公益の法人法もあわせ

て創設すべきこと 」を発表した。「また，公益性の

認定については，有識者からなる第三者委員会に委

ねるという，当時としては画期的な法案要綱を作成

した 」。「しかし，この委員会の提言は，当時の主務

官庁からの強い反発もあり，提言を運動として盛り

上げることができなかった 」。

公益法人協会（2013），74頁。
公益法人協会（2013），74頁。
公益法人協会（2013），75頁。
太田（2009），３頁。
小山（2009），120頁。公益法人協会による公益法人関連用語集〝KSD事件（公益法人制度改革）"http://www.kohokyo.or.jp/

kohokyo-weblog/yougo/2009/04/ksd.html。KSD疑惑については，http://tamutamu2011.kuronowish.com/ksd.htm。
太田（2009），５頁。
太田（2009），５頁。
太田（2009），５頁。
太田（2009），５頁。
太田（2009），５頁。
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こうした経緯もあり，「2001年５月，公法協の太田

達男理事長は，中間法人法案が審議された衆議院に

おいて，参考人として，⑴公益法人制度について全

面的見直しをすべきこと，⑵またその方向として，

公益法人に自由闊達な活動を支援・奨励する見地か

ら，許可制度を見直すべきことを述べた 」。

「また，2001年６月には，調査研究プロジェクト『21

世紀の公益法人と制度の在り方を探る』を立ち上げ，

来たるべき公益法人法制・税制について，学者・実

務家などを結集し，理論的整備を図った。翌2002年

11月には，このプロジェクトの報告書が完成したの

を機に，大々的なシンポジュウムを開催し，３つの

パネルのうちの１つは，与野党で公益法人を担当す

る国会議員６名を招き，来たるべき改革への抱負を

討議してもらった 」。

「この前後，自民党，民主党，公明党など各党の勉

強会での意見表明や，行革事務局関連のヒアリング

および懇談会に参加し，さらにメディアに対しても

記者会見・記者懇談会会などを通じて，一貫して民

間公益法人としての視点から，来たるべき公益法人

制度改革の方向と枠組みについて要望を繰り返した。

このように，2002年までは，公法協のある意味で

『孤独な闘い』が続いた。しかし，公法協だけの取

り組みでは限界があった。そこで公法協の太田理事

長は，同年暮れに，いわゆるNPO法人などの中間支

援組織の指導者にも働きかけ，広く非営利セクター

全般の問題として取り上げるよう依頼した。

以後，公益法人制度改革は，当の公益法人の中間

支援組織である公法協が中心でありつつも，広く各

市民団体と共同して運動が展開できる基盤が整備さ

れた 」。

Ⅲ (第２期）NPO法成立から「公益法人制

度の抜本的改革に向けた取組みについ

て」の閣議決定まで(2001年4月～2002

年3月)

１ 政府（内閣・省庁）

■ 公益法人の総点検と公益法人制度の抜本改革の

提唱（行政改革推進事務局）

2000年12月１日，上述のように，森内閣は，「行

政改革大綱」を閣議決定し，行政改革を省庁再編に

続く次のテーマとして設定した。この「行政改革大

綱」では，今後の重要課題として，①特殊法人等の

改革，②公務員制度等改革，③公益法人に対する行

政の関与の在り方の改革が取りあげられた。

2001年１月６日，中央省庁が１府12省に再編され

た。この省庁再編にともない，政府は，上記の３つ

の課題を実施するために，内閣総理大臣を本部長と

し，橋本 太郎行政改革担当大臣のもと，新たに「行

政改革推進本部」を設置した。政府は，以後，毎年

度，「行政改革大綱」の実施状況に関するフォローアッ

プを行うこととし，その結果を行政改革推進本部に

報告するとともに，公表することとした。この行政

改革推進本部の事務局として，行政改革推進事務局

を設置した。

行政改革推進事務局には，図１に示されるように，

事務局長の下に，①特殊法人等改革，②公務員制度

等改革，③公益法人に対する行政の関与の在り方の

改革をそれぞれ担当する室が置かれた。このうち，

③の公益法人に対する行政の関与の在り方の改革（以

下「行政委託型公益法人改革」と略記されることが

ある）を担当したのは，「行政委託型公益法人等改革

推進室」（以下「公益法人室」と略記されることがあ

る。なお本研究では「公益法人室」と「行政改革推

進事務局」は，併用される）である。

公益法人室の担当業務は，「行政改革大綱」に書か

れている公益法人に対する行政の関与の在り方の改

革であり，一般に「行政委託型公益法人」に関わる

改革である。具体的には，「国から公益法人が委託等，

太田（2009），５頁。
太田（2009），5-6頁。
太田（2009），６頁。

出所：「行政改革の断行に向けて」『時の動き』2001年10月号，
18-20頁。

図1 行革体制図
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年表2 第２期 2001年４月～2002年３月

NPO法成立から「公益法人制度改革の抜本的改革に向けた取組みについて」の閣議決定まで

年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2001 ４月５日
自民党NPO特別委員会が，NPO改正

案の今国会提出を，検討する。

４月13日

①行政改革推進事務局が，「行政委託型

公益法人等改革の視点と課題」を，公

表する。②行政改革推進事務局が，国

所管の公益法人の点検結果を，公表す

る。

４月26日

第１次小泉純一郎内閣（自民党・公明

党・保守党連立，～2002年９月30日）

が，発足する（石原伸晃が，行革担当

相に就任）。

４月27日

民主党NPO委員会（江田五月委員長）

が，NPO改正に向けたヒアリングを行

う。

５月

公法協の太田達男理事長が，衆議院で

の中間法人法の審議において，参考人

として意見を述べる。

５月～

11月

連絡会が，全国14箇所で，NPO支援税

制に関する勉強会を開催する（決起集

会を含む）。

５月23日

①衆議院法務委員会で，中間法人法案

が可決され，附帯決議が行われる。②

自民党NPO特別委員会が，NPO税制の

見直しを議論する。

６月４日
参議院法務委員会で，中間法人法案が

可決され，附帯決議が行われる。

６月８日 中間法人法が，国会で成立する。

６月21日
加藤紘一議員が，自民党NPO特別委員

長に復帰する。

６月26日
自民党外交部会NGO小委員会（塩崎恭

久委員長）が，税制の議論を，行う。

６月28日
公益法人制度改革に関する第２回目の

「与党３党合意」が，行われる。

７月23日

①行政改革推進事務局が，「行政委託型

公益法人等改革を具体化するための方

針」を，発表する。②行政改革推進事

務局が，政府の行政改革推進本部に対

して，「公益法人制度についての問題意

識～抜本的改悪に向けて～」を，報告

する。

８月28日

関係閣僚会議幹事会が，「インターネッ

トによる公益法人のディスクロージャー

について」の申合せを，行う。

８月29日

内閣府が，2002年度の税制改正に関し

て，「みなし寄附金」制度創設を，財務

省に対して要望する。

９月５日

公法協が，太田誠一自民党行政改革推

進本部長と面談し，公益法人制度改革

について，意見具申を行う。

９月６日

自民党NPO特別委が，「認定要件緩和」

と「みなし寄附金控除制度創設」を，

検討していくことを決定する。

９月７日
各省の2002（平成14）年度に向けた税

制改正要望が，出揃う。

９月11日 米同時多発テロが，発生する。

９月17日
C’sが，NPO支援税制セミナーを開く

（25日も）。

10月１日
NPO支援税制（認定NPO法人制度）

が，施行される。
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年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2001 10月４日

公明党公益法人改革委員会が，太田公

法協理事長に，ヒアリングを行う。

連絡会が，各党に，NPO支援税制と

NPO法人制度の改正に向けた要望書

を，提出する。

10月25日
堀田力等が，税制改正の要望書を，内

閣府に提出する。

11月20日

自民党NPO特別委が，党税制調査会

に，認定要件緩和を働きかけていくこ

とを決める。

11月21日

連絡会が，２千のNPO法人からの税制

改善への賛同署名を，各政党へ提出す

る（11日，12日）。

11月28日

塩川財務大臣が，参議院本会で，「認定

NPO法人になるための要件は適切」と，

答える。

12月11日

公明党NPOプロジェクトチームが，与

党の税制協議にかけるための要望を，

まとめる。

認定NPO法人第一号が，誕生する。

12月13日
民主党が，「NPO税制の抜本的見直し」

を，公表する。

12月17日

政府税制調査会が，NPO法人税制に関

して，「非営利法人に関する税制全体の

あり方の中で検討すべきである」と，

答申する。

12月21日

公益法人制度改革に関する第３回目の

「与党３党合意」，すなわち，「公益法

人改革基本プログラム合意」（公益法人

の基本制度及び関連制度の全般につい

て抜本的な見直しを行い，公益法人制

度改革の大綱を策定）が，行われる。

2002 １月17日

政府が，2002（平成14）年度の税制改

正の要綱（PSTの緩和）を，閣議決定

する。

１月30日
民主党が，NPO関連予算説明会を，実

施する。

２月19日
NPO議員連盟が，今国会でのNPO法改

正を，確認する。

３月５日

野党４党（民主党・共産党・自由党，

社民党）が，NPO支援税制の対案を，

衆議院に提出する（認定要件の大幅な

緩和などを求める内容）。

３月12日

自民党のNPO特別委員会で了承された

NPO法改正案が，NPO議員連盟の事務

局長・次長会議で，各党担当者に示さ

れる。

３月18日

①加藤紘一議員が，自民党を離党する

とともに，自民党NPO特別委員会委員

長も辞任する。②NPO税制が，参議院

予算員会で，議論される。

３月26日
加藤紘一議員が，NPO議員連盟会長を

辞任する。

３月28日

塩川財務大臣が，参議院財政金融委員

会で，「実態を見て，認定基準の緩和を

検討」と答える。

３月29日

政府が，「行政委託型公益法人等改革の

実施計画」，および「公益法人制度の抜

本的改革に向けた取組みについて」を，

閣議決定する。

民主党公益法人改革ワーキングチーム

が，太田公法協理事長に，ヒアリング

を行う。
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推薦等を受けて行っている検査・認定・資格付与等

の事務・事業」，および「国からの公益法人への補助

金・委託費等」について見直しを行い，国の関与が

今後とも必要なものは，国自らが行うか，独立行政

法人への事務移管を進めることとされた 。ここで注

意すべきことは，公益法人室の使命は，あくまで公

益法人に対する行政の関与の在り方の改革であり，

公益法人制度改革ではなかったことである。

公益法人室は，中央省庁（警察庁，防衛庁，環境

省を除く）および民間企業（三菱商事，オムロン，

日本生命，東京電力，三和総研）から派遣された21

名でスタートした 」（図２）。

上述のKSD事件で，国民の公益法人に対する不信

感が一層高まるなかで，橋本行政改革担当大臣は，

「国所管の公益法人の点検を内閣官房で行う」との

方針を固めた 。

2001年１月30日，橋本大臣は，閣僚懇談会（閣議

の案件終了後に引き続き開催され，閣僚の自由な意

見交換の場）で，各省大臣に対して，所管の公益法

人について次の４つの観点から，総点検を行うよう

要請した。４つの観点は，①民間企業との競合性，

②公共事業の遂行度合，③役員の報酬・退職金，④

委託・発注の公正性である。公益法人室は，所管違

い（本来，総務省の所管と考えられた），および業務

の煩雑等を橋本大臣に訴えた。しかし，橋本大臣に

は聞き入れられなかった。結局，公益法人室は「国

所管の公益法人の点検」を担当することになったの

である 。

橋本大臣が「国所管の公益法人の点検を内閣官房

で行う」ことにした意図は，必ずしも明らかではな

い 。「各省に文句を言わせないためにも，内閣官房

の名前でやった方がいいという判断もあったと思わ

れる。さすが，元総理の威光であり，各省庁の不満

が表面化することはなかった。予定どおり，国所管

の公益法人約6,800法人を対象とした総点検が，行

われることになった 」。

2001年４月13日，この「国所管の公益法人を対象

とした」総点検の結果は，後述される「行政委託型

公益法人等の視点と課題」と同時に公表された。そ

の内容は次の７つに要約される。「⑴公益法人の指導

監督は，実際には，係長や係員によって行われてい

る。また法人経営を云々する能力は，官庁にはほと

んどない。⑵何のために監督しなければならないの

かが明確ではない（例えば，何か問題が指摘される

たびに，すべての法人を対象に，あれをしろ，これ

をしてはいけないというふうに規制を強化している。

しかし，民間団体としての公益法人の活動の特性を

考えるといった配慮は，そこには，ほとんどない）。

行政委託型法人の数は，定義の仕方によって異なる。「総務省編の『2006（平成18）年度公益法人白書』によれば，国所管で443
法人，都道府県所管で1,274法人である。これは，法令等で委託・推薦が制度的に定められている法人であり，補助金等の交付を
受けている法人は含まれない。全体（国所管6,841法人，都道府県所管18,557法人，計25,263法人（2005年10月））の中では，
一般に考えられているほどの比重ではなく（6.8％），むしろ一部にすぎない」。小山（2009），118頁。
小山（2009），117頁。
小山（2009），121頁。
小山（2009），121頁。
小山（2009），121頁。
この総点検に関して，小山裕は次のように述べている。「嫌々やることになったこの総点検が，公益法人制度改革に踏み込むきっ
かけになった。物事の行く末はわからないものである」。小山（2009），121頁。

出所：内部資料。

図2 公益法人室の組織図
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⑶公益法人とはいいながら，その目的・事業が真に

公益と言えるものなのか，少なからぬ疑問のある法

人も決して少なくない 。⑷事務・事業の委託等があ

り，かつそれらが事業全体に占める比率が高い法人

の場合，総じて「天下り」が存在する。⑸金額の多

い法人の場合，在職時高い地位にあったOBが役員

に就いている。つまり，法人に人事上の差がつけら

れている。⑹法人を維持するためとしか思えない予

算付けがみられる。⑺民間法人でありながら，国に

おいて役員報酬を予算化している 」。

総点検を担当した公益法人室では，結果として次

のような意見が支配的になった。

⑴公益法人制度には問題点がある。⑵問題解決の

ためには，制度の在り方を抜本的に考える必要があ

る。⑶しかし，公益法人室の使命は，あくまでも「行

政改革大綱」に示された「行政委託型公益法人に関

わる改革」である。したがって「行政改革大綱」に

も示されていない公益法人制度そのものに言及する

ことは，公益法人室の本分を超えるものである。⑷

公益法人制度の抜本的改革は，決して簡単ではなく，

各省庁から喜ばれることもない。⑸総点検結果を行っ

たこの時こそ，公益法人制度の抜本改革を提起する

には絶好のタイミングである 。

公益法人制度の抜本的改革は，公益法人室の４名

の企画官の自発的提案によってスタートした。４名

は，財務省出向の鑓水洋企画官，文部科学省出向の

神代浩企画官，厚生労働省出向の東俊裕企画官，三

菱商事出向の高田淳朗企画官であった。彼らは，自

ら語り合う中で，公益法人制度の抜本改革が必要で

あるという結論に達し，その結論を小山裕室長に伝

えた 。

2001年４月13日，行政改革推進事務局は，「行政

委託型公益法人等の視点と課題」（以下「視点と課題」

と略記されることがある）をホームページで公表し

た。そして，この「視点と課題」にもとづき，2001

年夏頃を目途に，改革を具体的に進めるための評価

基準等を定める「改革の基本的考え方」の策定に向

けた作業を進めた。

「視点と課題」の 章では，行政委託型公益法人等

の現状と問題点が示された。 章では，「公益法人に

対する行政の関与の在り方の改革」の４つの基本理

念が明らかにされた。４つの基本理念は，⑴官民の

役割分担の徹底（国の事務・事業を厳しく見直し，

無駄の排除），⑵規制改革の推進（民業圧迫や官需独

占を排除し，民間競争の促進による経済活性化），⑶

財政負担の縮減・合理化（国の事務・事業の効率的

な実施，無駄な経費の削減），⑷行政の説明責任の確

保と透明性の向上（行政と公益法人の関係の明瞭化）

である。 章では，改革の視点と課題が示された。

ここで注目すべきは，最後に，次のような 章（「公

益法人制度の抜本的改革の必要性」）が，追加・付記

されたことである。この追加・付記は，橋本 太郎

行政改革担当大臣の了承のもとに行われた 。

「 公益法人制度の抜本的改革の必要性

公益法人の大半を占める行政代行的事務・事業を

行っていない公益法人にあっても，昨今，不適切な

運営に起因する不祥事が明るみに出ており，国民の

公益法人全般に対する見方が厳しくなってきている

ところである。このため，去る１月30日の閣僚懇談

会において，橋本行政改革担当大臣から国所管の公

小山（2009），122頁。
小山（2009），120頁。
小山（2009），125頁。
「総点検が終わったあとの話ですが，４名の企画官が私（小山裕公益法人室長）のところにやってきました。そして，こう言いま
した。総点検をやってみて，制度のおかしさが分かってきた。使命とは違っているが，制度の抜本改革の必要性を取り上げるべき
ではないか，と」。小山（2013），82頁。
小山裕は，公益法人制度改革に関して，「行革事務局は問題提起はした。しかし初めから自ら行おうと考えたわけではなく，法

務省にも打診した。しかし，前述のような経緯で，法務省は消極的だった。このため，やむなく，行革事務局自らが行うことになっ
た。その最大の理由は，『今，ここで手掛けなければ，公益法人制度は永久に変わらない恐れが強いと考えたからである』と述べ
ている」。小山（2012），１頁。
小山（2012），１頁。

出所：「施策の紹介 公益法人改革」『時の動き』2001年10月，
37頁。

図3 公益法人数等
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益法人に対する総点検を各府省に要請し，４月初め

までにその結果の報告を受けたところである。

このような状況を踏まえると，大綱に示された改

革の方針は，現在の公益法人に対する国民の批判の

全てに応えるものとは必ずしも言い切れないことか

ら，国所管公益法人の総点検の結果等も踏まえた対

応が必要である。

その際には，公益法人制度のもとになる民法の規

定が必ずしも十分体系的に整備されていないと考え

られること，いわゆるNPOや中間法人が制度化され

又はされつつあること等をも考慮する必要がある。

以上の状況に鑑み，今後，行政改革推進事務局と

しては，関係府省と連携しながら，立法化を含めた

より抜本的な公益法人制度改革に向けた基本的方向

を示すべく検討を進めることとしたい 」。

2001年４月26日，第１次小泉内閣（自公保連立，

～2002年９月30日）が発足した。石原伸晃議員が，

この第１次小泉内閣の行政改革担当相に就任した。

2001年７月23日，行政改革推進事務局は，上述の

「視点と課題」の４つの観点にもとづいて，「行政委

託型公益法人等改革を具体化するための方針」を発

表した。この中で「今後，各府省は，ここに示され

た方針および作業手順にもとづき，個別具体の事務・

事業等の見直しを行い，行政改革推進事務局におい

ては，これをもとに必要な検討・調整を行った上，

実施計画案を策定し，政府として2001年度中を目途

に実施計画を決定することとした。その際，各事務・

事業等については，2005年度末までのできる限り早

い時期に，その改革を実施することとする 」と述べ

られている。

同じ2001年７月23日，行政改革推進事務局は，

政府の行政改革推進本部 に対して，「公益法人制度

についての問題意識―抜本的改革に向けて―」（以下

「問題意識」と略記されることがある）を提出した。

この文書は，７項目にわたる制度の現状，およびそ

れに関して指摘された主な問題点を明らかにしてい

る。７項目は，①公益の範囲と公益性の判断，②設

立許可，③指導監督，④ガバナンス等，⑤ディスク

ロージャー，⑥税制，⑦中間法人・営利法人への移

行である。

ただし，この文書は，問題点を提示したに過ぎず，

改革の方向性までは明らかにしていない。そして「2001

年度中を目標に，今後の目指すべき方向性と改革プ

ロセスなどを内容とする抜本的改革の方向性を示し

たい」と結ばれている 。

行政改革推進事務局は，2001年７月23日の「問題

意識」の公表後，「⑴行政委託型公益法人等改革の最

終折衝と与党調整に忙殺されながらも，⑵「問題意

識」に示された改革の基本方向を定めるための作業

を進めていった 。

このうち⑵に関しては，スタッフが手分けをしな

がら，各方面の有識者に対する聴取調査を行った。

有識者の意見は，個人として聴取されたものであり，

公表されることはなかった。これらの意見には，『是

非やるべきである』という意見がある一方で，『本当

にやれるのか』という意見もあった 」。

「そして，改革の実行を担保するために，制度改革

に取り組む政府の意思と改革の基本方向を閣議決定

することとした。その閣議決定の時期は，2001年度

末（2002年３月），すなわち行政委託型公益法人等改

革に関する閣議決定と同じ時期と設定した。また，

行政改革推進事務局は，内部的に，改革の考え方や

方向等をポジションペーパーとしてまとめることを

定めた」。

■ 法務省，内閣府国民生活局および関係省庁の「冷

ややかな沈黙」

閣議決定を行うに際しては，事前に関係各省の協

議にかける必要がある。公益法人制度改革は，全省

庁に関係するため，全省協議にかけられる必要があっ

た。しかし最終的に，異議を申し立てた省庁はなかっ

た。各省協議は特に難航しなかった 。（後述される

ように，2002年３月の）公益法人制度改革の閣議決

定の内容は，具体的ではなく，各省が自らの権限を

主張することは難しかった。このため，各省の対応

行政改革推進事務局（2001），「行政委託型公益法人等改革の視点と課題」。
行政改革推進事務局（2001），『行政委託型公益法人等改革を具体化するための方針』。
中央省庁等改革の成果をより確実なものとし，行政改革大綱（2000年12年12月１日，閣議決定）の集中的，計画的な実施を推進
し，その他政府における行政改革の総合的，積極的な推進を図るため，平成13年１月，内閣に行政改革推進本部が設置された。
小山（2009），127頁。
小山（2009），127頁。
小山（2004a）。
小山（2009），127頁。この２つの閣議決定に向けて，公益法人室では，次のような試みが行われた。「公益法人室は，行革事務局
の名前で行うといらざる誤解が生じると考えた。そこで，『内閣官房の別組織ということにしたらどうか』ということを考えたこ
ともあり，古川官房副長官にも相談したことがある。しかし，自民党行革本部から，『行政委託型法人関係の閣議決定のフォロー
アップもあるし，同じメンバーが異なる肩書きで行うのもややこしい』というクレームが付き，断念した」。小山（2012），１頁。
小山（2009），127頁。
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は「冷ややかな沈黙」といった感じであった 。

ただし，行政改革推進事務局は，法務省と内閣府

国民生活局とは別途協議した。法務省は，公益法人

制度に関しては，自ら権限を有しないという意見で

あった。他方，各省庁も，公益法人制度を所管して

いるという意識はなかった。法務省も各省庁も，自

ら権限を有しない案件に関しては，異議を申し立て

ることは難しいと考えた。さらに当時，「公益法人は

けしからん」という風潮が社会に存在した。

しかし，法務省と各省庁の本音は，次のようなも

のであったと考えられる。

⑴民法改正は，法制審議会に諮らねばならない。

100年以上続く公益法人制度が，そう簡単に変わるは

ずがない。結局，民法改正は実行できないまま，終

わるに決まっている（これが，「冷ややかな沈黙」の

意味である）。

⑵今後，公益法人制度が変わったとしても，必要

な公益法人は既にできている。また，予想される閣

議決定の内容は，単なるプログラムにすぎず，具体

的ではない。現在ある法人への影響は，次の段階に

おいて初めて明らかとなる。したがって，現段階で，

自ら何か異議を申し立てる必要はない 。

当時，内閣府国民生活局のNPO担当課長は，NPO

法人の公益法人制度改革への包含を期待していた。

具体的には「NPOの認証にも色々問題があり，NPO

法人も含むような制度設計に是非して欲しい」と述

べた。そこで，後述される2002年の閣議決定では，

NPO法人が関連制度として特記されたのである 。

■ 「実施計画」と「公益法人制度の抜本的改革に向

けた取組みについて」の閣議決定

2002年３月29日，政府は，「行政委託型公益法人

等改革の実施計画」（正式名称は「公益法人に対する

行政の関与の在り方の改革実施計画」，以下「実施計

画」と略記されることがある）を閣議決定した。こ

の「実施計画」は，「行政改革大綱」（2000年12月１

日閣議決定）にもとづくものであり，国から公益法

人が委託等・推薦等を受けて行っている検査・認定・

資格付与等の事務・事業および国からの公益法人へ

の補助金・委託費等に関するものである。なお，こ

の「実施計画」には「公益法人に対する国の関与等

を透明化・合理化するための措置」（以下「措置」と

略記されることがある）が盛り込まれていた。これ

ら「実施計画」と「措置」の実行により，行政委託

型公益法人等に対する国の関与に関しては，一定の

透明性，効率性，厳格性が確保されることになった。

同日，政府は，「公益法人制度の抜本的改革に向け

た取組みについて」を閣議決定した（図４）。この閣議

決定は，1898年の民法施行から104年振りに，政府

が初めて公益法人制度の改革を宣言したものである 。

この閣議決定の第１項では，「公益法人制度につい

て，関連制度（NPO，中間法人，公益信託，税制等）

を含め抜本的かつ体系的な見直しを行う」とされて

いる。民間非営利活動の主体は，民法34条法人に限

定されるものではなく，全ての特別法法人も含まれ

る。しかし，第１項では，まず当面は，特定の領域

に限定されない法人を改革対象とする，すなわち橋

頭堡としての一般論でいくことが想定された 。

特別法法人（宗教法人や社会福祉法人等）に関し

ては，検討の際，当然に念頭に置かれるが，いった

ん検討対象からは外されたのである 。他方，NPO

法人と中間法人に関しては，問題点が強く指摘され

ているわけではなく，改革対象というわけではなかっ

小山（2012），３頁。
小山裕への聴取調査（2012年６月28日）の際の回答書（以下「小山回答書」（2012年６月28日）と略記）。
「小山回答書」（2012年６月28日）。
小山（2009），128頁。
小山（2004b），２頁。
なお，特別法法人（例えば，宗教法人や社会福祉法人等）を含める案は，与党（自民党・公明党・保守党）の了解を得ることが困
難であると考えられた。

公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて

平成14年３月29日

閣議決定

１．最近の社会・経済情勢の進展を踏まえ，民間非営利活動を社会・経済システムの中で積極的に位置付けるとともに，公益

法人（民法第34条の規定により設立された法人）について指摘される諸問題に適切に対処する観点から，公益法人制度につ

いて，関連制度（NPO，中間法人，公益信託，税制等）を含め抜本的かつ体系的な見直しを行う。

２．上記見直しに当たっては，内閣官房を中心とした推進体制を整備し，関係府省及び民間有識者の協力の下，平成14年度中

を目途に「公益法人制度等改革大綱（仮称）」を策定し，改革の基本的枠組み，スケジュール等を明らかにする。また，平成

17年度末までを目途に，これを実施するための法制上の措置その他の必要な措置を講じる。

図4 閣議決定「公益法人制度の抜本改革に向けた取組みについて」
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た 。しかし，NPO法人と中間法人は，公益法人制

度改革に関係してくると捉えられていたのである。

第２項では，いかなる方向で公益法人制度改革を

行うかについては，一切述べられていない。改革の

方向は，平成14(2002)年度中を目途に策定される「公

益法人制度等改革大綱（仮称）」に委ねられている。

さらに，この「公益法人制度等改革大綱（仮称）」は，

「内閣官房を中心とした推進体制」によって策定さ

れることとし，策定期間は１年間と限定されている 。

以上２つの閣議決定の後，公益法人室の主業務は，

公益法人制度改革にシフトした。そして，公益法人

室のメンバーは，相次いで転出していった 。

２ 議員・国会

■ 容易な与党（自公保）調整

公益法人制度改革を含む行政改革に関しては，当

時，「政治優位・政治主導」という考え方が貫かれて

いた 。与党（自民党・公明党・保守党）は，公益法

人制度改革そのものには特に異論を挟まなかった。

このことは，公益法人制度改革に関して「与党３

党合意」が複数回にわたって行われていたことでも

明らかである。第１回目は，2001年３月８日に行わ

れた。第２回目は，2001年６月28日に行われた。こ

の第２回目の場合，「公益法人の運営の適正化に関す

る法律案（仮称）」を可及的速やかに議員立法として

国会に提出し，その成立を期すこと」が合意された 。

第３回目は，2001年12月21日に行われた。この第

３回目の「公益法人改革基本プログラム合意」の場

合，公益法人の基本制度および関連制度の全般につ

いて抜本的な見直しを行い，公益法人制度改革の大

綱を策定することとされた。

与党調整の場に関わったメンバーは，次の通りで

あった。

自民党の場合，太田誠一議員（行政改革推進本部

（図５）の本部長），中村正三郎議員（行政改革推進

本部・常任顧問），林芳正議員（行政改革推進本部・

事務局長，公益法人改革では与党の実務者のとりま

とめ役），小里貞利議員（行政改革推進本部・公益法

人委員会委員長），増原義剛議員（行政改革推進本

部・公益法人委員会主査），および熊代昭彦内閣府副

大臣であった。

この与党調整の自民党の窓口は，太田誠一行政改

革推進本部長であった。中村正三郎議員は，行政改

革推進本部の中では，ただ一人の「族議員」的存在

小山（2004b），２頁。
小山（2009），128頁。
ポジションペーパー（「公益法人制度の抜本改革の視点と課題」）の事務局案は，閣議決定時までに固まっていた，しかし，紆余曲
折があり，公的に陽の目をみることはなかった。閣議決定後の2002年４月13日，ポジションペーパーが，行政改革推進事務局の
ホームページに公開された。このポジションペーパーは，公的にオーソライズされた文書ではない。しかし，行政改革推進事務局
が，内部検討の結果をもとにまとめたものであり，①改革の目的，②重要性，③方向等に関する当時の考え方を示したものである。
与党調整に際しては，主として太田誠一自民党行革推進本部長から，次のような意見が示された。「役人のポジションペーパーは
必要ない。閣議決定だけでよい」。行政改革推進事務局は，「公益法人改革は，行政改革の視点よりは，民間非営利活動の活性化と
いう視点を強調したかった。そこで，閣議決定に合わせてポジションペーパーを公表し，メディアにも説明しようと考えていた。
太田自民党行革推進本部長の意見の裏に何があったかわかりません。当時は，行政改革は『政治主導』で進められ，結局，太田誠
一自民党行革推進本部長に押し切られました。ただし，行政改革推進事務局は，ポジションペーパーをボツにするのは残念と考え，
自民党に何も言わずに，2002年４月18日，行革事務局のホームページに掲載した」。小山（2009），128頁。
山崎拓自民党幹事長，冬柴鐵三公明党幹事長，野田毅保守党幹事長が，この合意書に署名している。

図5 自民党本部機構図（概略）および行政改革推進本部の位置付け

― 49―

札幌学院大学経営論集 No.6（2014年３月)



であった。彼は，小泉純一郎総理と同じ派閥である

森派に所属していた。中村議員から小泉純一郎首相

や福田康夫官房長官にさまざまな話が伝わっていた

と考えられる。したがって，彼の了解を得ないと，

与党調整は先に進まなかった。

公明党の場合，桝屋敬悟（国会対策副委員長）が，

保守党の場合，入澤肇議員が，それぞれ与党調整の

場に関わった 。

行政委託型法人改革に関する調整は，公益法人室

により与党３党それぞれに対して行なわれた。作業

の分量は非常に多く，2001年度末（2002年３月）ぎ

りぎりまで行われた。自民党は，公益法人室に対し

て「各省庁にもっと改善事項を提出させるよう」要

求した 。

他方，「公益法人制度改革に取り組む」との閣議決

定（３月29日）に関する公益法人室による与党調整

は容易であった。公益法人制度改革の目的は明確で

あるとともに，「NPO法人と中間法人を含め，宗教

法人等の特別法法人を除外する」という関連制度の

特定化も，明確であったからである 。

■ 中間法人法案国会成立時の附帯決議

中間法人法案が国会で成立した2001年５月23日

の衆議院法務委員会において，法案に対する次のよ

うな附帯決議が行われた。「政府は，次の点につき格

段の努力をすべきである。政府は，非営利団体に関

する法人制度について，国民生活における非営利団

体の活動の重要性と将来性を踏まえ，社会の変容に

十分対応できる制度とする観点から，公益性の認定

の在り方等民法第34条の公益法人に関する法制の見

直しを含め，その基本的な法制の在り方を速やかに

検討すること」。

同様に，６月４日の参議院法務委員会において，

次のような中間法人法案に対する附帯決議が行われ

た。「政府は，本法の施行に当たり，次の事項につい

て格段の努力をすべきである。

１ 非営利団体に関する法人制度については，非

営利団体の活動が社会及び国民生活にとって重要な

ものであることを踏まえ，社会の変化に十分対応で

きる制度とする観点から，公益法人に関する法制の

見直しを含め，基本的な法制の在り方を速やかに検

討すること。

２ 公益法人制度の在り方が社会的批判を招いて

いる状況にかんがみ，公益法人として真にふさわし

い事業内容と運営を確保するため厳正に指導，監督

を行うとともに，公益性の乏しくなった法人につい

ては中間法人への転換その他の是正のための必要な

措置を講ずること」。

Ⅳ (第３期）「公益法人制度の抜本的改革に向け

た取組みについて」の閣議決定後から「公益

法人制度の抜本的改革に関する基本方針」の

閣議決定まで（2002年４月～2003年７月）

１ 政府（内閣・省庁）

■ 「論点整理」の公表（行政改革推進事務局)

行政改革推進事務局は，2002年３月29日の閣議

決定「公益法人制度の抜本改革に向けた取組みにつ

いて」を受けて，４月24日から６月17日にかけて，

17名の有識者から６回にわたる聴取調査を行った（重

複あり，延べ23名）。

2002年８月２日，これら聴取調査の意見等をもと

に，行政改革推進事務局は，報告書「公益法人制度

の抜本的改革に向けて（論点整理）」（以下「論点整

理」と略記されることがある）を公表した。

この「論点整理」は，政治主導で作成された。具

体的には，熊代昭彦内閣府副大臣が，「論点整理」を

事実上１人でとりまとめ，作成した。熊代副大臣は，

NPO議員連盟のメンバーであり，「自分が中心にな

るのだ」という自負心が，非常に強かった。自民党

行政改革推進本部の本部長である太田誠一議員，中

村正三郎議員，林芳正議員の３名は，この熊代副大

臣と行政改革推進事務局の作成した原案に対して，

さまざまな注文を付けた 。

こうして作成・公表された「論点整理」では，ま

ず，公益法人制度の抜本的改革に際して，「現行の

NPO法は，民法の特別法としても独特の存在である

ので，新たな基本的制度の中に，発展的に解消され

る可能性が高いと考えられる」とされた 。

この時期の野党調整のメンバーは次の通りであった。民主党の場合，江田五月議員（NPO・公益法人プロジェクトチーム座長）と
中村哲治議員（同事務局長）であり，日本共産党の場合，畑野君枝議員であった。
「小山回答書」（2012年６月28日）。
「小山回答書」（2012年６月28日）。
小山（2012），3-4頁。
行政改革事務局は，与党行政改革推進本部と熊代副大臣との間に挟まった感じであった。小山裕への聴取調査（2012年６月28日）。
この記述は，熊代副大臣の強い主張にもとづいており，次の内容を意味している。「新しい法人制度は，NPO法よりも進化したも
のである。NPO法は認証主義を採用している。他方，新しい法人制度は，より進んだ完全な準則主義を採用するべきである。他
方，新しい法人制度は，より進んだ完全な準則主義を採用するべきである。したがって，『発展的に解消される可能性が高い』と
いう表現になったのである」。小山裕への聴取調査（2012年６月28日）。
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年表3 第３期 2002年４月～2003年７月

「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて」の閣議決定後から「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」の閣議決定まで

年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2002 ４月１日
①中間法人法が，施行される。②認定

要件の一部改正が，施行される。

４月24日

行政改革推進事務局が，第１回有識者

ヒアリングを行う（６月17日まで計６

回開催し，延べ28名が出席する）。

太田公法協理事長が，行政改革推進事

務局による，有識者ヒアリングの第１

回（４／24），第５回（６／12），第６

回（６／17）に，浅村裕助成財団セン

ター専務理事が，第４回（５／27）に，

それぞれ出席し，意見を表明する。

５月９日

NPO議員連盟が，NPO法改正案の今国

会提出を，決める。額賀福志朗議員が，

NPO議員連盟の新会長になる。

５月21日
経済財政諮問会議が，「平成の税制改

革」で，NPO税制を提案する。

５月24日
経済同友会が，認定要件の大幅緩和を

求める。

６月

C’sが，認定NPO法人制度改正に向け，

NPO法人対象の大規模な実態調査を，

行う。

６月６日

自民党行政改革推進本部公益法人委員

会が，太田公法協理事長と雨宮孝子理

事に，ヒアリングを行う。

全国市長会が，認定要件緩和の要望書

を，全国会議員や関係省庁に，提出す

る。

６月14日

政府税制調査会が，中長期的な基本方

針として，寄附金税制見直しを，答申

する。

６月21日
連絡会が，内閣府に，「支援税制の改善

に関する要望書」を，提出する。

６月25日
政府が，認定要件再検討を閣議決定す

る。

７月17日
４野党の税制法案が，国会で，審議入

りする（2002年３月５日，国会提出）。

７月31日
第154国会が終了し，４野党の税制法案

が，継続審議になる。

８月２日

行政改革推進事務局が，「公益法人制度

の抜本的改革に向けて（論点整理）」を，

公表するとともに，パブリックコメン

トを募集する。

８月22日
民主党が，税制改革基本構想をまとめ

る。

８月31日 NPO法人が，８千を超える。

９月６日

公法協や助成財団センターが，「論点整

理」に関する意見書を，行政改革推進

事務局に，提出する。

９月24日
財務省が，８府省庁からNPO税制改正

の要望があったことを，公表する。

９月30日

第１次小泉内閣（第１次改造，自民党・

公明党・保守党連立，～2003年９月22

日）が，発足する（石原伸晃が，行政

改革担当相に就任）。

連絡会が，税制改正の署名を開始する。

10月１日
NPO支援税制が，１周年を迎える（認

定NPO法人は８つのみ）。

10月17日

行政改革推進事務局が，「論点整理」に

関する意見概要を，発表する（意見総

数は161件，うち団体47件，個人114件）。

10月18日

政府税制調査会が，総会を開き，その

基礎問題小委員会に，「非営利法人課税

ワーキング・グループ」を設置し，公

益法人税制の検討を開始することを，

決定する。

10月22日
小泉首相が，2003年度に向けNPO税制

の検討を行う，と答える。
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年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2002 10月24日

自民党NPO特別委員会の新人事が，決

まる（委員長に額賀福志郎議員，事務

局長に熊代明彦議員）。

10月29日
連絡会が，全国キャンペーンを開始す

る（学習会，決起集会等16箇所）。

11月

①公法協が，公益法人制度改革に関し

て，公益法人問題を担当する国会議員

６名を招き，シンポジュウムのパネル

を開く。②11～12月の間，NPO法人側

は，NPO支援税制の拡充と，NPO改正

に奔走する。

11月１日

①行政改革推進事務局が，「公益法人制

度の抜本改革に関する懇談会」（有識者

懇談会）を，発足させる（第１回）。②

政府税制調査会が，その基礎問題小委

員会に非営利法人課税ワーキング・グ

ループを，発足させる（第１回）。

①太田達男公法協理事長が，左記の有

識者懇談会に10名の一員として参加す

る。②11月～12月の間，NPOセクター

は，NPO支援税制の拡充NPO法改正に

奔走する。

11月７日
自民党NGO小委員会（塩崎恭久議員）

が，税制要望を採択する。

11月13日 第２回有識者懇談会が，開かれる。

11月14日
第154国会で継続審議とされた，４野党

の税制法案が，審議入りする。

11月15日
自民党外交部会が，税制要望を決める。 連絡会が，認定NPO法人制度の改善要

望書を，内閣府に提出する。

11月18日

連絡会が，各党のNPO担当議員を招き，

「認定NPO制度改正決起集会」を行う

（19日，要望書と賛同署名簿を提出）。

11月19日
政府税制調査会が，認定要件の見直し

を含む答申を，小泉首相に提出する。

11月21日

自民党NPO委員会（額賀福志郎委員

長）が，自民党税調のヒアリングに，

出席する。

11月22日 第３回有識者懇談会が，開かれる。

11月25日

①公明党NPOプロジェクトチームが，

与党３党の税制協議会に提案する税制

改正要望を，まとめた（「みなし寄附金

制度の創設」や，「日本版PSTの計算式

の修正を」等という内容で，連絡会の

要望が，取り入れられる）。②民主党が，

平成15（2003）年度税制改正要望のヒ

アリングを，行う。

11月28日 第４回有識者懇談会が，開かれる。

11月30日
NPO法施行丸４年で，NPO法人が，

9,038となる。

2002年暮れ

太田達男公法協理事長が，堀田力さわ

やか福祉財団理事長と松原明シーズ事

務局長に，公益法人制度改革を，広く

非営利セクター全体の問題として取り

上げるよう，依頼する。

12月10日 第５回有識者懇談会が，開かれる。

12月11日

改正NPO法が，国会で成立する（①特

定非営利活動の種類の追加，②設立の

認証手続の簡素化，③暴力団を排除す

るための措置の強化など）（2003年５月

１日に施行）。

12月13日

第６回有識者懇談会が，開かれる。 NPO支援税制の改正が，与党の税制審

議会で決定される（①認定NPO法人の

認定要件の緩和，②収益事業の課税軽

減）。

12月中旬

行政改革推進事務局が，12月中旬をめ

どに公表する予定であった「公益法人

制度等改革大綱（仮称）」の骨子案のと

りまとめを，2003年に延期する。
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年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2002 12月19日

財務省が，認定NPO法人制度の緩和を

盛り込んだ「2003（平成15）年度税制

改正大綱」を公表する。

12月24日

政府税制調査会の第２回非営利法人課

税ワーキング・グループが，開催され，

非営利法人課税が，議論される。

2003 １月17日

政府が，平成15（2003）年度の税制改

正の要綱（NPOの優遇税制を含む）を

閣議決定する（内容は，2002年12月19

日に財務省が公表した「平成15（2003）

年度税制改正大綱」と同じ）。

１月22日

全国各地のNPOサポート組織が，

「NPOサポート連絡会全国会議」を開

き，公益法人制度改革についての声明

文を採択する。

１月30日

第７回有識者懇談会が，開かれ，政府

の公益法人制度改革の素案が，明らか

になる（非公表）（行政改革推進事務局

が，非公表資料にもとづき新制度を議

論した議事録のみを，HPに掲載する）。

C’sの試算で，「改正NPO支援税制の場

合，認定の可能性のあるNPO法人は約

２％である」ことが，明らかになる。

１月31日

民主党組織委員会NPO局が，平成15年

度NPO関連予算に関して，公開ヒアリ

ングを，開催する。

２月４日
内閣府が，NPO法運用で，新基準を公

表する。

２月６日

NPOサポートセンター連絡会全国会議

が，先の声明文の修正と，署名活動を

経て，公益法人改革に関して，石原伸

晃行政改革担当大臣宛に，「申し入れ

書」を提出する。

２月７日

政府税制調査会の第３回非営利法人課

税ワーキング・グループが，開催され

る（非営利法人課税について，原則課

税の方向が，初めて明らかになる）。

２月12日

堀田力が，非営利法人課税ワーキング・

グループの経緯と政府案への対案を公

表する。

２月13日

浜辺哲也が，『朝日新聞』の「私の視点」

に「原則課税はNPO活動を萎縮」を掲

載する。

２月14日

堀田力が，政府税制調査会の第３回非

営利法人課税ワーキング・グループの

事務局案への意見・反論を，さわやか

福祉財団のメーリングリストとHPで，

公開募集する。

２月17日

公益法人改革オンブズマン設立準備会

が，「公益法人改革への異議申し立て」

に，賛同募集を開始する。

２月18日

堀田力等が，政府税制調査会の非営利

法人課税ワーキング・グループに対し

て，意見書「政府税調非営利法人課税

制度見直しの方向性への疑問」を，提

出する。

２月20日

①公法協が，「新公益法人制度の提言」

を発表する。②せんだい・みやぎNPO

センターが，「変わる NPO法人制度

緊急学習会」を，開始する。③NPOふ

くおかが，緊急学習会を開催する。

２月21日

政府税制調査会の４回非営利法人課税

ワーキング・グループが，開かれる（非

営利法人課税について，原則課税に異

議を唱える堀田力委員と，財務省側が，

激しく対立する）。

堀田力が記者会見を行う。
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年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2003 ２月23日

公益法人改革オンブズマン設立準備会

が，事前学習会を開催するとともに，

政府税制調査会直前の３月３日の緊急

集会開催を決定する。

２月28日

①C’sが，「公益法人制度改革に関する意

見書」を発表し，財務省と行政改革推

進事務局に提出する。②大阪で，「市民

活動の未来を考える緊急集会」が，開

催される。③NPO法人の認証数が，１

万を超えたことが，明らかになる。

３月２日

①NPOサポートセンターと，公益法人

改革オンブズマン設立準備会が共同で，

「公益法人改革緊急討論集会」を開催

する。翌３日，「公益法人改革に対する

異議申し立てと提言」が，塩川正十郎

財務大臣と石原伸晃行政改革担当大臣

に，提出される。

３月３日

内閣府国民生活局が，「公益法人や

NPOを非営利法人にひとまとめにして

原則課税する行革事務局案」に対する

反論書を，提出する。

３月４日

政府税制調査会の第５回非営利法人課

税ワーキング・グループが，開かれる

（非営利法人課税について，財務省側

と堀田力が，「非営利法人は原則課税」

という方針をめぐって対立してきた。

この日も議論は，平行線のまま終始す

る。水野忠恒座長が，公益法人・中間

法人・NPO法人の一本化に，疑問を表

明する）。

３月５日
C’sが，緊急報告会「公益法人制度改革

を検証する」を，開催する。

３月６日

行政改革推進事務局が，本日開催予定

の有識者懇談会を突然延期する。

公益法人改革オンブズマン設立準備会

が，総理官邸と行政改革推進事務局の

意見箱に，「閣議決定の停止を求める申

し立て」を送る。

３月８日

「NPOフォーラムin信州（長野県主催）」

が，開催され，「公益法人制度の改革の

争点」について，問題提起が行われる。

３月９日

公益法人改革オンブズマンは，小泉首

相と全閣僚に，閣議決定ストップの要

請文書を送信する。同時に，閣議決定

ストップの賛同募集が，開始される。

３月10日

行政改革推進事務局は，右記の自民党

からの申し入れを受け，翌11日開催予

定の非営利法人課税ワーキング・グルー

プの急遽中止を，政府税制調査会に要

請する。

自民党行政改革推進本部公益法人委員

会（小里貞利委員長）が，行政改革推

進事務局に対して，NPO法人を，制度

改革から切り離すよう申し入れを行う。

３月11日

石原行政改革担当相が，NPOの除外を

容認する。「行革推進事務局の方で，今

回の改革に，NPO法人を含めるかどう

かを，再検討することになったため」

と，説明する

民主党NPO・公益法人改革プロジェク

トチームが，太田公法協理事長と雨宮

孝子理事に，ヒアリングを行う。

公益法人改革オンブズマンが，HPで

「NPO法人の一時的除外」に，警鐘を

発する。

３月12日

①公法協が，緊急記者会見「４つの問

題点」を行う。②連絡会が，「公益法人

制度改革に対する申し入れ書を，政府

に提出する。③ 緊急学習会>「NPOは

生き残れるのか？」が，千葉で開催さ

れる（公益法人制度改革オンブズマン

も参加する）。

３月13日

NPO議員連盟・与党会議が，開催され

る。議員側からは，「とりあえずNPO法

人は別にして，公益法人制度改革の出

来を見て，統合するべきかどうか検討

する」という説明が，なされた。

公益法人改革に反対の声が，C’sの事務

局に，続々集まる。
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年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2003 ３月14日

①政府税制調査会の第６回非営利法人

課税ワーキング・グループが，開かれ

る（NPO原則課税の論議は，白紙に戻

る）。②石弘光政府税制調査会長が，こ

の後の記者会見で，「３法人一本化は，

問題」と語る。

民主党が，山岡義典（日本NPOセン

ター）と松原明（C’s）から，ヒアリン

グを行う。

３月16日
朝のNHKニュースが，「NPOの非課税

調整難航も」と報道する。

３月17日

さわやか福祉財団が， 緊急報告集会>

「政府税調ワーキング部会報告―『公益

法人制度改革』いま霞ヶ関で何が起き

ているか」を，開催する（事務局団体

は，NPOサポートセンター，NPO事業

サポートセンター，日本NPOセンター，

C’s）

３月18日
民主党が，公益法人改革で，談話を公

表する。

３月25日

①日本NPOセンターが，「公益法人制度

の抜本的改革のあり方についての提言」

を，公表する。②助成財団センターが

緊急集会『公益法人制度改革をどう考

えるか』を，開催するとともに，『公益

法人制度改革に関する助成財団からの

提言』を，発表する。

３月26日

日本教育公務員共済会が，「公益法人の

『原則非課税』措置の継続を求める決

議」を，行う。

３月27日

公法協が，芸団協等16団体と連名で，

「公益法人改革に関する緊急アピール」

を行う（①中間法人と公益法人・NPO

法人のの一本化反対，②原則課税反対，

寄附金税制の充実を）。

３月28日

石原伸晃行革担当相が，閣僚懇談会で，

「大綱決定延期」の発言を行う。

改正認定NPO法人制度が，国会で成立

する（４月１日施行）

長野県NPOセンターが，公益法人改革

に関する意見書を，小泉純一郎行政改

革推進本部部長等に，送付する。

３月31日

①助成財団センターが，「公益法人制度

改革に関する助成財団からの提言」を，

公表する。②NPO法人の認証数が，１

万を超えたことが，明らかになる。

４月１日 改正認定NPO法人制度が，施行される。

４月２日

自民党が，行政改革推進本部公益法人

委員会で，制度改革案の内容を明らか

にする（⑴公益法人と中間法人を一本

化し，非営利法人に，⑵原則課税とし，

その法人の事業ごとに公益性を判定し，

事業ごとに優遇措置（非課税））。

４月８日

自民党が，行政改革推進本部公益法人

委員会で，意見集約を行う（法人類型

の一本化，原則課税等）。

公法協が，この日以降15日までに，野

党議員を含め計11名と面談する。与党

議員に対しては，自民党案の撤回，野

党議員に対しては，公法協の制度改革

案に対する理解を，訴える。

４月９日

朝日新聞が，「公益法人改革 政府与党

議論が混迷」と報道する（自民党が，

事業毎に税制優遇を判断する案を提示

する）。

４月13日
第15回統一地方選挙が，行われる（４

月13日と27日の２回に分けて）。

４月15日

公法協が，高連協加盟有志32団体と共

同で，「公益法人制度改革に関する緊急

アピール」（自民党案に反対）を行う。

４月17日

自民党が，与党３党（自民党・公明党・

保守新党）の政調会長・実務者会合で，

上記の「意見集約」を示すが，公明党・

保守新党から，法人類型の一本化と原

則課税に関して，異論が出て，引き続

き検討されることになる。

公法協が，初めての緊急報告集会を開

く（自民党案を批判，反対の意見表明

を呼びかける。58団体，65名が参加）。
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次に，非営利法人制度のあるべき姿として，①簡

便な方法での法人設立（簡便性），②公益性の判断を

する場合は，客観的な基準（客観性），③民間の自主

性を尊重し，行政の関与の最小化（自律性），④法人

の活動の透明性（透明性），⑤時代の変遷や活動の変

化に柔軟に対応（柔軟性）の５つがあげられた。

上述の検討にもとづいて，公益法人制度の抜本的

改革のパターンとして，表１に示される２つが提示

された。

改革パターン①は，現行の公益法人，NPO法人，

中間法人をまとめて「非営利法人（仮称）」という１

つの類型とし，準則主義で法人化される。これによ

り，現行の公益法人は廃止される。この改革パター

ンの場合，公益性の判断は，法人制度と切り離され

ることになる。公益性の判断は，１）税法で行うか，

２）法人制度上，公益の概念を取り入れ，法人の公

益性を個別に判断するかのいずれかである。２）の

場合は，税法の適用は，税務当局の判断に委ねられ

る。

改革パターン②は，非営利法人のうち，公益性を

有するものを「非営利・公益法人（仮称）」とし，非

営利・非公益の法人は「中間法人（仮称）」という類

年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2003 ４月18日
石原伸晃行革担当相が，自民党の事業

ごと課税案に，難色を示す。

４月19日
公益法人改革オンブズマンが，与党案

反対キャンペーンを開始する。

４月30日
公明党が，「中間法人は対象外」の公益

法人改革案を，まとめる。

５月

C’sが，2001年11月より行ってきた

「NPOのアカウンタビリティーモデル

の事例を通じた日米比較プロジェクト」

の成果を発表し，寄附市場の創設とい

う課題を，投げかける。

５月１日

①改正NPO法が施行される。②NPO法

運用の新基準の採用が，内閣府におい

て始まる。

連絡会が，公益法人改革への対応を強

化することを確認する。

５月10日

『読売新聞』が，「課税，NPOは当面除

外 改革大綱与党原案 公益法人に限

定」と報道する（非営利法人制度（原

則課税）の対象は，公益法人だけとす

る。５月下旬に，改革大綱の与党原案

に大筋合意）。

５月14日

自民党は，優遇措置を個別事業ごとに

判断するとしていた同党案を，修正す

る。

５月16日

実務者レベルの与党３党連絡協議会で，

改革大綱の与党原案が，大筋で合意さ

れる。

５月17日

公法協とさわやか福祉財団が共同で，

「正しい法制度改革を進めるための市

民シンポジウム」を，開催する。

５月30日

与党行財政改革推進協議会において，

改革大綱の与党原案「公益法人制度の

抜本的改革に向けての意見集約」が，

大筋で合意される。与党は，この意見

集約を政府へ申し入れる。

６月17日

政府税制調査会が，中期答申「少子・

高齢化における税制のあり方」を発表

する。

６月19日

民主党のNPO・公益法人改革プロジェ

クトチーム（江田五月座長）が，「公益

法人改革案（中間報告）」をまとめる。

６月27日

政府は，「公益法人制度の抜本的改革に

関する基本方針」を，閣議決定する。

公法協が，「公益法人制度の抜本改革に

関する基本方針」ついて，声明を発表

する。

７月３日

行政改革推進事務局の小山裕が，「まさ

に現在は改革の一里塚。勝負はこれか

ら」と講演する
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型とする。このうち，非営利・公益法人の設立は認

証とし，中間法人の認証は現行の中間法人と同様と

する。

これら２つの改革パターンのうち，①が基本検討

パターンとされ，②が参考パターンとされた 。

なお「税制上の措置」に関しては，具体的な案は

提示されていない。財務省が税制に言及することに

難色を示したからである。ただし，寄附に関する新

たな税制，および第三者機関による公益性の判断等

については言及されていた 。

「論点整理」は，行政改革推進事務局のホームペー

ジに公開された。そして「論点整理」に関するパブ

リックコメントが募集された。その結果，161件（う

ち団体47件，個人114件）の意見が寄せられた。

2002年９月30日，第１次小泉内閣（第１次改造，

自公保連立，～2003年９月22日）が発足した。石原

伸晃は，行政改革担当相に留任した。

■ 有識者懇談会を通じた検討（行政改革推進事務

局)

「論点整理」公表後の2002年11月１日，行政改革

推進事務局は，行政改革担当大臣の私的諮問機関で

ある「公益法人制度の抜本改革に関する懇談会」（以

下「有識者懇談会」と略記されることがある）を発

足させた。10名の委員は，入山映・笹川平和財団理

事長，太田達男・公益法人協会理事長，加藤秀樹・

構想日本代表，神田秀樹・東京大学教授，関幸子・

まちづくり三鷹事業部プロジェクトグループマネ

ジャー，中里実・東京大学教授，中田裕康・一橋大

学教授，橋本博之・立教大学教授，水口弘一・中小

企業金融公庫総裁，山岡義典・日本NPOセンター常

務理事である 。

この有識者懇談会は，2003年11月１日，13日，

22日，28日，12月10日，13日，2014年１月30日

の計７回にわたり開催された。しかし，後述する理

由から，第７回を最後にストップしてしまった。

有識者懇談会においては，与党との関係や責任の

明確化の観点から，審議会方式は採用されず，行政

改革事務局が作成した案に対する委員の意見が聴取

される方式が採用された。このため，有識者懇談会

では，すべての項目に関して結論が出されることは，

想定されていなかった 。ただし，行政改革推進事務

局は，①改革の考え方，②準則による非営利法人制

度の創設，③公共性についての考え方の３点は，改

革の全体像にとって必須であり，最低の到達点であ

り，したがって，これら３点だけは決めておきたい

と考えていた。

有識者懇談会では，委員の間で意見の対立があっ

た。しかし，官の規制の排除と，法人の自由な設立
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表1 論点整理における非営利法人制度の概要

改革パターン① 改革パターン②

法人類型 「非営利法人（仮称）」に一本化
「非営利・公益法人（仮称）」と「中間法人（仮

称）」に区分

法人格取得 登記（準則主義）

「非営利・公益法人（仮称）」は行政庁の認証

（認証主義）

「中間法人（仮称）」は登記（準則主義）

公益性の

判断

ア 税制上の措置として，公益性の観点から一定

の基準に該当するものを他と区分

主務官庁制の弊害を排除した上で，行政庁の

認証により公益性を判断

イ－⑴定款に一定の公益の要件を定めた場合には，

非営利公益法人と称することができる

イ－⑵主務官庁制の弊害を排除した上で，行政庁

の認証により公益性を判断

適正運営の

確保

○ セルフ・ガバナンス（法人の自治制度）の確立

○ ディスクロージャー制度の確立

○ 事後チェック主義への転換等

出所：政府税制調査会非営利法人課税ワーキング・グループ（2002年11月１日）資料1-1にもとづき作成。

★
デ
ー
タ
分
割
★

事前の与党等との検討で，①を基本とするべきであるという意見があり，①の「非営利法人」パターンが基本であることが明記さ
れた。
行政改革事務局は，誤解を避けるためにも，改革の意図等について，詳細な内容を準備していた。しかし，自民党行政改革本部か
らの要望等もあり，非常に簡略化された形で公表せざるを得なかった。例えば，行政改革事務局案にはあった「公益認定と税制の
連動」は削除された。
小山（2012），４頁。
「有識者懇談会は，11月と12月にかけて，最終的な詰めの議論を行うことになった。この有識者懇談会で，法人制度の骨子案を年
内にまとめ，2003年早々から政府税調を中心に，税制措置が議論されることになります」。『JFCニュース』⑺（2002年12月６日）
小山（2004b），３頁。



を目指す法人制度改革の必要性に関しては，意見は

一致しており，真摯で熱心な議論が行われたという 。

有識者懇談会の内容は，ホームページに議事概要等

として公表された。しかし，資料公開は，必ずしも

十分ではなかった 。

有識者懇談会では，税制に関する正面からの議論

は封印されていた。改革に際しては，税制は大きな

ポイントであった。しかし，行政改革推進事務局は，

「税制は，財務省と政府税制調査会の守備範囲であ

る。法人制度がみえないと，税の議論には入れない」

と考えていた 。

行政改革推進事務局は，2002年12月中旬を目途に

公表する予定であった「公益法人制度等改革大綱（仮

称）」の骨子案のとりまとめを2003年に延期した。

有識者懇談会において，未だ意見がまとまらないた

めであった。

行政改革事務局は，有識者懇談会を開催しつつ，

2003年１月，「抜本的改革に関する基本方向（案）」

（非公表，以下「基本方向（案）」と略記されること

がある）を取りまとめた 。１月30日に開催された

第７回の有識者懇談会では，この非公表資料にもと

づき新制度が議論された。有識者懇談会の後，「基本

方向（案）」は，公表されないまま，議事録のみが行

政改革推進事務局のホームページに掲載された。

「基本方向（案）」のうち，「非営利法人制度」と「社

会貢献性の判断」に関する主な内容は，次の通りで

あった。

「（非営利法人制度）

①公益法人制度，中間法人制度を一括りにした非

営利法人という法人類型を設ける。

②非営利法人の設立は準則主義（登記）による。

公益性の有無にかかわらず法人格を付与する。

③現行のNPO法人は，この非営利法人制度の中に

解消される可能性が高い。

④ガバナンスについては，中間法人制度の規律を

基本としつつ，商法の規律も参考にして，これ

を法律上義務付ける方向で具体的な検討をおこ

なう。

（社会貢献性）

①営利法人の事業等が法律に規定された社会貢献

性の要件を満たす場合，一定の優遇措置を講ず

ることが考えられる。

②優遇措置は恒久的なものとはせず，法人の活動

実績に応じて柔軟に見直しうるような仕組みと

する（例えば，更新制の導入など）。

③社会貢献性の要件を満たしているかどうかの判

断は，特定の主体（課税庁，行政庁，第三者機

関のいずれかを想定）がおこなう。

④社会貢献性の判断基準は，事業等が法令上定め

られた領域に合致しているかどうか（法人の事

業等の領域），事業の実施状況が一定の要件を満

たしているかどうか（事業の実績・運営実態），

その他（残余財産分配禁止，政治活動の制限）

の３要素に整理できる。

⑤社会貢献法人（仮）には，一般の非営利法人並

の規律に加えて，ガバナンス，ディスクロージャー

等の特例を加重。適正を欠く法人については社

会貢献性の判断取消しをおこなう仕組みを検討

する。

⑥社会貢献法人（仮）には登録制度を実施する 」。

■ 混乱する政府税制調査会の議論

上述のように，2002年11月１日，行政改革推進事

務局は，「有識者懇談会」を発足させた。同じ11月

１日，公益法人の税制面を担当する政府税制調査会

は，その基礎問題小委員会に，「非営利法人課税ワー

キング・グループ」を発足させた。

非営利法人課税ワーキング・グループの委員は，

水野忠恒・一橋大学教授（座長），猪瀬直樹・作家，

奥野正寛・東京大学教授，河野光男・経済評論家，

竹内佐和子・東洋大学教授，田近栄治・一橋大学教

授，中田裕康・一橋大学教授，土屋俊康・税理士，

中里実・東京大学教授，堀田力・さわやか福祉財団

理事長の10名であった 。

この非営利法人課税ワーキング・グループは，2002

年11月１日，12月24日，2003年２月７日，２月21

日，３月４日，３月11日（中止），３月14日の計６

回にわたり開催された。

2002年11月１日の第１回のワーキング・グループ

では，今後の審議の進め方等が議論された。12月24

日の第２回のワーキング・グループでは，「（非営利

公益法人制度改革における参加者の行動

小山（2004b），３頁。
小山（2004b），３頁。
小山（2004b），３頁。
小山（2012），3-4頁。
公益法人協会（2013），85頁。

http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/non-profit/2003/12/post 50.html.「10名で構成されているが，公益法人の立場か
ら意見を述べる委員は，堀田委員ただ１人で，公益法人とNPOを代表して，孤軍奮闘している」。『JFCニュース』 （2003年３
月10日）。
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法人課税についての）一般論を交わし，課税を強化

したがる東大教授の中里実特別委員や，公益法人を

やっつけたい猪瀬直樹委員と（さわやか福祉財団理

事長の堀田力が）やりあった程度で（あった。こう

して）2003年を迎えた 」。この堀田委員対中里委員・

猪瀬委員の対立の構図は，第６回の非営利法人課税

ワーキング・グループまで継続した 。

２月７日の第３回ワーキング・グループで，行政

改革推進事務局が，非公開で法人制度改革案の骨子

を示した。これを受けて，財務省の事務局は，図６

のような「法人制度とそれぞれの法人に対する課税」

の考え方を示すととともに，いきなり非公式案であ

る「非営利法人課税案の骨子」（正式には「非営利法

人に対する課税の取扱い」（委員限りのメモ））を提

出した。この「非営利法人に対する課税の取扱い」

は，水野座長と財務省の事務局が事前に相談しなが

ら，事務局がまとめたものである 。

その内容は次の通りであった。「⑴公益法人，NPO

法人，中間法人をとりまとめて『非営利法人』とし，

準則主義による届け出で設立を認める。⑵非営利法

人は，原則課税とする。理由は，中間法人は原則課

税とされているところ，新非営利法人は，中間法人

並みの緩やかな規制しか受けず，また残余財産は社

員等に分配されるから，我が国法人制度の原則にのっ

とり，事業年度ごとに利益に課税すべきであるとい

うもの。⑶非営利法人のうち，社会貢献性を有する

法人を登録法人（仮称）とし，国（特定の省）又は

都道府県に登録する。⑷社会貢献性を有する事業活

動を行う法人で，組織運営の適正などの要件を備え，

残余財産を社員等に分配しない法人は，原則非課税

とする。ただし，収益事業（対価を得る事業）によ

る所得に課税する。また，過大な内部留保は制限す

る。収益事業に課税する理由は，営利事業と同様の

扱いをするということにある。内部留保制限の理由

は，過大な留保金は給与やフリンジベネフィットの

形による実質的利益分配につながり，また，法人の

支配者による任意の経済活動を行うことを可能とす

るから，課税しなければ営利法人とのバランスを失

するというもの。⑸登録法人のうち，現行認定NPO

法人に相当するものと，現行特増法人に相当するも

のについては，寄附優遇税制を認める 」。

堀田力によれば，「そこでは，公益法人は収益事業

堀田（2008），192頁。
出口正之への聴取調査（2012年８月28日）。

http://www.cao.go.jp/zeicho/gijiroku/hwg006a.html.2003年２月７日，政府税制調査会第３回非営利法人課税ワーキング・グ
ループ議事録。

http://www.sawayakazaidan.or.jp/jigyou/kouhou/npo/20030214.html.さわやか福祉財団，2003年２月14日，非営利法人制度
改革ニュース「非営利法人制度改革に関し，ご意見・エールをお寄せください」。

出所：政府税制調査会基本問題小委員会非営利法人課税ワーキンググループの資料〔平成15.2.7非営利WG3-1〕

図6 法人制度とそれぞれの法人に対する課税
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課税となっていて，何の進歩もなく，また，『NPO法

人や一般の非営利法人は原則課税』となっていて，

これは現在より退化している。驚いたことに，委員

たちはこれを容認する発言を続けた。私は，ひとり

断固反対を表明。猪瀬委員が『堀田さんの財団はこ

の案でも大丈夫だよ 』と言ったが，私は，自分のこ

とを考えて反対しているのではなかった。

財務省の事務局が（２月７日のワーキング・グルー

プにおいて）示してきた税制改革の非公式案に対し

て，私は，直ちに『公益法人の本来業務は非課税。

その他の収益事業は課税されるが，収益を本来事業

に使えば，損金算入。一般非営利法人は，原則非課

税で，収益事業のみ課税』という対案を作成して，

公益法人協会の太田達男理事長らに共同提案者に

なってもらった。

これを，非公開だった2003年２月７日のワーキン

グ・グループの経緯とともに公表することを，財務

省の道盛大志郎税制二課長に諮って了承をとりつけ，

12日公表すると，たちまちNPO関係者などから大

きな反響が起きた 」。

堀田が２月12日に提出した対案は，上の引用の繰

り返しになるが，次のような内容であった。「この堀

田案は，もはや動かしがたい点（登録法人制度，内

部留保金の制限など）は妥協し，非営利法人の原則

非課税と社会貢献法人（登録法人）の本来事業非課

税に重点を絞った対案である。

対案の骨子は次の通りであった。⑴届け出により

設立された「非営利法人」は，１）原則非課税，２）

収益事業（対価を得て行う事業）は課税，３）一定

以上の内部留保金（毎年の増加分）は課税，４）個

人に分配する財産には課税である。⑵国・都道府県

に登録し，第三者委員会（イギリスのチャリティ委

員会のようなもの）のチェックを受ける『登録法人』

は，１）原則非課税とし，２）本来事業（社会貢献

事業）は非課税，３）それ以外の収益事業（対価を

得て行う事業）は課税，４）非課税事業の収益につ

き100％みなし寄附制度の導入，５）事業従事者が無

償で労力を提供した分も損金算入，６）一定以上の

内部留保については課税する。⑶国税庁が認定し，

第三者委員会のチェックを受けた『認定法人』（仮称）

には寄附金優遇税制措置がなされる 」。

「（非営利法人課税）ワーキング・グループでは，

２月７日（の第３回），21日（の第４回）と議論が続

き，非営利法人の原則課税の方向が打ち出された 」。

「さらに同年３月４日（の第５回）に至って，非営

正確には，「（堀田）のところは，その収益事業に当てはまらないわけですから，税金は取られないわけです」。2003年２月７日，
非営利法人課税ワーキング・グループ議事録。
堀田（2008），192-193頁。

http://www.sawayakazaidan.or.jp/jigyou/kouhou/npo/20030214.html.さわやか福祉財団，2003年２月14日，非営利法人制度
改革ニュース「非営利法人制度改革に関し，ご意見・エールをお寄せください」。
2003年２月21日の非営利法人課税ワーキング・グループの議論の模様は，次のように紹介されている。「堀田力委員『悪い公益法
人がいるからといって，良い法人までひっくるめるのはいかがなものか。原則課税はNPOにとって大きな後退だ』。猪瀬直樹委員
『すべてを課税対象にしないと抜け道ができる』。財務省４階の会議室。非課税扱いの公益法人とNPO法人を原則課税に2006年
から転換する政府の改革案をめぐり，作業部会の議論は白熱した。
さわやか福祉財団理事長の堀田氏は市民活動を広げる立場から，原則非課税の維持を主張。作家の猪瀬氏は公益法人を『官僚の

受け皿』『利権の温床』と見なし，課税強化による公益法人改革をめざしている。10人の委員の大半は原則課税派。とはいえ，堀

出所：http://www.sawayakazaidan.or.jp/jigyou/kouhou/

NPO/20030214.html.さわやか福祉財団，2003年２月
14日。

図7 政府税調論議の素案として示される非営利法人制度
の概要

出所：http://www.sawayakazaidan.or.jp/jigyou/kouhou/

NPO/20030214.html.さわやか福祉財団，2003年２月
14日。

図8 非営利制度に関する提言
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利法人は原則課税，一定のものは非課税とするが，

その条件は，①公益性・公共性をもつ，②内部留保

は一定水準以下，③利益分配禁止，解散時の残余財

産は国などに帰属，④会計書類や活動内容の公開，

などの内容を盛り込んだワーキング・グループの報

告書原案が明らかになった。

原則課税への反対論は，公益法人，NPO法人の双

方からすでに行われていたが，ここへきてNPO法人

側からの猛反発が巻き起こった 。マスコミは盛ん

にNPO法人側に立った報道を行った 」。

３月３日，内閣府国民生活局（NPO法人所轄庁）

が，「公益法人やNPOを非営利法人としてひとまと

めにして原則課税する行革事務局案」に対する反論

書を提出した 。反論書は，「公益法人やNPOを『非

営利法人』にひとまとめにして原則課税する行政改

革推進事務局案に対し，『NPO側に利点がなく，現

行の支援制度が後退する懸念すらある』と指摘。白

紙撤回するか，NPOを対象外にするよう求めてい

る 」。

３月10日，自民党行政改革推進本部公益法人委員

会（小里貞利委員長）は，行政改革推進事務局に対

して，NPO法人を制度改革から切り離すよう，次の

ような申し入れを行った。「NPO法人については，

非営利法人として最初から一括りとすることはせず，

新たな非営利法人制度の動向を見据えた段階で，発

展的に解消する可能性が高いとの位置付けをするこ

とが適当である 」。

上述の３月10日の自民党行政改革推進本部公益

法人委員会の申し入れに関して，小山裕公益法人室

長は，３月14日の第６回非営利法人課税ワーキング・

グループにおいて，次のように述べている。

「去る３月10日の夕刻でございますが，自由民主

党の行政改革推進本部公益法人委員会，小里貞利先

生が委員長をしておられますけれども，この委員会

が開催されまして，その際，お手元にお配りしてご

ざいますが，『公益法人制度改革に関する申し入れ』

について決議が行われ，政府へ申し入れされたとこ

ろでございます。

３月10日ということで，11日の前日だったわけで

ございますが，これを受けまして，私どもといたし

ましては，11日に予定されていたこのワーキング・

グループにつきまして，議論の前提が変わる可能性

が高いということで，延期していたただきたい旨を

要請いたした次第でございます 。

自由民主党行政改革推進本部の申し入れの趣旨は，

お手元のとおりでございますけれども，かいつまん

で申し上げますと，現時点で公益法人と同一の方向

性を示すことは，NPO関係者に不安を与えることに

なりますので，NPO法人については最初からひと括

りにはせずに，新たな制度の動向を見据えた段階で，

発展的に解消する可能性が高いという位置づけをす

ることが適当である，というものでございます。

私ども行政改革推進事務局におきましては，この

申し入れを受けまして，いろいろ検討しているとこ

ろでございます。NPO法人を一旦除外した場合の新

たな法人制度の理念，法人制度としての整合性，こ

れを勘案しながら鋭意調整・検討を進めているとこ

ろでございますけれども，今の時点で法人制度につ

田氏は原則非課税の主張を貫く構えで，政府税調が３月中にどこまで踏み込んだ見解を示せるか不透明になってきた。全国に公益
法人は２万６千，NPO法人は１万。『非課税をいいことにずさんな会計記録しかないNPOも多い』（財務省幹部）との冷ややかな
見方もある。一方で，NPO法人を所管する内閣府の幹部は『公共性という共通項だけで，社会的な位置づけの異なる２つを一緒
に扱うのが間違い』と指摘している。NPO支援税制の運動を進めてきた『シーズ＝市民活動を支える制度をつくる会』の松原明
事務局長は原則課税を批判する。『公益法人改革の趣旨は，天下りの温床で補助金漬けの財団・社団法人を改革し，民間の社会活
動を促進するはずだった。これでは逆に民間活動を阻害する。市民の声も反映させず，閉鎖的でおかしい』」。（『朝日新聞』（2003
年２月22日朝刊））
堀田力は，「公益法人協会シンポジウム2013」の基調講演①『公益法人制度改革の意義と課題』（2013年12月５日）で，次のよう
に述べている。「公益法人制度改革は，NPO法人も含めての改革であった。しかし，NPO法人関係者は誰も，政府税制調査会に
入っていませんでした。そこで，私は，シーズ（C’s）の松原明さんや林泰義さんに，『２月７日のワーキング・グループの議論で，

NPOはこうなっている』と話しました。NPOのリーダー達は，びっくりしまして，『とんでもない。まずNPOを外せ』という，

NPO側からすれば，賢明といえば，賢明な判断をしました（公益法人の立場からすると，一緒にやれないかという思いはありま
したが）。その後，公益法人とNPOは一緒に，反対運動を展開しました。私は，あの時のNPOのリーダーの方々には，本当に感
謝いたしております。全国的にたちまち，あっという間もなく，動きがありました」。
公益法人協会（2013），85-86頁。
「半ば身内からの反対で，３月中に閣議決定予定の公益法人改革案は大幅に修正される可能性がある」（『朝日新聞』2003年３月４
日朝刊）。小山裕によれば，「NPO関係者の働きかけがあったのではないかと推察される。反論書は，事前に何の相談もなく出さ
れたものである」。小山裕への聴取調査（2012年６月28日）。
『朝日新聞』（2003年３月４日朝刊）。
この時期の自民党行政改革推進本部公益法人委員会の委員長は小里貞利議員，主査は増原義剛議員であった。小山室長は，小里貞
利委員長に呼ばれ，次のように伝えられた記憶を持っている。「とりあえず一歩後退でいこう。選挙も近くNPOを刺激したくない
という動きが，自民党の中にある。良い制度を作れば，黙っていてもNPO法人も入ってくるよ」。小山裕への聴取調査（2012年
６月28日）。
３月10日，行政改革推進事務局の要請を受けて，政府税制調査会は，３月11日開催予定の非営利法人課税ワーキング・グループ
の会合を急遽中止することにした。
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いて最終的な方向性をお示しするという段階には至っ

ておりません 」。

３月11日，自民党行政改革推進本部公益法人委員

会の申し入れに対して，石原行政改革担当大臣は，

次のようなNPOの除外を容認する発言を行った。「行

革推進事務局の方で，今回の改革にNPO法人を含め

るかどうかを再検討することになったためである」。

３月13日，NPO議員連盟・与党会議が開催され

た。議員連盟側からは，「とりあえずNPO法人は別

にして，公益法人制度改革の出来を見て，統合する

べきかどうか検討する」という説明がなされた。

石弘光政府税制調査会長は，３月14日の第６回非

営利法人課税ワーキング・グループの後の記者会見

で次のように述べている。

「例の民法34条かな，社団・財団法人とNPOと中

間法人，やっぱり僕はね，性格は全然違うと思いま

すよ。その成り立ちも，歴史的背景も，それから規

模も。それを十把一からげに非営利という形で税を

仕組むというのは，非常に私は問題だと思います。

特に，NPOについてはですね，（中略）それなりに

社会的に期待感があるわけですよね。だから，そう

いう意味で，ほかのいろんな問題を投げかけている

ような民法法人と一緒に議論するのは，非常に難し

かろうとかねがね思っていましたから，そういう意

味では，今回，自民党がですね，（中略）『NPO法人

については非営利法人として最初から一括りとする

ことはせず，新たな非営利法人制度の動向を見据え

た段階で（議論しよう）』と，こういうことを言って

おりますから，このことには，私は個人的にはそう

かなと思っています 」。

行政改革推進事務局が取り扱っている同時進行中

の公務員制度改革も絡み，議論は更に混迷した。公

益法人制度改革と公務員制度改革は，内容的には関

係はない。しかし，与党との調整手続きは，両者同

時に進んでいた。与党は，公務員制度改革を優先し

ていた。こうしたなか，公務員制度改革に関する与

党調整が難航した分，公益法人制度改革に関する調

整にしわ寄せがきて，膠着状態に陥った 。

「その結果，NPO法人の切り離しが正式に決定さ

れたが，その後も紛糾が続き，2003年３月末，結局，

公益法人制度改革大綱は見送りとなった 」。

３月28日，石原行革担当相は，閣僚懇談会で「大

綱決定延期」の発言を行った。

■ 「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」

の閣議決定

６月24日，自民党行政改革推進本部は，当初予定

していた「公益法人制度改革大綱（仮称）」に代わっ

て，行政改革推進事務局がまとめた「公益法人制度

の抜本的改革に関する基本方針（案）」を了承した。

６月27日，政府は，「公益法人制度の抜本的改革

に関する基本方針」（以下「基本方針」と略記される

ことがある）を閣議決定した。この「基本方針」は，

「１ 改革の目的と検討の方向等」，「２ 新たな非

営利法人」，「３ 新たな非営利法人に対する税制上

の措置」，「４ 移行等」「５ 今後のスケジュール等」

の５節からなっている。「基本方針」の中核をなす２

節と３節の内容は次の通りであった 。

(新たな非営利法人）

① 一般的な非営利法人制度の創設

現行の公益法人制度は法人格の取得と公益性の判

断や税制上の優遇措置が一体となっているため，様々

な問題が生じている。このため，法人格を一定の優

遇措置と分離し，公益性の有無に関わらず新たに非

営利法人制度を創設する。

この非営利法人制度は，民間の非営利活動を促進

するため，準則主義（登記）により簡便に設立でき

るものとし，そのガバナンスについては，準則主義

を採る現行の中間法人や営利法人を参考にしつつ，

法制上の在り方を検討する。

② 非営利法人における公益性

公益性を有する場合の優遇措置の在り方について

は，特別法に基づく法人制度を含めた全体の体系の

整合性に留意しながら引き続き検討する。その際，

１）公益性の客観的で明確な判断基準の法定化，独

立した判断主体の在り方，２）ガバナンス，残余財

産の在り方，情報開示，プライバシーの保護等を含

め検討する。

(新たな非営利法人に対する税制上の措置）

法人は，普遍的な国民の納税義務の下で，一般的

に納税義務が課せられており，公益性を有するなど

http://www.cao.go.jp/zeicho/gijiroku/hwg006a.html.2003年３月14日，政府税制調査会第６回非営利法人課税ワーキング・グ
ループ議事録。そのあとで「行政改革事務局は，その調整不足をワーキング・グループの委員会からなじられることになる」。山
岸他編（2003），101頁。

http://www.cao.go.jp/zeicho/gijiroku/hwg006a.html.2003年３月14日，政府税制調査会第６回非営利法人課税ワーキング・グ
ループ座長会見録。
小山（2012），４頁。
公益法人協会（2013），85-86頁。

http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki-bappon/kihon housin/.
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一定の場合に税制上の優遇措置が講じられている。

新たな非営利法人に対する税制上の取扱いについて

は，こうした考え方を踏まえつつ，非営利法人制度

の更なる具体化にあわせて引き続き検討する。

以上のように，「基本方針」において決定されたの

は，「準則主義（登記）により一般的な非営利法人制

度を創設する」ということのみであった。①NPO法

人や中間法人の取扱い，②公益性判断の問題，③優

遇税制の内容などは，すべて今後の検討課題として

先送りされてしまった。公益法人改革は，振り出し

に戻ったのである 。

小山裕公益法人室長は，2003年７月３日の講演に

おいて，「まさに現在は改革の一里塚。勝負はこれか

ら。基本方針の内容は『再度仕切り直し』」と語って

いる 。

また彼は，公益法人制度の抜本改革が仕切り直し

になった理由に関して，次のように述べている。「⑴

公益法人制度の抜本的改革は，偶然から出発し，十

分な準備もなく取り組んだため，作業が上滑り気味

であった。⑵さらに，メディアや政治家に対し，改

革の意味を十分理解させるには至らなかった。⑶当

初のメンバーが相次いで転出し，情熱の継続に問題

があった。すなわち，公益法人室の本来の使命は，

行政委託の改善であった。これが，2002年３月に一

段落したことから，各省庁や民間からの出向メンバー

は，次々と転出していった。小山が頼りにしていた

企画官も全員いなくなり，自らの2003年７月末の退

任時には，オリジナルメンバー20名は誰も残ってい

なかった 」。

■ 小泉首相と石原行革大臣のリーダーシップ

小山裕は，自らの公益法人室長在任中における小

泉純一郎首相と石原伸晃行革担当大臣のリーダー

シップに関して，次のように述べている。

「私の在任中に限れば，小泉総理は，公益法人改革

について，特段のリーダーシップを発揮することは

ありませんでした。また，官僚や自民党の目立った

反対もありませんでした。小泉総理は，多くの改革

課題を抱え，特に特殊法人（とりわけ道路公団），郵

政改革が一番の関心の的だったと思います。

行政改革推進事務局の３テーマのうち，公務員制

度改革と公益法人制度改革は，自民党の行政改革推

進本部に，主として委ねるという姿勢が感じられま

した。とりわけ公益法人制度改革については，同じ

派閥（森派）の中村正三郎議員が，唯一のというぐ

らい専門家を自認していましたので，ほぼ丸投げと

いっていい状態でした。中村議員から小泉総理と福

田康夫官房長官に，色々話は行っていたと思われま

す。

石原伸晃行革担当大臣も，公益法人制度改革とい

う地味なテーマには，強い関心は持っていなかった

と思います。当時は，道路公団改革や公務員制度改

革で手一杯という状態でしたので，途中経過におい

て，強いリーダーシップを発揮するという面は，あ

まりありませんでした。ただ，2003年６月27日の『公

益法人制度の抜本的改革に関する基本方針』の閣議

決定の際は，何らかの片を付けるべきとの強い意向

を示しました 」。

２ 議員・国会

■ 閣議決定に向けて難航する与党調整

行政改革推進事務局は，有識者懇談会での議論と

並行して，与党３党との調整を行った。しかし，調

整は円滑に進まなかった。政府税制調査会での議論

の前提となる「中間整理案」（上述の「抜本的改革に

関する基本方向（案）」（非公表）に相当すると考え

られる）に関して，与党内の議論が難航したからで

ある。このため，行政改革推進事務局が，当初予定

の2002年12月末までに「中間整理案」を取りまと

め，そして，政府税制調査会の非営利法人課税ワー

キング・グループにおいて，税制上の問題を議論し

てもらうことは不可能になった。

こうしたなか，３月10日夕方，自民党行政改革推

進本部公益法人委員会は，行政改革推進事務局に対

して，次のようにNPO法人を制度改革から切り離す

よう申し入れを行った。

「本日，当委員会において，公益法人制度の抜本改

革の検討状況を政府（行政改革推進事務局）から聴

取したが，現在のところ，公益法人，中間法人，NPO

法人を一括りの非営利法人とする方向で検討してい

る旨の説明があった。

これに対して，出席議員からは，（NPO法人）制

度創設後数年の段階で，１万を超えるNPO法人が活

公益法人協会（2013），87頁。
『JFCニュース』 （2003年７月22日）。
他方，小山裕は，「基本方針」が閣議決定された意義として，次の３点をあげている。「第１に，不可能といわれていた民法34条
法人制度に風穴を開けたことである。第２に，官による法人設立規制（主務官庁制）を廃止し，法人設立を準則主義にしたことで
ある。第３に，その後の具体的検討の方向付けを行ったことである」。小山（2012），５頁，「小山回答書」（2012年６月28日），10
頁。
「小山回答書」（2012年６月28日），１頁。
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動していることにも配慮すると，現時点で公益法人

と同一の方向性を示すことは，同法の下，民間ボラ

ンティア活動に大きな成果を上げているNPO関係者

に不安を与えることになり，問題があるのではない

か，との意見が示された。

このような意見を踏まえ，当委員会としては，政

府に対し，NPO法人については非営利法人として最

初から一括りとすることはせず，新たな非営利法人

制度の動向を見据えた段階で，発展的に解消する可

能性が高いとの位置付けをすることが適当である旨，

申し入れるものである 」。

上述のように，３月28日，石原伸晃行革担当相は，

閣僚懇談会で「（公益法人制度等改革）大綱決定延期」

の発言を行った。

４月２日および８日に開催された自民党行政改革

本部公益法人委員会の意見は，次の３点に集約され

た。⑴従来の公益法人と中間法人を一本化し，「非営

利法人」制度を創設する（なお，NPO法人は，当面

新制度の対象外とする）。⑵新しい非営利法人は，「原

則，課税対象」とする。⑶社会貢献性の高い非営利

法人に対する「税制上の優遇措置は，事業により判

断」する。そして，これら３点に関する意見調整の

ため，連立与党（公明党・保守新党）と現在協議中

であると報告された 。

４月17日，自民党は，与党３党の政調会長・実務

者会合で，上記の「意見集約」を示した。しかし，

公明党・保守新党から，法人類型の一本化と原則課

税に関して異論が出され，引き続き検討されること

になった。

４月30日，公明党は，「中間法人も除外し，公益

法人（34条法人）のみを対象とする」との公益法人

改革案をまとめた。

４月13日と27日の統一地方選挙後の５月の連休

明けに，中断していた与党３党の与党協議が再び動

き出した。与党の実務者協議の場で，閣議決定に向

けた調整が行われたのである。担当は，自民党が林

芳正議員，公明党が桝屋敬悟議員，保守新党が井上

喜一議員であった。林議員が中心となり，桝屋議員

が林議員をサポートするかたちで，協議は進められ

た。この実務者協議を通じて，次のように自民党と

公明党が歩み寄り，与党３党の足並みが揃ったので

ある 。

５月14日，自民党は，優遇措置を個別事業ごとに

判断するとしていた同党案を修正した 。すなわち，

直前まで自民党は，財団・社団の公益法人と中間法

人を新たな「非営利法人」として一括りにして原則

課税とし，非課税にする場合は，個別事業ごとに公

益性を判断するとしていた 。これに対して，公明

党や保守新党が「課税強化につながる」と強く反発

したため，与党３党内の合意を優先したのである 。

改革の対象となる法人についても，まず公益法人

を先行して法案の検討を進めることになった。最終

的に中間法人も改革の対象に入る見通しだが，大綱

では明記されず，主要な論点は，法案化まで事実上，

先送りされることになった 。

５月16日，実務者レベルの与党３党連絡協議会で，

改革大綱の与党原案が大筋で合意された 。

５月30日，与党行財政改革推進協議会は，「公益

法人制度の抜本改革に向けての意見集約」（以下「意

見集約」と略記されることがある）を公表するとと

もに，正式に行政改革推進事務局に提出した 。「意

見集約」は，与党３党で正式の手続きにより承認さ

れたものである。このうち自民党においては，政務

調査会と総務会で了承された。「意見集約」では，①

準則主義による一般的な非営利法人制度の創設の決

定と，②一定の優遇措置のための「社会貢献性」（客

観的で明確な基準の法定，判断主体の所轄庁からの

独立）への言及が行われていた 。

しかし，６月中旬を過ぎても，当初予想された閣

議決定は行われなかった。この間の遅延の事情は，

自由民主党行政改革推進本部公益法人委員会（2003年３月10日）『公益法人制度改革に関する申し入れ』。さらに，公明党は，今
回の公益法人制度改革に関して，「中間法人も除外し，公益法人（34条法人）のみを対象とする」ことを主張した。公明党の内部
でも言うことが違ったりしてきた。例えば，冬柴鐵三幹事長は了解したのに，政調会長が突然，異議を唱えたりした。小山（2012），
４頁。
「この自民党案では，法人類型としては，中間法人レベルでは一本化され，法制度の上では〝公益性のある法人類型の存在は否定
され，消滅する"ことになる」。『JFCニュース』 （2003年４月22日）。
小山（2012），５頁。
『朝日新聞』（2003年５月15日朝刊）
『朝日新聞』（2003年５月15日朝刊）
『朝日新聞』（2003年５月15日朝刊）
『朝日新聞』（2003年５月15日朝刊）
「５月16日の与党３党の連絡協議会では「中間法人を除外し〝現行の公益法人一本に絞った"一般的な非営利法人制度の創設」，
「原則課税」，但し社会貢献性を有する法人には一定の優遇措置」の２点で大筋合意が成立したとのことです」。『JFCニュース』
（2003年５月29日）

『JFCニュース』 （2003年６月24日）。
小山（2012），５頁。
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政府部内の意見調整に時間を要したのか，与党側と

行政改革推進事務局の意見に一致がみられなかった

のか不明である 。ところが，その後，「政府の基本

方針がほぼ固まり，近々閣議決定の上，発表される」

という情報が流れた 。

先の「意見集約」と異なる点は次の２点であった。

すなわち，⑴「原則課税問題」の結論の先送り（新

たな法人制度の税制上の取扱いは，非営利法人制度

の具体化にあわせて引き続き検討する），および⑵全

般的なスケジュールの見直し（2004年度末までに，

制度の基本的枠組みを具体化し，税制上の措置に関

する検討を進め，2006年３月末を目途に法制上の措

置を講ずる）であった 。

６月19日，野党民主党のNPO・公益法人改革プ

ロジェクトチーム（江田五月座長）が，「公益法人改

革案（中間報告）」をまとめた。骨子は，⑴①中間法

人制度とは別建てで非営利法人制度を創設（準則主

義），②原則非課税，③残余財産分配不可，⑵①非営

利法人制度の上に税制支援非営利法人制度，②原則

非課税に加え寄附金税制優遇，③基準を明確化し第

三者機関による認定であった。

６月24日，自民党行政改革推進本部は，行政改革

推進事務局がまとめた「公益法人制度の抜本的改革

に関する基本方針（案）」を了承した。

３ 市民団体

■ 戸惑うNPOセクターによる反対運動

年表１～年表３に示されるように，2001年４月か

ら2003年１月にかけて，シーズ（C’s）を中心とする

NPO関係者は，アドボカシー活動の焦点を，もっぱ

ら⑴NPO法の改正，および⑵NPO支援税制の改正

に合わせてきた。したがって，後述する理由とも重

なり，政府と与党による公益法人制度改革の動きに

は，ほとんど注意を払ってこなかったといえる。彼

らのアドボカシー活動の結果，上記の制度改正は，

第１回目の改正と第２回目の改正により部分的に実

現した 。

このうち，第１回目の改正は，2002年１月17日に

閣議決定された2002年度税制改正の一環として行わ

れた。改正内容は，⑵のNPO支援税制の改正であり，

2002年４月１日に施行された。具体的には，「パブリッ

ク・サポート・テスト」を緩和しようとするもので

あった。2001年３月成立のNPO優遇税制では，NPO

が総収入のうち寄附金などの割合がどのくらいかを

計算する「パブリック・サポート・テスト」をクリ

アした法人のみが，国税庁から認定を受け，支援税

制が適用される。しかし，この条件が厳しすぎて，

国や都道府県が認証して誕生したNPO法人うち，認

められたのはわずか一桁の法人にとどまっていたの

である 。

第２回目の改正のうち，⑴のNPO法の一部改正

は，2002年12月11日に国会で成立し，2003年５月

１日から施行された。改正内容は，NPOによる活動

の一層の促進をはかるために，①NPO法人として認

められる活動の種類の増加と，②設立の認証に関す

る申請手続の簡素化の２つであった 。

第２回目の改正のうち，⑵のNPO支援税制は，

2002年12月13日の与党３党の税制審議会で決定さ

れ，2003年度税制改正の一環として，2003年４月１

日から施行されることになった。改正内容は，①「認

定NPO法人」の認定要件を緩和すること，②収益事

業の課税軽減であった。

まず，①の認定要件の緩和について述べる 。

・総収入額に占める寄附金などの割合が，３分の１

以上から５分の１以上に変更された 。

・個人１人や１団体からの寄附が３千円未満の時は

総収入額（分母）にも寄附金（分子）にも算入で

きなかった。しかし，算入できないのは１千円未

満に変更された。これにより，小口寄附を集める

団体も認定を受けやすくなった。

・１つの市区町村内だけで事業をしたり，そこだけ

に受益者が住んでいたりする場合は，認定を受け

られない「広域性の要件」があった。しかし，こ

の要件は撤廃された。地域密着型のNPOでも認定

『JFCニュース』 （2003年６月24日）。
『JFCニュース』 （2003年６月24日）。
『JFCニュース』 （2003年６月24日）。
『JFCニュース』⑻（2003年１月８日）。
第１回目の「パブリック・サポート・テスト」の緩和の内容は，役員および役員等のからの寄附金も寄附金総額に算入できるよう
にするものであった。
『JFCニュース』⑻（2003年１月８日）。
『朝日新聞』（2003年２月22日朝刊）。
「パブリック・サポート・テスト」の改正は，第１回目と第２回目の改正の後においても，以下のように繰り返し行われた。①2005
年４月１日施行（2005年１月17日，2005年度税制改正，小泉内閣），②2006年４月１日施行（2006年１月17日，2006年度税制
改正，小泉内閣），③2008年４月１日施行（2008年１月11日，2008年度税制改正，福田内閣），④2009年４月１日施行（2009年
１月23日，2009年度税制改正，麻生内閣），⑤2010年４月１日施行（2009年12月22日，2010年度税制改正，鳩山内閣），⑥2011
年６月30日施行（2010年12月16日，2011年度税制改正，鳩山内閣）。
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が受けられる可能性が高くなった 。

次に，②の収益事業への課税軽減について述べる。

収益事業から非収益事業への支出に関しては，収益

事業の所得の20％が非課税になる「みなし寄附金制

度」が導入された 。

他方，上述のように，2002年８月２日，行政改革

推進革事務局は，「公益法人制度の抜本的改革に向け

て（論点整理）」を公表した。この「論点整理」によ

れば，2005年度末までに，公益法人とNPO法人を

一本化する法律ができ，NPO法は発展的に解消され

るかもしれなかった。したがって，「論点整理」は，

NPO法人にとっても，公益法人にとっても真剣に議

論し，アドボカシー活動を行わなければならない極

めて重要な内容を含んでいた。それにもかかわらず，

NPO法人，公益法人およびその関係者（以下「NPO

セクター」と略記されることがある）において，公

益法人制度改革に関する議論は，いっこうに盛り上

がっていなかったのである 。

その理由は次のように考えられる 。政府と与党

が，「公益法人制度等改革大綱」等の中身をNPOセ

クターに積極的に開示をしないまま，検討を続けた

からである 。その結果，NPOセクターは，①制度

改革の方向性がはっきり理解できず，②制度改革が，

特にNPO法人にとってメリットがあるのか否かが判

断できなかった。つまり，NPOセクターは，公益法

人制度改革をどう評価すればよいのかが分からなかっ

たのである 。

しかし，さすがに2002年５月ぐらいから，政府と

与党の動きを警戒すべきであるとする情報は，少し

ずつ伝わってきていた。これにともない，「非営利・

公共経営研究会」等が，勉強会や集会を開催し，公

益法人制度改革の本質を明らかにする努力を積み重

ねていた。NPOセクターにも，危機感が少しずつ広

まっていたのである。しかし，NPOセクターによる

抗議行動は大幅に遅れた。実際に抗議行動がスター

トしたのは，抗議行動が効果を発揮するぎりぎりの

時点であった 。

2002年のある時（12月），太田達男公法協理事長

が，松原明シーズ（C’s）事務局長と堀田力さわやか

福祉財団理事長に，公益法人制度改革を広く非営利

セクター全体の問題として取り上げるよう依頼した。

太田は，この時のことを次のように述べている。

「私は協力を求めて密かに２人の人を訪れた。『実

はこういう状態になっている』。もう公益法人協会だ

けでは，この問題に取り組めない。これは，大きな

市民活動のうねりの中で処理していかないといけな

いと思う。どうか支援してほしい」と松原さん，堀

田さんに話しました。お２人には賛同していただき，

2002年から一緒にいろいろな会合をやることになり

ました 」。

2003年１月22日，NPOサポートセンター連絡会

は，東京で，全国各地のNPOサポート組織による全

国会議を開催した。NPOサポートセンター連絡会は，

声明文を採択し，２月６日に石原伸晃行政改革担当

『朝日新聞』（2003年２月22日朝刊）。
「支援税制が拡充されたのは，自民党内の空気の変化が大きい。昨年（2002年）末，税制を実質的に決める同党の税制調査会。98
年に議員立法のNPO法を中心となって作成した自民党の熊代昭彦議院連盟事務局長が『無党派層は税は与党の仕事だと思ってい
る。与党が頑張らねばならない』と演説し，NPO支援税制を実現すれば，無党派層を取り込めると強調した。これには若手が賛
意を示し，長老も異論を唱えなかった。また，NPOが地域で実績を積みながら，税制面でほとんど優遇されていない事情もある」。
『朝日新聞』（2003年２月22日朝刊）。
松原明（2003a）。この時期，日本経済新聞の原田勝広編集委員は，次のように述べている。「３月の大綱決定を受けて政府は2005
年度末までに，これを実施するための法制上の措置を取ることになる。気になるのは，NPO関係者の関心が薄いことだ。民法の
上にあぐらをかいてきた公益法人といっしょに扱ってほしくないと思っているかもしれないが，乗り遅れれば『準則』で容易に設
立できる公益法人と差がつく。NPO法支援税制については，来年度税制改正で，みなし寄附金制度の導入など優遇策が拡大し，
公益法人に近づくだけに，相乗りを模索すべきではないだろうか。財団，社団も広い意味ではNPOであり，公益法人とNPO法
人を一体化して議論を広めていくことが時代を動かし，21世紀の日本を生き生きしたものにしていくことにつながる」。『日本経済
新聞』（2003年１月11日朝刊）。
「記者――NPO法人の反発には唐突感があります。山岡義典――法人の設立をどうするかについては１年近く議論されたが，肝
心の税制上の扱いは，あいまいなままだった。ところが，政府税調が本格的に議論を始めた途端，非課税だったNPO法人にも原
則課税するということになった。税制と法人制度のあり方は一緒に議論すべきだ。役所の縦割りが原因とはいえ，ボタンを掛け違
えている」。「本来，公益法人とNPO法人の事業は境界が明確でない部分があり，両者をばらばらに議論するのはどうかと思う。
長期的には一本化するのが筋。ただ，拙速に一本化するよりは，当面はNPO法人を今の公益法人改革の議論の外に置くのが有効
な選択肢だろう。法人の設立は準則主義にするのが理想だが，当面は多少窮屈な認証制度でも，現行の税制上の優遇措置を確保す
る。その方が，制度ができたばかりのNPO法人の育成という面からは現実的だ」。『朝日新聞』（2003年３月４日朝刊）
山岸他編（2003），6-7頁。
松原（2003a）。
「だが，NPOはNPO法をつくった頃よりも多様な力と行動力を持つようになった。情報公開法による権利の行使によって，会議
の中身を比較的容易に把握できるようになり，NPOの使命であるアドボカシー（市民提言運動）を迅速にし，中間支援組織はNPO
サポートセンター連絡会を通じて，独自のコーディネート力を発揮したことである。ここにインターネットによるNPO側の情報
ネットワーク力が発揮されたことは言うまでもないことである」。山岸他編（2003），10-11頁。
「座談会 検証・公益法人制度改革―サードセクター発展の幕開けとなるか」『NPOジャーナル』24，18頁。
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大臣宛に「申し入れ書」を提出した。この「申し入

れ書」の提出が，NPOセクターによる政府主導の制

度改革に対する抗議活動の始まりであった 。

「申し入れ書」の内容は次の３点であった。⑴大綱

策定を急がず，結論にむけて議論する時間を十分に

確保する。⑵NPOに携わる市民が広く参加できる体

制をつくる。⑶課税原則を変更する場合には，実態

にもとづき広く意見を検討する 。

この「申し入れ書」の提出後間もない２月14日，

上述のように，堀田力が，政府税制調査会の事務局

案に関する意見・反論を，さわやか福祉財団のメー

リングリストとホームページで公開募集した 。

２月下旬から４月の中旬にかけて，以下のように

NPOセクターによるさまざまな集会が持たれるよう

になり，NPOセクターの足並みは揃いつつあった 。

２月20日，公益法人協会が，「新公益法人制度の

提言」を発表した。提言は，報道機関・国会議員・

各省庁・有識者に送付された。当日，せんだい・み

やぎNPOセンターは，「変わる NPO制度緊急学

習会」を開催した。NPOふくおかも，緊急学習会を

開催した。

２月23日，公益法人改革オンブズマン設立準備会

は，事前学習会を開催した。

２月28日，シーズ（C’s）は，「公益法人制度改革

に関する意見書」を公表した 。同日，大阪で「公

益法人制度改革の動きを知り，市民活動の未来を考

える緊急集会」が開催された 。

３月２日，NPOサポートセンターと公益法人改革

オンブズマン設立準備会は共同で，「公益法人改革緊

急討論集会」を開催した。緊急討論集会では，討論

を集約する形で「公益法人改革に対する異議申し立

てと提言」がまとめられた。「異議申し立てと提言」

の内容は，①公益法人改革の進め方，プロセスに異

議あり ②NPO法人の原則課税に異議あり ③官

民規制ではなく市民主導でNPOの自治を図るべき

であった。10数人の記者が，緊急討論集会後の会見

に参加した 。

翌３月３日，「異議申し立てと提言」は，塩川正十

郎財務大臣と石原伸晃行革担当大臣宛に提出され

た 。

３月５日，シーズ（C’s）は，緊急報告会「公益法

人制度改革を検証する」を開催した 。

３月６日，公益法人改革オンブズマン設立準備会

は，閣議決定の停止を求める申し立てを総理官邸と

行政改革推進事務局の意見箱に送った（なお，有識

者懇談会が，当日になって突然，延期された ）。

３月８日，「NPOフォーラム in信州」が開催され，

「公益法人制度改革の争点」について，問題提起が

行われた 。

３月９日，公益法人制度改革オンブズマンは，閣

議決定ストップの要請文書を小泉純一郎首相と全閣

僚に対して送信した。同時に，閣議決定ストップの

賛同募集を開始した 。

３月10日，経済団体連絡会は，「公益法人制度の

改革について」を公表した 。同日，公益法人制度

改革オンブズマンは，３月９日の閣僚向けと同じ趣

旨の文面を，NPOに関心が深い国会議員（NPO議

連等）２百数十名に送った。

同じ３月10日，上述のように，自民党行政改革推

進本部公益法人委員会が，行政改革推進事務局に対

して，NPO法人を制度改革から切り離すよう申し入

れを行った。

３月11日，これを受けて，石原行政改革担当相が，

NPOの除外を容認する発言を行った。同日，公益法

人制度改革オンブズマンは，ホームページで「NPO

法人一時的除外」に警鐘を発した 。また同日，公

益法人協会の太田達男理事長と雨宮孝子理事は，民

主党NPO・公益法人改革プロジェクトチームのヒア

リングを受けた。

３月12日，公益法人協会は，緊急記者会見「４つ

の問題点」を行った。４つの問題点は，①中間法人

と公益法人・NPO法人の一本化は誤り，②グランド

山岸他編（2003），10頁。
山岸他編（2003），16頁。
山岸他編（2003），90頁。
山岸他編（2003），11頁。
公益法人協会（2007），135頁。
山岸他編（2003），91頁。
山岸他編（2003），33-34頁。
山岸他編（2003），11頁。
山岸他編（2003），92頁。
山岸他編（2003），92-93頁。
山岸他編（2003），93頁。
山岸他編（2003），93頁。
公益法人協会（2007），135頁。
山岸他編（2003），94頁。
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デザインの欠如，③社会福祉法人等を改革対象に含

めなくてよいのか，④法制・税制バラバラな議論，

であった 。同日，千葉で 緊急学習会>「NPOは

生き残れるか？―何が問題か？ 政府の公益法人改

革」が開催された。公益法人制度改革オンブズマン

も，この緊急学習会に参加した 。

同じ３月12日，公益法人改革に反対の声が，シー

ズ（C’s）の事務局に続々集まった。

３月14日，山岡義典（日本NPOセンター）と松

原明（C’s）は，民主党NPO・公益法人改革プロジェ

クトチームのヒアリングを受けた。その際，山岡は，

公益法人改革を行革の観点からではなく，民間活動

を促進するという視点で進めるべきであることを強

調した。他方，松原は，現在の乱暴な３法人類型一

本化の議論ではなく，多様な市民活動を担保するよ

うな丁寧な制度づくりが求められるべきであること

を強調した。

３月16日の朝，NHKは，次のようなニュースを

報道した。「NPOの非課税 調整難航も。政府は，

公益法人の抜本改革についての当初の方針を見直し，

NPOを法人税の課税対象としない方向で検討に入り

ましたが，公益法人側が反発しており，今月中の大

綱の取りまとめに向けた調整は手間取ることも予想

されます 」。

３月17日，さわやか福祉財団は，緊急報告集会>

「政府税調ワーキング部会報告―『公益法人制度改

革』いま霞ヶ関で何が起きているのか」を開催した。

事務局団体は，NPOサポートセンター，NPO事業

サポートセンター，日本NPOセンター，シーズ（C’

s）であった。緊急報告集会の開催は，公益法人協会

を含むNPOセクターだけでなく，政府主導の改革に

反対する多くの勢力の大同団結を示した 。

３月25日，日本NPOセンターは，「公益法人制度

の抜本改革のあり方についての提言」を公表した 。

同日，助成財団センターは，緊急集会「公益法人制

度改革をどう考えるか」を開催するとともに，「公益

法人制度改革に関する助成財団からの提言」を発表

した。

３月26日，日本教育公務員弘済会は，「公益法人

の〝原則非課税"措置を継続し，市民による自由で

多様な公益活動を支援する公益法人改革を求める決

議」を公表した 。

３月27日，公益法人協会は，日本芸能実演家団体

協議会等16団体と連名で，「公益法人改革に関する

緊急アピール」を行った 。緊急アピールの内容は，

①中間法人と公益法人・NPO法人の一本化反対，②

原則課税反対，寄附金税制の充実を，であった。

３月28日，長野県NPOセンターは，公益法人改

革に関する意見書を，小泉純一郎行政改革推進本部

長，石原伸晃同代理，石弘光政府税制調査会会長，

片山虎之助総務大臣，および与野党の国会議員に送

付した 。

３月31日，助成財団センターは，「公益法人制度

改革に関する助成財団からの提言」を公表した 。

４月８日，公益法人協会は，この日以降４月15日

までに，野党議員を含め計11名と面談した。与党議

員に対しては，自民党案の撤回を，野党議員に対し

ては，公益法人協会の制度改革案に対する理解を，

それぞれ訴えた。

４月15日，公益法人協会は，高齢社会NGO連携

協議会（高連協）加盟有志32団体と共同で，「公益

法人制度改革に関する緊急アピール」（自民党案に反

対）を行った 。

４月17日，公益法人協会は，今回の制度改革で初

めて緊急報告集会を開催した。58団体の65名が参加

した。緊急報告集会では，自民党案を批判するとと

もに，反対の意見表明を呼びかけた。具体的には，

多くの公益法人が果たしてきた社会貢献活動を無視

し，一部の不良法人に目を奪われた最悪の案が検討

されているとして，参加した約60団体に反対運動を

展開するよう求めた。さらに「中間法人と一括りに

せず，公益を担う法人の類型を残し，原則非課税と

すべきだ」と主張した 。

５月１日，NPO／NGOに関する税・法人制度連絡

公益法人協会（2007），135頁。
山岸他編（2003），95頁。
山岸他編（2003），95頁。
山岸他編（2003），11-12頁。
公益法人協会（2007），136頁。
公益法人協会（2007），136頁。
山岸他編（2003），96頁，公益法人協会（2007），136頁。
山岸他編（2003），96頁。
公益法人協会（2007），136頁。
山岸他編（2003），97頁，公益法人協会（2007），136-137頁。
『朝日新聞』（2003年５月５日朝刊）。
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会 は，公益法人改革への対応を強化することを確

認した。

５月17日，公益法人協会とさわやか福祉財団は，

「正しい法制度改革を進めるための市民シンポジウ

ム」を開催した。シンポジウムでは，公益法人やNPO

関係者が，①公益，私益および共益の違いは何か，

②公益事業と営利企業との区別は何か，③公益法人

への優遇措置のあり方等を議論した 。

６月27日，公益法人協会は，閣議決定された「公

益法人制度の抜本改革に関する基本方針」ついて声

明を発表した 。

Ⅴ (第４期）「公益法人制度の抜本的改革に

関する基本方針」の閣議決定後から新行

革大綱の閣議決定まで（2003年８月

～2004年12月）

１ 政府（内閣・省庁）

■ 小泉首相と金子・村上行革大臣のリーダーシッ

プ

2003年８月１日，これまで政府側事務当局責任者

として公益法人制度改革に取り組んできた小山裕公

益法人室長は，同日付けで退官し，後任に西達男内

閣官房内閣審議官（公益法人制度改革推進担当）が

就任した。

同日，内閣官房，総務省，法務省，財務省の４府

省庁の７名の審議官・局長クラスによって構成され

る「関係府省連絡協議会」が，その下部機構として

の関係府省の参事官・課長クラスによって構成され

る「同幹事会」がそれぞれ発足した 。４府省庁は，

関係省庁の中でも，公益法人制度改革をコアになっ

て推進しなければならない省庁ばかりであった。メ

ンバーに関しては，内閣官房は事務方のトップであ

る伏屋和彦内閣官房副長官補（図１）であり，総務

省は官房長と自治税務局長であり，財務省は主税局

長等であった 。

協議会の第１回目の会合で，伏屋和彦内閣官房副

長官補は，次の趣旨の発言を行った。「直前の『公益

法人制度の抜本的改革に関する基本方針』の閣議決

定に至るまでのプロセスは，混乱を極めた。次回は

絶対纏めないといけない。その時に各省庁が足を引っ

張り合っていたら駄目である。コアとなる各省庁は，

新任の西達男公益法人室長をしっかりサポートして

ほしい」。これに対して，主税局長は，「2004年末に

政府がまとめる改革の『基本的枠組み』は，税の議

論ができるような枠組みにして欲しい」と発言した。

この公益法人室の応援団ともいえる協議会は，１年

に１～２回開催され，公益法人制度改革の進捗状況

が説明・報告された。他方，同幹事会は，関係府省

の事務的な協力を確保するために，協議会よりは頻

繁に開催された 。

公益法人室長に新たに就任した西達男は，８月と

９月の間，助成財団センターの有力財団との懇談や，

公益法人協会，その他関係機関への挨拶回りを兼ね

た情報収集に努めた 。

９月22日，小泉首相は，自民党総裁に再選され，

第１次小泉内閣（第２次改造，自民党・公明党・保

守新党連立，～2003年11月19日）が発足した。こ

れにともない，石原伸晃議員に代わり，金子義一議

員が行政改革担当相に就任した。公益法人制度改革

の「2003年秋の陣」が幕を開けたのである 。

11月11日，第２次小泉内閣（自民党・公明党連立，

～2004年９月27日）が発足した。金子義一行政改革

担当相は留任した。

西達男が公益法人室長であった時期（2003年８月

～2005年７月），小泉純一郎首相および金子一義・村

上誠一郎の２人の行革担当大臣が，公益法人制度改

革に際して発揮したリーダーシップに関して，西達

男は次のように述べている。

「やっぱり，小泉内閣として，とにかく，聖域なき

構造改革をやるのだということで，そのほかのいろ

んな改革を進めておられましたから，そういう雰囲

気づくりというのですか，とにかく，こういった改

革というのは，絶対この内閣ではやらなきゃいけな

いのだ，我が国のためにやるべきなのだと。それで，

既得権益の反対は許さないみたいな，そんな感じの

雰囲気がやっぱりあった。

他方，金子一義・村上誠一郎の２人の行革担当大

臣は，個別・具体的問題でリーダーシップを発揮す

ることはなかった。すなわち，この時期，有識者会

年表１～年表５においては，「連絡会」と略記されることがある。
山岸他編（2003），98頁，公益法人協会（2007），137頁。
公益法人協会（2007），137-138頁。
『JFCニュース』 （2003年９月10日）。
西達男への聴取調査（2012年８月27日）。
西達男への聴取調査（2012年８月27日）。
『JFCニュース』 （2003年９月30日）。
『JFCニュース』 （2003年10月20日）。
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年表4 第４期 2003年８月～2004年12月

「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」の閣議決定後から新行革大綱の閣議決定まで（2003年８月～2004年12月）

年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2003 ８月１日
小山裕公益法人室長が退官し，後任に，

西達男が就任する。

９月２日 指定管理者制度が，施行される。

９月11日

大阪NPOセンター他６団体が，角川

ホールディングによる「NPO商標取得

問題」で，特許庁に，異議を申し立て

る。

９月13日

C’sが，新版ブックレット『NPO法人ハ

ンドブック』と，『NPO支援税制がよく

わかる本』を，発行する。

９月22日

第１次小泉内閣（第２次改造，自民党・

公明党・保守新党連立，～2003年11月

19日）が，発足する（金子一義が，行

革担当相に就任）。

NPO全国フォーラムが，札幌で開催さ

れる（13日，14日）

９月26日 民主党と自由党が，合併する。

10月～

12月

連絡会が，NPO新税制の改善および公

益法人制度改革の勉強会を，全国で開

催する（10箇所）。

10月５日

民主党が，総選挙の公約に，NPO税制

の支援拡大を，入れる（NPOの６割に

税制支援を）。

10月６日

政府税制調査会の新メンバーが，発表

される。堀田力に代わり，出口正之が，

特別委員に就任する。

10月14日
内閣府が，認証事務手続きで，監督強

化の新基準を，採用する。

自民党が，総選挙の公約に，「NPOが活

躍する経済社会の実現」等を入れる。

10月15日

助成財団センターが，「公益法人制度の

抜本的改革に関する基本方針」に対す

る意見書を発表するとともに，西達男

公益法人室長・長屋聡参事官に，手渡

すとともに，コピーをマスコミに配付

する。。

11月11日

総務省大臣官房管理室が，「公益法人の

〝効率的・自律的な事業運営"の在り

方等に関する研究会」を組織し，第１

回会合を開く。

公法協が，「公益法人制度改革に関する

アンケート調査」を行う。調査結果報

告書は，2004年１月にとりまとめられ

る。

11月14日

連絡会が，2004年度に向けた税制改正

要望を，まとめる。この中で，NPO法

人の「公益法人制度改革」との切り離

しを，要望する。

11月19日

第２次小泉内閣（自民党・公明党連立，

～2004年９月27日）が発足する（金子

一義が，行革担当相に就任）。

11月25日

金子行革担当相が，「公益法人制度改革

に関する有識者会議」の設置を，発表

する（2004年秋にまでに報告をまとめ，

2004年末に政府がまとめる「公益法人

制度改革の基本的枠組み」に反映させ

ると表明）。

11月27日
加藤紘一議員が，自民党NPO特別委員

長に復帰する。

11月28日

「公益法人制度改革に関する有識者会

議」が，発足する（福原義春が座長，

14名から成る。2004年11月16日まで計

27回開催。非営利法人ワーキング・グ

ループは，７名の法学者から成る。能

見善久が座長，計14回開催）。

助成財団センターの石川睦夫理事（住

友財団専務理事）が，左記の有識者会

議に，委員として参加する。

11月30日
NPO法人の認証数が，１万4,199法人

になる。

12月１日

連絡会が，NPO法施行５周年記念シン

ポジウム「NPOの過去・現在・未来」

を，開催する。
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年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2003 12月２日

①自民党NPO特別委員会が，「平成16

年度NPO関係税制改正要望事項」をま

とめ，自民党税制調査会に，提出する

（連絡会の要望をほぼ取り入れた内

容）。②自民党NGO小委員会が，NGO

からヒアリングを行う。

12月８日
第１回の非営利法人ワーキング・グルー

プが，開かれる（議論の進展はなし）。

12月16日

第２回の有識者会議が開かれる（２人

の有識者の報告，および「改革の意義

に関する一般討論」が行われる）。

12月17日

自民党と公明党が，与党税制協議会を

開き，「2004（平成16）年度税制改正大

綱」を決定し，NPO税制の改正を見送

る。

12月18日
内閣府が，NPO法の運用規定を，さら

に強化すると公表する。

12月24日

第２回の非営利法人ワーキング・グルー

プが，開かれる。

公明党NPOプロジェクトチーム（山本

保座長）が，内閣府とNPOからヒアリ

ングを行う（この中で，NPO法人の「公

益法人制度改革」との切り離しを，要

望する）。

12月25日

内閣府が，不法行為等のあった６NPO

法人に対して，認証取消手続きに入る

ことを，公表する。

2004 １月16日

自民党が，「NPO・NGO関係団体委員

会」（熊代明彦委員長）を設置し，NPO

からの支持拡大を目指す。

１月23日

第３回の有識者会議が，開かれる（２

人の有識者の報告，および「改革の意

義」，「新たな非営利法人制度における

公益性の位置付け」について議論）。

民間法制・税制調査会が，第１回会議

を開く（堀田力座長，山田二郎座長代

理，赤塚和俊，雨宮孝子，松原明も参

加。９月30日までに計13回開催。昨年

のように政府の議論が課税優先で進む

のを牽制する姿勢を鮮明にする）。

１月27日

総務省大臣官房管理室による「公益法

人の〝効率的・自律的な事業運営"の

在り方等に関する研究会」の第３回会

合が，開かれる。

１月30日

民主党が，各府省の担当者を呼んで，

NPO関連予算公聴会を実施する（一昨

年，昨年に続いて，今年で３回目）。

２月４日

第４回の有識者会議が，開かれる（有

識者１名からのヒアリング，および意

見交換が，行われる）。

２月10日

政府税制調査会第６回基礎問題小委員

会（石弘光小委員長）が，開催され，

「わが国経済・社会の構造変化『実像』

把握」への取組みを，開始する（以後，

第７回：２月27日，第８回：３月16日，

第９回：３月30日，第10回：４月23日，

第11回：４月27日，第12回：５月14日，

第13回：５月25日，第14回：６月１日，

第15回：６月11日，第16回：６月15日，

第17回：６月22日）。

２月23日

第５回の有識者会議が，開かれる（会

議の冒頭で，西公益法人室長の，「会議

の討議は，あくまで昨年６月に発表さ

れた閣議決定による基本方針の大枠の

中で，行って頂きたい」旨の，発言が

ある）。

３月４日

NPO税制が，政府の地方分権改革推進

会議で，議論される。財務省が，認定

が少ない理由としては，「まだ明確でな

い」としながらも，「日本の風土にまだ

馴染んでない」との見解を，示す。

NPO法人が，１万５千を超す。

札幌学院大学経営論集 No.6（2014年３月)

― 71―



年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2004 ３月10日

第６回の有識者会議が，開かれる（公

益性を取扱う仕組みのあり方について，

議論）。

３月12日
内閣府が，５つのNPO法人の認証を取

り消す。

３月17日

第７回の有識者会議が，開かれる（こ

れまでの審議を踏まえた主な論点につ

いての議論，および非営利法人ワーキ

ング・グループの検討状況の報告）。

３月18日
政府が，NPO法人の実態調査を行うこ

とを，表明する。

３月22日
第８回の有識者会議が，開かれる（議

論の中間整理に向けた全体討議）。

３月26日

第９回の有識者会議が，開かれる（引

き続き，議論の中間整理に向けた全体

討議）。

３月29日

「公益法人制度改革問題連絡会」（準備

会，第１回会議）が，発足する（公益

法人関係者など25団体参加，公法協が

事務局。世論喚起と社会的提言を行う

ことが，決議される）。

３月30日

自民党NPO・NGO関係団体委員会が，

NPOシンポを開催する。

NPOサポートセンターは，有識者会議

が論議の中間整理をまとめるのを前に，

「政府は，昨年の規制・課税強化案を，

復活させようとしている」として，公

益法人制度改革に，NPOの意見を反映

させる運動を展開していくことを，表

明する。

３月31日

有識者会議が，「議論の中間整理」を公

表する（公益性の判断主体は，中立で

第三者的な，または，単一の公的機関

とするＡ案と，税務当局のＢ案を併記。

「Ａ案を中心検討を進めてはどうかと

の意見が多かった」との表現が，追加

される）。

４月８日
行政改革推進事務局が，「中間整理」へ

の意見募集を行う。

４月９日

助成財団センターは，有識者会議の「議

論の中間整理」を受けて，会員向け緊

急報告集会を，開催する（40名が参加）。

４月19日

C’sと日本NPOセンターが，緊急集会

「中間整理を読む」を開催する。「議論

の中間整理」は，営利法人並の課税を

狙っているのは，明らかだとの意見が

出る。

４月27日

公益法人制度改革問題連絡会（第２回

会議）は，「中間整理」に対する３項目

からなるアピールを，発表するととも

に，第１回全国対話集会（東京）を，

開催する（以後，2004年10月まで計30

回実施，開催地は札幌から那覇まで計

28都市，参加者は延べ1016人）。

４月28日

第10回の有識者会議が，開かれる（公

益性判断主体として，「税務当局は，は

ずす」ことで合意）。

公益法人制度改革問題連絡会が，前日

のアピール３項目を，行政改革推進事

務局に提出する。

５月10日

①連絡会が，「公益法人制度改革に関す

る『議論の中間整理』に関する意見」

を，行政改革推進事務局に提出する。

②NPO支援財団研究会の有志が，議論

の中間整理への意見書を，行政改革推

進事務局に提出する。③公法協が，「議

論の中間整理」に関する意見書を，行

政改革推進事務局に提出する（中間整

理への意見は，最終的に37件，内訳は

団体23件，個人14件）。
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年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2004 ５月17日

第11回の有識者会議が，開かれる（事務

局による，30超の主要民間財団法人・社

団法人へのヒアリングの結果や，出席

公益法人側メンバーによる実情の報告)。

５月26日

第12回の有識者会議が，開かれる（公

益性の考え方，および判断要件のあり

方について議論）。

霧多布湿原トラストが，全国で24法人

目，北海道で初の認定NPO法人になる。

５月25日

公益法人制度改革問題連絡会が，京都

で，対話集会を開く（公益性の判断は，

第三者機関で）。

６月２日

第13回の有識者会議が，開かれる（「議

論の中間整理」に対して提出された37

通の意見の概要につき報告，および「ガ

バナンス・情報開示のあり方」につい

て議論）。

６月８日

公法協が，「公益法人制度改革の主要論

点に関する考え方―法制，税制―」を，

公表する。

６月17日

第14回の有識者会議が，開かれる（ガ

バナンス・情報開示のあり方について，

議論，ワーキング・グループの報告，

公益法人の実態等に関するヒアリング

調査の状況説明）。

６月22日

政府税制調査会基礎問題小委員会が，

２月から議論してきた「わが国経済社

会の構造変化の『実像』について」を，

公表する（９月以降の税制改革の議論

につながる報告書）。

６月23日
参議院選挙の各党のNPO公約が，出揃

う。

６月30日

第15回の有識者会議が，開かれる（情

報開示，事後チェック，判断主体の各

あり方についての議論）。

７月５日

堀田力が，公益法人制度改革に関連し

て，独自の提言を行い，有識者会議の

規制・課税強化方針を，牽制する。

７月７日

第11回の非営利ワーキング・グループ

が，開かれ，新法人に中間法人を統合

する方向で，検討される。

７月15日

有識者会議が，公益法人制度改革の「基

本的枠組み」に関する討議用メモを，

発表する（非営利法人に中間法人の統

合を明記し，NPO法人との関係には触

れず。2003年春の政府税制調査会で検

討された案に近づく）。

７月16日
第16回の有識者会議が，開かれる（全

体的討議用メモについて議論）。

７月23日

第17回の有識者会議が，開かれる（前

回に引き続き，全体的討議用メモにつ

いて議論）。

市川市が，来年度から，「市民活動支援

制度」（個人市民税の１％をNPO助成

に）を開始することを，発表する。

７月27日

①有識者会議の「基本的枠組み」に対

する反対意見が，民間側から，続出す

る。②NPOバンクフォーラムが，札幌

で開催される（16日，17日）。

７月28日

①第18回の有識者会議が，開かれる（公

益性の判断機関のあり方などを議論。

結論を，秋以降に持ち越し。8月は，夏

休み，9月に再開の運び）。②第12回の非

営利法人ワーキング・グループが，「新

たな非営利法人制度は，民法とは別に，

単行法を制定する方向で検討している」

ことを，明らかにする（中間法人法は

この新法に統合）。③総務省の「公益法

人の〝効率的・自律的な事業運営"の

在り方等に関する研究会」が，「公益法

人自己評価モデル」を，提示する。

字取り入➡
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年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2004 ８月６日

公益法人制度改革問題連絡会が，28団

体連名の声明文を，行政改革推進事務

局に提出する。

８月27日
公益法人制度改革問題連絡会が，意見

書を公表する。

８月31日

自民党非営利組織（NPO）に関する特

別委員会が，開かれ，各省庁のNPO関

連予算概算要求が，明らかとなる(内閣

府，外務省，厚生労働省の３つは認定

要件緩和の要望を，財務省に提出する）。

公益法人制度改革問題連絡会（第３回

会議）が，開かれる。

９月１日
広島市が，「広島市NPO活動支援融資

制度」を開始する。

９月３日

第13回の非営利法人ワーキング・グルー

プが，開かれる（新制度の一階部分に

ついて議論）。

９月８日

自民党が，「PSTが問題であると，85％

が回答する」との調査結果を，公表す

る。

公益法人制度改革問題連絡会が，秋の

全国対話集会をスタートさせる（９月

８日の鹿児島から，10月29日の東京ま

で）

９月10日

連絡会が，「公益法人制度改革の具体化

に関する意見」を，行政改革推進事務

局に提出し，改革の問題点を指摘する。

９月11日

①公法協が，「公益法人制度の抜本改革

に関する制度設計について（提案）」を，

公表するとともに，行政改革推進事務

局に提出する。②同日，開催された「市

民セクター全国会議2004」でも，発表

される。

９月15日

第19回の有識者会議が，開かれる（「公

益性認定は，８条機関とする」との事

務局案が，提示）。

日商（９月15日）と経団連（９月21日）

が，2005年度の税制改正に関する意見

書を提出する。この中で，公益法人制

度改革に関連して，公益性の高い活動

をしている法人に対する現行の非課税

の継続を，要望する。

９月22日
東京JCが，公益法人改革フォーラムを

開き，「市民公益法人宣言」を採択する。

９月24日 内閣府が，自称NPO法人に警告する。

９月27日

第２次小泉内閣（改造内閣，自公連立，

～2005年９月21日）が，発足する（村

上誠一郎が，行革担当相に就任）。

９月29日

第20回の有識者会議が，開かれる（配

布資料にもとづき個別検討事項，およ

び移行について議論）。

10月12日

第21回の有識者会議が，開かれる（行

政改革推進事務局が，公益性の判断基

準を，「公益認定法（仮称）」で規定す

る方針を明らかにする）。

10月14日
内閣府が，公益法人会計基準の改正を

決定する（2006年４月から適用）。

連絡会が，NPO法人の代表者に対して，

税制改正の署名活動を開始する。

10月15日
右の指摘に関して，小泉首相が，明確

な回答を避ける。

公明党の浜四津議員が，「認定要件緩和

は不十分」と，指摘する。

山口県知事が，暴力団統制理由で，

NPO法人の認証を取り消す。

10月16日

連絡会が，16日の奈良を皮切りに，10

月から12月にかけて，認定NPO法人制

度改正のための署名運動と，全国キャ

ンペーン（14箇所）を行う。

10月19日

石弘光政府税制調査会長が，「公益法人

改革における税制の議論は，2005年に

なる」との見通しを語る。

10月20日
民主党が，NPO税制ヒアリングを実施

する。

10月25日

第22回の有識者会議が，開かれる（行

政改革推進事務局が，有識者会議に最

終報告書の原案を提示。原案は非公開

で，11月中旬のとりまとめに向け，議

論がスタート）。
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年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2004 10月26日

①谷垣禎一財務大臣が，衆議院財政金

融委員会で，「認定要件緩和は疑問」と，

答弁する。②政府税制調査会第18回総

会で，認定NPO法人が25法人しかない

現状が，論点に上がり，NPO支援税制

が検討すべき課題の１つとされた（出

口正之委員が，問題提起）。

10月27日

民間法制・税制調査会が，提案書『公

益法人制度改革・これでよいのか政府

の構想―民間法制・税制調査会の議論

から／民間の力を活かす22の対案―』

を，記者発表する。

10月29日

第23回の有識者会議が，開かれる（報

告書取りまとめに向けた審議。会長が，

「制度改革の対象に，NPO法人を含め

ない方針を固めた」ことを，明らかに

する）。

①連絡会が，税制改正要望の詳細を決

定する。②公益法人制度改革問題連絡

会が，対話集会の最終回を東京で開催

し，新制度の概要を解説する。

11月２日
第24回の有識者会議が，開かれる（報

告書取りまとめに向けた審議）。

11月５日 C’sが，設立10周年を迎える。

11月９日
第25回の有識者会議が，開かれる（報

告書取りまとめに向けた審議）。

11月10日
内閣府は，NPO法人の「支援税制利用

状況調査」の結果を，公表する。

11月16日
第26回の有識者会議が，開かれる（報

告書取りまとめに向けた審議）。

11月17日

連絡会が，支援税制改正の決起集会を

開き，NPO法人代表者2,597名から集め

た署名を，230人の国会議員に，提出す

る。

11月19日

第27回の有識者会議が，開かれ，「最終

報告書」が，村上誠一郎行政改革担当

大臣に提出される（概要は，⑴非営利

法人制に，⑵公益性のある法人に税優

遇，⑶公益性は民間有識者の委員会が

判断，⑷NPO法人は切離し）。

連絡会が，認定制度改正の国会行動を，

行う。

11月25日

政府税制調査会が，「平成17年度の税制

改正に関する答申」を提出し，このな

かで，「民間非営利活動の円滑化のため

の寄附税制」の検討を，明らかにする。

自民党NPO特別委員会（加藤紘一委員

長）が，公益法人改革でNPOと意見交

換を行い，税制改正要望を決定する。

公法協が，有識者会議の「報告書」に

関する太田理事長の所感を，発表する。

11月30日
助成財団センターが，石川睦夫による

会員向け緊急報告会を，開催する。

12月１日

C’sが，公益法人改革の影響を考える学

習会「どうなる？ NPO法人制度の未

来―公益法人制度改革の有識者会議報

告を受けて―」を，開催する。

12月７日

①公益法人制度改革問題連絡会（第４

回会議）が，開催される。②助成財団

センターが，有識者会議の「報告書」

に関する見解を発表する。

12月15日

自民党が，「2005（平成17）年度税制改

正大綱」を，公表する（政府が検討中

の新しい公益法人制度にあわせた税制

上の措置）。

12月24日

政府が，（公益法人制度改革を含む）「今

後の行政改革の方針（新行革大綱）」を，

閣議決定する（基本的には，有識者会

議報告書と同内容）。

民主党NPO・公益法人制度改革プロ

ジェクト・チーム（石毛えい子座長）

が，公益法人改革で，談話を発表する

（「方針」に懸念を表明）。

12月26日
スマトラ沖大地震・インド洋大津波が，

発生する。

12月27日

財務省が，認定NPO法人制度の緩和を

盛り込んだ，2005（平成17年）度税制

改正の大綱を，公表する。

札幌学院大学経営論集 No.6（2014年３月)

― 75―



議や公益法人制度改革について，行革担当大臣から

個別・具体的に『こうしろ，ああしろ』とか，そう

いう指示はなかった。両大臣の政治的な関心は，公

益法人制度改革よりは，特殊法人改革と公務員制度

改革の方にあった 」。

■ 有識者会議の設置（行政改革推進事務局）

2003年11月25日，留任した金子行革担当相は，

自らの私的な諮問機関として，「公益法人制度改革に

関する有識者会議」（以下「有識者会議」と略記され

ることがある）を，併せて，有識者会議の下に「非

営利法人ワーキング・グループ」（WG）をそれぞれ

設置することを明らかにした。

有識者会議は，同年６月27日に閣議決定された「公

益法人制度の抜本改革に関する基本方針」において

検討課題とされた，⑴登記だけで設立できる非営利

法人制度のあり方，⑵非営利法人の公益性の判断基

準と判断主体などについて議論するものであった。

他方，非営利法人ワーキング・グループは，一般的

な非営利法人制度のあり方について，専門的見地か

ら検討するものであった 。

有識者会議の座長には，企業メセナ協議会会長で

ある福原義春・資生堂名誉会長が就任した。福原以

外のメンバーは，以下の通りであった。石川睦夫・

住友財団専務理事，岩原紳作・東京大学教授，宇賀

克也・東京大学教授，勝又英子・日本国際交流セン

ター常務理事，加藤秀樹・構想日本代表，金子宏・

東京大学名誉教授，河野光雄・内外情報研究会会長，

関幸子・まちづくり三鷹事業部プロジェクトマネ

ジャー，田中清・日本経団連常務理事，田中弥生・

東京大学助教授，東ケ崎邦夫・日本アイソトープ協

会総務部長，中田裕康・一橋大学教授，能見善久・

東京大学教授の13名であった 。

他方，非営利法人ワーキング・グループのメンバー

は，能見善久※（座長），中田裕康※，岩原紳作※，

植垣勝裕（法務省民事局参事官），金子宏※，山田誠

一・神戸大学教授，山野目章夫・早稲田大学教授の

７名であった（※は，有識者会議兼任) 。

助成財団センターの宮川守久は，この有識者会議

を次のように捉えている。

「昨年，石原行革担当大臣の私的諮問機関として開

催された〝有識者懇談会"が，正式な座長も置かず，

答申・意見書の類も作成しない，いわば〝言いっぱ

なし，聞きっぱなし"の会議であったのに対して，

この『新しい有識者会議』は，『正式な座長が選任さ

れ，そのリードの下に，法律関係の先生方によるワー

キング・グループが組織されるとともに，議論には

公益法人関係実務者も４名参加し，最終的な検討結

果の報告書が作成される点』が異なるようです。こ

の意味では，格上げされたと言えるかも知れません 」。

11月28日，第１回の有識者会議が開かれた。その

際，政府の行政改革推進事務局から，これまでの経

緯の説明を受けた後，2004年秋ごろに報告をまとめ

ることが決定された。議論の結果は，2004年末に政

府がまとめる改革の「基本的枠組み」に反映させる

ことが予定されていた。なお，今後，有識者会議の

議事録や資料は，公表されることになった 。

12月８日，第１回の非営利法人ワーキング・グルー

プが開かれた。その際，議論の進展は特段なかった。

12月16日，第２回の有識者会議が開かれた。２人

の有識者の報告，および「改革の意義に関する一般

討論」が行われた 。

12月24日，第２回の非営利法人ワーキング・グルー

プが開かれた。

2004年１月23日，第３回の有識者会議が開かれ

た。２人の有識者の報告，および「改革の意義」，「新

たな非営利法人制度における公益性の位置付け」に

ついての議論が行われた。「有識者の１人として会合

に招かれた佐藤慶幸早稲田大学名誉教授は，『政府と

市場だけではさまざまな社会問題に対応できない時

代である。非営利・非政府のセクターが既存のシス

テムを変えていく必要がある』と，改革の意義につ

いて語った。これは民間の非営利法人グループが主

張していることでもあった。しかし，政府側の議論

の主旋律は，公益性の判断を厳しくしたり，法人税

の課税を強化したり，天下り法人の批判に傾いたり

する例が目立った 」。

西達男への聴取調査（2012年８月27日）。土肥寿員（2013）は，次のような同趣旨の意見を述べている。「（公益法人制度改革に関
して）橋本行革担当大臣が始めたものが，小泉政権が安定していたから，この改革は出来得た」。土肥（2013），34頁。
下部機構としての関係府省の参事官・課長クラスによる「同幹事会」が発足した。公益法人協会（2013），88頁。
『朝日新聞』（2003年11月26日朝刊）。
公益法人協会（2013），88頁。なお，太田達男は，行政改革推進事務局の有識者懇談会のメンバーであった。しかし，新たに発足
した有識者会議のメンバーから外れた。
『JFCニュース』No.23（2003年12月５日）。
有識者会議の議事概要は，主として「公益法人制度改革に関する有識者会議：行政改革推進事務局ホームページ」（http://www.
gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki-bappon/yushiki/yushiki.html）にもとづいている。『朝日新聞』（2003年11月29日朝刊）。
『JFCニュース』 （2004年１月７日）。
『朝日新聞』（2004年１月26日朝刊）。
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２月４日，第４回の有識者会議が開かれた。その

際，有識者１名からのヒアリングが行われ，その後，

意見交換が行われた。

２月23日，第５回の有識者会議が開かれた。その

際，会議の冒頭で，西達男公益法人室長は，「会議の

討議は，あくまで昨年６月に発表された閣議決定に

よる基本方針の大枠の中で行って頂きたい」旨の発

言を行った 。

３月10日，第６回の有識者会議が開かれた。その

際，公益性を取り扱う仕組みのあり方について議論

が行われた。

３月17日，第７回の有識者会議が開かれた。その

際，これまでの審議にもとづく主な論点に関する議

論，および非営利法人ワーキング・グループの検討

状況の報告が行われた。

３月22日，第８回の有識者会議が開かれた。その

際，議論の中間整理に向けた全体討議が行われた。

３月26日，第９回の有識者会議が開かれた。その

際，引き続き，議論の中間整理に向けた全体討議が

行われた。

３月31日，有識者会議は「議論の中間整理」を公

表した。「議論の中間整理」は，９回にわたる有識者

会議，および７回にわたる非営利法人ワーキング・

グループの各議論にもとづくものであった。その概

要は次の通りであった。

公益性の判断主体は，中立で第三者的な，または，

単一の公的機関とするＡ案と，税務当局のＢ案が併

記された。「Ａ案を中心に検討を進めてはどうかとの

意見が多かった」との表現が追加された。その後，

法人関係者へのヒアリング等も行われた。

４月28日，第10回の有識者会議が開かれた。そ

の際，公益性の判断主体として「税務当局ははずす」

ことで合意された。この点は，大きな意味を持って

いた。ただし，政府税制調査会が，この有識者会議

の意見をどう受けとめるかは不透明であった。

５月17日，第11回の有識者会議が開かれた。そ

の際，事務局による30超の主要民間財団法人・社団

法人へのヒアリング結果の説明や，出席していた公

益法人メンバーによる実情報告が行われた。

５月26日，第12回の有識者会議が開かれた。そ

の際，第10回に引き続き，公益性の考え方および判

断要件のあり方について議論が行われた。

６月２日，第13回の有識者会議が開かれた。その

際，「議論の中間整理」に関して提出された37通の

意見の概要について報告があり，その後「ガバナン

ス・情報開示のあり方」について議論された。

６月17日，第14回の有識者会議が開かれた。そ

の際，ガバナンス・情報開示のあり方について議論，

非営利法人ワーキング・グループの検討状況につい

ての報告，および事務局による公益法人の実態等に

関するヒアリング調査の状況についての説明が，そ

れぞれ行われた。

６月30日，第15回の有識者会議が開かれた。そ

の際，情報開示のあり方，事後チェックのあり方，

判断主体のあり方等について議論が行われた。

７月７日，第11回の非営利ワーキング・グループ

が開かれた。その際，中間法人を新法人に統合する

方向で検討が行われた 。

７月15日，有識者会議は，公益法人制度改革の「基

本的枠組み」に関する討議用メモ（「青写真」，具体

的には「全体的討議用メモ」と「個別事項討議用メ

モ」）を発表した。討議用メモでは，中間法人の非営

利法人への統合が明記され，NPO法人との関係には

触れらていなかった。したがって，2003年春に政府

税制調査会で検討された案に近い内容であった。有

識者会議では，「将来，NPO法人も統合していく方

向をはっきり打ち出すべきである」という意見も出

た 。

７月16日，第16回の有識者会議が開かれた。そ

の際，全体的討議用メモについて議論が行われた。

７月23日，第17回の有識者会議が開かれた。そ

の際，前回に引き続き，全体的討議用メモについて

議論が行われた。

７月28日，第18回の有識者会議が開かれた。そ

の際，公益性の判断機関のあり方等が議論された。

結論は秋以降に持ち越された。８月は夏休みであり，

９月に再開されることになった。

同日，第12回の非営利法人ワーキング・グループ

が開かれた。その際，「新たな非営利法人制度は，民

法とは別に，単行法を制定する方向で検討している」

ことが明らかされた（中間法人法は，この新法に統

合される) 。

９月３日，第13回の非営利法人ワーキング・グルー

プが開かれた。その際，新制度の一階部分について

の議論が進められた。

９月15日，夏休みを挟んで約１ヶ月半振りに，第

『JFCニュース』 （2004年３月15日）。

NPOWEB（2004年７月13日）。

NPOWEB（2004年７月16日）。

NPOWEB（2004年８月４日）。
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19回の有識者会議が開かれた 。その際，「公益性認

定は８条機関 とする」事務局案が示された。

９月29日，第20回の有識者会議が開かれた。そ

の際，配布資料にもとづき，個別検討事項，および

移行について議論が行われた。

10月12日，第21回の有識者会議が開かれた。そ

の際，行政改革推進事務局は，公益性の判断基準を

「公益認定法（仮称）」によって規定する方針を明ら

かにした。

10月25日，第22回の有識者会議が開かれた。そ

の際，報告書の取りまとめに向けた審議が行われた。

行政改革推進事務局は，最終報告書の原案を提示し

た。原案は非公開であった。11月中旬の取りまとめ

に向けた議論がスタートしたのである。市民活動を

促進する立場の委員から，「何のための改革なのかはっ

きりしない」，「非営利法人ではなく，公益目的の法

人について議論していたはずだ」等の批判が相次い

だ。

10月29日，第23回の有識者会議が開かれた。そ

の際，報告書の取りまとめに向けた審議が行われた。

福原会長が「制度改革の対象にNPO法人を含めない

方針を固めた」ことを明らかにした 。

11月２日，第24回の有識者会議，11月９日，第

25回の有識者会議，11月16日，第26回の有識者会

議が，それぞれ開かれた。その際，いずれも報告書

の取りまとめに向けた審議が行なわれた。

11月19日，第27回の有識者会議が開かれた。そ

の際，最終報告書が村上誠一郎行政改革担当大臣に

提出された。最終報告書の概要は，⑴非営利法人制

に，⑵公益性のある法人に税優遇，⑶公益性は民間

有識者の委員会が判断，⑷NPO法人は切離し，等で

あった 。

以上のように，2003年11月28日の初会合から

2004年11月19日までのほぼ１年間に，有識者会議

は27回，非営利法人ワーキング・グループは14回

と，それぞれ極めて精力的に開催された。

■ 有識者会議の最終報告書の発表と新行革大綱の

閣議決定

最終報告書は，「１ 改革の意義（基本認識，基本

方針）」，「２ 一般的な非営利法人制度」，「３ 公益

性を取り扱う仕組みのあり方」，「４ 現行公益法人

の新制度への移行のあり方」の４項目から成り立っ

ている。

まず「１ 改革の意義」における基本方針として，

次の２点があげられている。

① 民間非営利部門に関わる人々の創意に基づく幅

広い活動を促進するために，法人格の取得と公

益性の判断を分離することにより，準則主義（登

記）により簡便に設立することができる一般的

な非営利法人制度を創設する。

② 民間非営利部門による公益的活動の健全な発展

を促進するため，上記の準則により設立される

一般的な非営利法人のうち，一定の要件を満た

すものを，公益性を有する非営利法人として，

新たな主体が判断する仕組みを創設する。その

際，現行公益法人制度に関する指摘に対処し，

公益性判断の客観性の確保，法人の自律性の向

上，情報開示による透明性の向上，ガバナンス

の強化を含む公益性を有するに相応しいしっか

りした規律の確保を図る。

以上の基本方針にもとづく「２ 一般的な非営利

法人制度」と「３ 公益性を取り扱う仕組みのあり

方」の概略は次の通りである。

「２ 一般的な非営利法人制度」

① 総則的事項

・社団形態と財団形態の２種類の法人類型を設け

る。

② 社団形態の非営利法人制度

・社員２名以上で設立可。設立時の財産保有規制

なし。事業に格別の制限なし。

・社員総会および理事は必置。

・残余財産の帰属は，定款または社員総会の決議

による。

③ 財団形態の非営利法人制度

･300万円以上の純資産保有の義務付け（設立時お

よび存続中）。

・理事会，評議員会（理事の業務執行を牽制・監

督），監事の必置。

④ その他

・中間法人制度は，社団形態の非営利法人制度に

包含されるので，廃止。

「３ 公益性を取り扱う仕組みのあり方」

NPOWEB（2004年９月21日）。
国家行政組織法第８条には，国の行政機関に，合議制の機関を置くことができるとされている。同条の見出しは，（審議会等）と
されている。３条機関と８条機関（審議会）の違いは，独立性の有無である。３条機関は，原則として，いわゆる国家意思を表示
する権限を有しているものとされる。他方で，８条機関（審議会）は，あくまで，諮問的・調査的な合議制機関にすぎない。

NPOWEB（2004年11月１日）。

NPOWEB（2004年11月20日）。

― 78―

公益法人制度改革における参加者の行動



① 判断主体のあり方

・国における判断主体：現在の主務官庁から中立

的に判断を行い得る特定の大臣の下に，民間有

識者からなる合議制の委員会を設置し，この委

員会において実質的に判断。

・地方における判断主体：都道府県に国に準じた

組織・機能を有する判断主体を設置。

② 判断要件のあり方

・法人の目的，事業および規律の面から，現行の

指導監督基準等の考え方を踏まえつつ，可能な

限り客観的で明確なものとする。

・活動実績を求めることはしない。定款・寄附行

為や事業計画，収支予算等が適合しているかで

判断。

③ 適正運営確保のあり方

・理事および監事を必置とする。

・事業報告書の定期的な提出。

④ 特定非営利活動法人制度との関係

・特定非営利活動法人制度は，平成10年の制度発

足以来，法人数が大幅な増加傾向にあり，抜本

的に見直すべきとの社会的要請も乏しいこと等

により，引き続き存置される 。

2004年12月24日，政府は，「公益法人制度の抜本

的改革」について，「今後の行政改革の方針」の一項

目として閣議決定し，発表した。

今回の公益法人制度改革の主要な目的が，行政改

革ではなく，市民活動の促進であるといわれている。

そうであれば，「今後の行政改革の方針」，すなわち

新行政改革大綱とは独立に，「公益法人制度の抜本的

改革」として閣議決定されるべきであった。しかし，

上述のように，「公益法人制度の抜本的改革」は，「今

後の行政改革の方針」，すなわち新行政改革大綱の一

項目として閣議決定されたのである。行政改革推進

事務局の西達男は，その理由に関して，次のように

述べている。

「もちろん，公益法人室の中には，市民活動の促進

と行政改革は質的に異なるという議論は，従来から

存在した。しかし，これは，もう面倒臭いからとい

うだけである。要するに，別々にやると二重手間に

なる。そもそも，公益法人室は，行政改革推進事務

局の中にある。われわれは非常に難しい案件を処理

しようとしているのであるから，一緒に処理した方

が，厄介なことにならないであろうと考えた 」。

閣議決定の内容は，2004年11月19日に有識者会

議より提出された報告書を要約したものである。た

だし，公益性の判断主体については，報告書では『特

定の大臣の下に民間の有識者からなる合議制の委員

会を設置～』としていたものを，閣議決定では『内

閣に民間有識者からなる委員会を設置～』という一

歩具体的に踏み込んだ表現に改めている。地方につ

いても，『都道府県知事が国に準じた機能を有する体

制を整備し，国との間で公益性の判断等』を行うこ

とが明記された 。

■ 「わが国経済社会の『実像』について」の公表（政

府税制調査会）

2003年10月６日，政府税制調査会の新メンバーが

発表された。本委員20名，特別委員16名のそれぞれ

半数が新任となった 。公益法人制度改革関連の分

科会では，堀田力が，２期６年の先例に反して，特別

委員を１期限りの３年で外された。代わって，国立民

族学博物館教授の出口正之が特別委員に就任した 。

政府税制調査会では，例年，夏までに各省庁から

の税制要望が出揃い，秋から次年度に向けて議論・

答申が行われる。その後，税制改正大綱が自民党税

制調査会（与党税調）で決定され，予算案が財務省

で作成される。このため，政府税制調査会において

は，例年，年明けから夏までは①中長期の税制の議

論，②専門的研究，③個別税制の議論（金融税制，

国際税制，非営利税制等）が行われていた。

2004年の春，政府税制調査会と経済財政諮問会議

との関係は微妙であった。そこで財務省は，経済諮

問会議を刺激することを避けようとした。さらに，

個別税制の議論は一段落し，中長期の答申も繰り返

し行われていたので，具体的に議論しなければなら

ない事項は特段なかった。

そこで政府税制調査会（石弘光会長）は，「税制は

経済社会を映し出す鏡である」とし，経済社会の変

化に着目した根幹的な議論を行おうとした 。この

ような根幹的な議論が，政府税制調査会において行

われることは，かってなかったことである 。

公益法人制度改革に関する有識者会議『報告書』，2004年11月19日。
西達男への聴取調査（2012年８月27日）。
閣議決定『今後の行政改革の方針』（（別紙３）「公益法人制度の抜本的改革」）。『公益法人制度改革』「閣議決定『今後の行政改革
の方針』に関する太田理事長所感」（2004年12月24日）。www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/non-profit/2005/.../post 86.html.
『JFCニュース』 （2003年10月20日）。
堀田（2008），194頁。
大武（2005），６頁。当時，財務省の主税局長は大武健一郎であった。
政府税制調査会の特別委員であった出口正之は，この点を非常に高く評価している。出口正之は全ての会合に出席した。出口正之

札幌学院大学経営論集 No.6（2014年３月)
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今回の税制の議論に関する政府税制調査会の担当

者は，財務省主税局の佐藤慎一調査課長であった。

佐藤慎一は，２年半前の前任者とは異なり，非営利

法人制度に関して十分な認識を持っていた。佐藤は，

後述する2005年６月に政府税制調査会が『新たな非

営利法人に関する課税及び寄附金税制についての基

本的考え方』を公表する際には，税制二課長として

尽力した 。

政府税制調査会の審議・検討の結果，国民のライ

フコースが変化し「戦後家族モデル」の前提が壊れ

たこと等が明らかになった。同時に，税制自体が「戦

後から昭和30年代の社会」を前提に構築されてきた

ことが，非常に明確になった。そこで報告書は，こ

の「戦後から昭和30年代の社会」の「残像」ではな

く，「実像」に応じた税制が必要であると結論付けた 。

以下，政府税制調査会における議論と報告書の内

容を簡単に紹介する。

2004年２月10日，政府税制調査会の基礎問題小

委員会（石弘光小委員長）は，「あるべき税制」の具

体化に向けて，わが国経済社会の構造変化の「実像」

を的確に把握するための取り組みを始めた。具体的

には，「実像」と考えられる「10のキー・ファクト」

（鍵となる事実），すなわち「少子・高齢化」，「右肩

上がり経済の終焉」，「家族」，「就労」，「価値観・ラ

イフスタイル」，「社会や『公共』に対する意識」，「分

配」，「環境」，「グローバル化」，「財政状況」が詳細

に分析されるとともに，延べ21人に及ぶ有識者への

ヒアリングが行なわれた。

審議・検討の会合は，延べ12回にわたり持たれた

（２月10日，２月27日，３月16日，３月30日，

４月23日，４月27日，５月14日，５月25日，６

月１日，６月11日，６月15日，６月22日 ）。2004

年６月22日に公表された報告書は，政府税制調査会

における今後の税制改革論議の共通の土俵づくりを

目指したものとなった 。

報告書の「社会や『公共』に対する意識」の項で

は，次のように述べられている。

「わが国においては，『公共』の担い手は，しばし

ば『政府（官）』と結び付けられ，『民間』＝『私』と

併せて，いわゆる『公私二元論』が支配的であった。

しかし，現実の社会においては，『政府が担う公共』

とは異なるもう１つの『公共』，すなわち市民活動か

ら企業の社会的責任に至るまでの『民間が担う公共』

という領域が存在する。

近年では，ボランティア活動など『民間が担う公

共』の領域における活動が広がりを見せてきている。

今日，町内会などの伝統的な地縁集団の機能が弱ま

る一方，社会の多様化が著しい中，様々な社会の問

題に柔軟に対応していくためには，『政府が担う公共』

はもとより『民間が担う公共』に個人が主体的に参

加していくことが求められている 」。

報告書の最後に提示された５つの「税制などの制

度設計に当たっての視点」のうちの「社会及び公的

部門の将来像」の視点に関しては，次のように述べ

られている。

「これまで見てきたように，わが国では，少子・高

齢化が進行し，家族やカイシャが果たすケア機能の

低下が懸念されている。他方，ボランティア活動な

ど『民間が担う公共』の領域の活動が広がりを見せ

てきている。こうした状況下，『個人』，『家族・企業・

地域社会』，『公的部門（政府）』の間で，各々がどの

ような役割を今後担うかについて考えていくことが

重要となっている。この場合，『個人』や『民間が担

う公共』の領域の動向を踏まえつつ，これからの『公

的部門（政府）』に係る国民の受益と負担のあり方が

問われなければならない。国民が公的部門（政府）

にどのような役割を求めるかによって，必要となる

国民負担の水準は決まってくる。公的部門（政府）

の役割・守備範囲とともに，その費用としての税と

社会保険料の関係及びその水準のあり方について，

幅広く議論を行い，国民に参加と選択を求めて行く

べきである 」。

以上のように，報告書においては「民間が担う公

共」が重要視されていた。このような内容をもつ報

告書の公表は，その後の公益法人制度改革の税制さ

らにはNPO法抜本改革の税制に関する議論におい

て，非常に重要なターニング・ポイントになったと

いわれる 。

への聴取調査（2012年８月28日）。政府税制調査会は，既に，2002年６月には，「あるべき税制の構築に向けた基本方針」，2003
年６月には，「少子・高齢社会における税制のあり方」を発表してきた。今回の報告書は，これまでの取り組みを一層推進してい
くために，小泉内閣総理大臣から諮問を受け，基礎問題小委員会が取りまとめたものである。NPOWEB（2004年７月１日）。
出口正之への聴取調査（2012年８月28日）。
出口正之への聴取調査（2012年８月28日）。
公共部門の議論が行われたのは，５月25日と６月１日である。NPOWEB（2004年６月８日）。
税制調査会基礎問題小委員会（2004年），１頁。
税制調査会基礎問題小委員会（2004年），11頁。
税制調査会基礎問題小委員会（2004），18頁。
なお，経済財政諮問会議の委員を兼ねていた本間正明委員は，報告書作成の議論において，必ずしも多くは発言しなかった。しか
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２ 市民団体

■ 民間法制・税制調査会と公益法人制度改革問題

連絡会による提言活動と世論喚起

この時期，民間法制・税制調査会と公益法人制度

改革問題連絡会は，行政改革推進事務局，有識者会

会議，政府税制調査会および与党（自公保）に対し

て，さまざまな提言活動と世論喚起活動を積極的に

展開した。

2004年１月23日，上述のように，政府税制調査会

特別委員を外された堀田力は，政府の有識者会議の

委員に入らなかった公法協理事長の太田達男ととも

に，「民間法制・税制調査会」（以下「民間法・税調」

と略記されることがある）を設置した。民間法・税

調は，政府主導の諮問機関である政府税制調査会と

一線を画し，民間活力をより引き出す改革を目指し，

法人制度と税制の両面を検討するためのものであっ

た 。

メンバーは，堀田力（座長），赤塚和俊・公認会計

士，雨宮孝子・松蔭女子大学教授，太田達男，大村

敦史・東京大学教授，片山直也・慶應大学教授，川

端康之・横浜国立大学教授，神作裕之・学習院大学

教授，松原明・シーズ（C’s）事務局長，三木義一・

立命館大学教授，山田二郎・弁護士の11名であっ

た 。

助成財団センターの宮川守久は，民間法・税調を

次のように紹介している。「民間法・税調は，①理論

的検討中心，②調査会として１つの結論を出すので

はなく，自由な立場からの発言の場，③会議の公開

を原則として行われるとのことです。有識者会議の

メンバーで，この第１回会議を傍聴された方々の率

直な感想として，〝国の有識者会議より余程活発に，

色々な角度からの自由な議論が展開され，興味深かっ

た"とのことです 」。

民間法・税制調査会は，2004年１月23日から９月

にかけて，全部で13回の会合を持った。会合は公開

で行われ，毎回多数のオブザーバーが参加した。議

事録は，民間法・税制調査会の事務局を務めた公法

協のホームページで公開された。

2004年10月27日，民間法・税制調査会の提案書

がまとめられ，『公益法人制度改革・これでよいのか

政府の構想―民間法制・税制調査会の議論から／民

間の力を活かす22の対案―』が公刊された 。提案

書は，政府の行政改革推進事務局にも提出され，政

府側で公益法人制度改革を議論している有識者会議

や政府税制調査会の委員，国会議員らに対案を採用

してもらう狙いをもっていた 。

提案書の内容は次の通りであった。「当時，政府の

有識者会議は，①現行の公益法人制度の代わりに，

登記だけで設立できる非営利法人制度を創設。②そ

の上で，審議機関（８条委員会）が公益性のある法

人を選ぶ『２階建て方式』を検討中。新制度には中

間法人も統合され，法人税は原則課税となる可能性

が高かった」 。

「一方，提案書は，実績がなくても新公益法人を設

立できる『１階建て方式』を提示し，公益性の認定

は支援機能やチェック機能を持った『公益委員会』

（３条委員会）が行うとしている。税法上の支援措

置は法人設立と同時に与え，個人寄附を促す寄附金

税制導入も訴えている 」。

公益法人協会は，上述の民間法・税制調査会の事

務局を努めるとともに，「世論喚起にも力を注いだ。

し，彼の発言は，圧倒的な存在感を持っていたといわれる。出口正之への聴取調査（2012年８月28日）。出口は，この報告書に関
して，次のように述べている。「かつて税調内部では，公益法人といえば，『不公平税制の代名詞』のような見方が主流であった。
重要な分岐点となったのが，2004年６月の税調報告『わが国経済社会の構造変化の『実像』について』である」。出口（2009），４
頁。
『朝日新聞』（2004年10月７日朝刊）。「堀田氏，太田達男公法協理事が，民間法・税調を呼びかけたのは，昨年（2003年）11月以
来の政府の仕切り直しの議論が，民間支援の方向に転換したとはいえないからだ。政府・与党が昨年（2003年）初めに検討してい
た当初案が民間側から強い反発を受けたのは，新たな非営利法人の法人税課税の問題だった。現行の公益法人とNPO法人は，課
税対象が収益事業だけ（原則非課税）なのに，新非営利法人は，寄附や会費まで中間法人と同じように原則課税される。その上で，
公益性があるとされた法人は，収益事業以外の寄附や会費分が免税されることになっていた。政府が昨年（2003年）６月に閣議決
定した基本方針は，主要部分を先送りした内容だから，この案はまだ生きているともいえる。今後の論点は，公益性のほか，政府・
与党の当初案のようにNPO法人と中間法人を含めるかどうか。さらに基本方針ではずれた特別法の宗教法人や社会福祉法人，学
校法人を含めるかどうかという議論が残っている」。『朝日新聞』（2004年１月26日朝刊）。
堀田（2008），194頁。
『JFCニュース』No.27（2004年２月12日）。「政府の有識者懇談会とはひと味違うやりとりが続いた。神作裕之・学習院大学教授
は，『価値観が多様化している中で何が公益か，社会的な合意が得られなくなっている』と述べた。山田二郎・弁護士（税法）は，
『課税庁はできるだけ税金を取ろうとする。非営利法人の公益性の判断は課税庁に任せず，市民がすべきだ』と述べた」。『朝日新
聞』（2004年１月26日朝刊）。
『朝日新聞』（2004年10月７日朝刊）。
『朝日新聞』（2004年10月７日朝刊）。
『朝日新聞』（2004年10月７日朝刊）。
『朝日新聞』（2004年10月７日朝刊）。
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民間の力が最大限発揮されるような制度改革が望ま

れるが，それ以前に，中央の公益法人制度改革に関

する議論が地方の民間にはほとんど伝わっていない

ことを危惧したことによる。公益法人制度改革の経

緯，政府による検討の現状，また問題点について多

くの団体が共有し，議論に加わる必要がある。全国

各地で現地団体に参加を呼び掛け，対話集会を行う

ことが必要でないかと考えた 」。

そこで公益法人協会は，「さわやか福祉財団や助成

財団センター，シーズ（C’s），日本芸能実演家団体協

議会，日本YMCA同盟などと協議し，2004年３月

29日，公益法人制度改革問題連絡会を立ち上げた。

当初は，参加団体は，上記の団体を含め25団体であっ

た（後に，33団体まで拡大）。メンバーは，拠点的な

性格を有する団体が主で，他には，関西財団の集い，

芸術文化助成財団協議会，国際協力NGOセンター，

高齢社会NGO連絡協議会，私立美術舘会議，生命科

学助成財団協議会，日本NPOセンター，日本国際交

流センター，日本青年会議所，日本フィランソロピー

協会などが加わった。

公益法人制度改革問題連絡会は，第１回会合で，

公益法人協会の提案にもとづいて，全国対話集会の

推進母体となること，および必要に応じて共同の提

言を行うことを確認した。

上記の決定にもとづき，2004年４月から同年10月

まで，公益法人制度改革問題連絡会は，主として公

益法人協会関係者を講師とし，制度改革に関する対

話集会を全国各地で次々と開催した。

開催地は，東京，京都，神戸，埼玉，福井，金沢，

大阪，横浜，熊本，福井，広島など，最終的に札幌

から那覇までの計28都市である。参加者は1016人

に上った。参加者の内訳は，公益法人関係者831名

（81.8％），NPO法人関係者80名（7.9％），企業・

任意団体関係者33名（3.2％），行政関係者30名

（3.0％），マスコミ関係者他42名であった。各地の

集会では，『改革の目的は何か。課税強化が大きな狙

いか』，『役所から制度改革に関する説明がないのは

なぜか』などの声から，有識者会議の議論に関する

意見に至るまで，種々の発言が噴出した」。

公益法人制度改革問題連絡会は，2004年12月まで

に都合４回，会合を持った。４月27日と８月６日に

は，公益性の判断機関，判断基準に関して行政改革

推進事務局に対し意見書を提出した。さらに2005年

５月12日には，『公益法人制度改革に関する新たな

税制に向けた要望』を取りまとめた 」。

■ 市民団体の反発

この時期，民間法・税制調査会や公益法人制度改

革問題連絡会以外にも，さまざまな市民団体が，単

独もしくは連携しながら，活発な提言活動と世論喚

起活動を展開した。

2003年10月15日，助成財団センターは，「公益法

人制度の抜本的改革に関する基本方針」に対する意

見書を発表するとともに，西達男公益法人室長と長

屋聡参事官に手渡すとともに，コピーをマスコミに

配付した 。

10月20日，公益法人協会は「公益法人制度改革に

関するアンケート調査」を行った。調査結果の報告

書は，2004年１月に取りまとめられた 。

11月14日，NPO／NGOに関する税・法人制度改

革連絡会 は，2004年度に向けた税制改正要望をま

とめた。この中で，NPO法人の「公益法人制度改革」

との切り離しを要望した 。

2004年３月30日，NPOサポートセンターは，有

識者会議が論議の中間整理をまとめるのを前に，「政

府は，昨年の規制・課税強化案を復活させようとし

ている」として，公益法人制度改革にNPOの意見を

反映させる運動を展開していくことを表明した。

４月９日，助成財団センターは，有識者会議の「議

論の中間整理」を受けて，会員向け緊急報告集会を

開催した（40名が参加) 。

４月19日，シーズ（C’s）と日本NPOセンターは，

緊急集会「中間整理を読む」を開催した 。緊急集

会では，「議論の中間整理」は，営利法人並の課税を

狙っているのは明らかだとの意見が出た。

５月10日，①NPO／NGOに関する税・法人制度

改革連絡会，②NPO支援に積極的な財団関係者で組

織するNPO支援財団研究会の有志，③公益法人協会

は，それぞれ「公益法人制度改悪に関する『議論の

公益法人協会（2013），92-93頁。
公益法人協会（2013），93頁。
『JFCニュース』 （2003年11月11日）。
公益法人協会（2007），138頁。

NPO／NGOに関する税・法人制度改革連絡会は，シーズ，日本NPOセンター，NPO事業サポートセンター，大阪ボランティア
協会など，全国40のNPO支援団体でつくる制度改正のためのネットワーク組織である。

NPOWEB（2003年11月20日）。
『JFCニュース』 （2004年４月16日）。

NPOWEB（2004年４月13日）。
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中間整理』に関する意見」を，行政改革推進事務局

に提出した （中間整理への意見は，最終的に37

件 ）。

６月８日，公益法人協会は，部内の公益法人法制

委員会（会員団体の有志役職員数10名で構成）と公

益法人税制委員会（同）で2003年から検討を行って

きた結果を『公益法人制度改革の主要論点に関する

考え方―法制，税制―』として取りまとめた。そし

て，行政改革推進事務局ほか政府各方面に提出する

とともに，広く一般に発表した 。法人制度に関し

ては，公益性の有無による法人類型を明確にするこ

と，寄附金税制に関しては，個人向けに年末調整で

手続き可能な少額寄附金制度の創設等をそれぞれ提

案した 。

７月５日，堀田力は，公益法人制度改革に関連し

て独自の提言を行い，有識者会議の規制・課税強化

方針を牽制した。

７月27日，有識者会議の「基本的枠組み」に対す

る反対意見が，民間側から続出した 。

９月10日，NPO／NGOに関する税・法人制度改

革連絡会は，「公益法人制度改革の具体化に関する意

見」を内閣官房行政改革事務局に提出し，改革の問

題点を指摘した。「意見」は，①創設される非営利法

人制度は非分配を原則とし，②中間法人制度との統

合を前提にしないことを求めるものであった 。

９月11日，公益法人協会は「公益法人制度の抜本

改革に関する制度設計について（提案）」を公表する

とともに，行政改革推進事務局に提出した。同日，

開催された「市民セクター全国会議2004」でも発表

された 。この提案の内容は次の通りであった。「①

本来であれば，法人設立の段階で，公益性のある法

人とそうでない法人とを区別すべきである。②政府

案による場合は，１階部分で残余財産分配可能な法

人類型と，それ以外の法人の２類型に区分すべきで

ある。③公益性の判断基準など細部の検討は民間に

委ねるべきである 」。

９月15日，日商が，９月21日，経団連が，それ

ぞれ2005年度の税制改正に関する意見書を提出し

た。この中で公益法人制度改革に関連にして，公益

性の高い活動をしている法人に対する現行の非課税

の継続を要望した 。

９月22日，東京 JCは，公益法人改革フォーラム

を開き，「市民公益法人宣言」を採択した 。

11月25日，公益法人協会は，有識者会議の「報告

書」に関する太田達男理事長の所感を発表した。

11月30日，助成財団センターは，石川睦夫による

会員向け緊急報告会を開催した。

12月１日，シーズ（C’s）は，公益法人改革の影響

を考える学習会「どうなる？ NPO法人制度の未来

―公益法人制度改革の有識者会議報告を受けて―」

を東京で開催した 。

12月７日，助成財団センターは，有識者会議の「報

告書」に関する見解を発表した。

Ⅵ (第５期）新行革大綱の閣議決定後から

2008年度税制改正の決定およびその後

（2005年１月～2009年８月）

１ 政府

■ 「基本的考え方」の公表（政府税制調査会）

政府税制調査会が新しい非営利法人制度の課税の

あり方に関する検討を始めたのは，2005年４月15日

である。2004年末の（公益法人制度改革を含む）『今

後の行政改革の方針』（新行革大綱）の閣議決定を受

けて，政府税制調査会内に基礎問題小委員会および

非営利法人課税ワーキング・グループの合同会議（共

同座長は石弘光と水野忠恒）が設置されたのである。

石弘光は，上述の２年半前の混乱した政府税制調査

会・非営利法人課税ワーキング・グループの議論の

反省に立って，今回の合同会議の設置理由を次のよ

うに述べている。

「内閣官房が，昨年，有識者会議の報告書をまとめ，

『新しい非営利法人制度』の創設に向けて議論を展

開した。これに対して政府税制調査会も，課税のあ

り方を検討しなければいけないということになった。

これは，政府税制調査会が昨年の『実像』レポート

NPOWEB（2004年５月18日）。公益法人協会（2007），139頁。

NPOWEB（2004年６月９日）。
公益法人協会（2013），89頁。

NPOWEB（2004年６月18日）。

NPOWEB（2004年７月27日）。民間側の反対者とは，雨宮孝子，赤塚和俊，太田達男，堀田力他である。

NPOWEB（2004年９月11日）。

NPOWEB（2004年９月13日）。

NPOWEB（2004年９月13日）。

NPOWEB（2004年10月11日）。

NPOWEB（2004年９月12日）。

NPOWEB（2004年11月25日）。
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で示したように，民間における公共性なり民間にお

ける公益性が，今後重要になるであろうという認識

に立っている。同時に，これは寄附金税制と絡んで

いるため，寄附金税制も取り上げる必要がある。そ

こで，基礎問題小委員会の委員も入り，寄附金税制

と非営利法人の関係も含めて，幅広い視点から議論

しようという形で，２つのグループが合同で行うこ

とになった 」。

２人の座長は，今回の合同会議での議論すべき内

容に関して，それぞれ次のように述べた。水野座長

は，「今回の内閣官房の公益法人室で，新しい非営利

法人制度というものをまとめていただいて，さらに

閣議決定で，これが方針として決まっておりますも

ので，その公益性と判断主体，その問題がすっきり

いたしましたので，あとは課税関係を考えるわけで

す 」と発言した。

石会長は，この水野座長の発言を受けて，「もう１

点，『社団法人・財団法人』『中間法人』を今，一般

的な非営利法人にしていこうという話で，特定の法

律が必要な学校法人，社会福祉法人，宗教法人，管

理組合法人とかNPO法人，これは手つかずというか，

これは別なんですよ，今回の議論としましてね 」

と述べた。

財務省の政府税制調査会事務局および出席委員の

多くは，「今回の合同会議では，２年半前の政府税制

調査会・非営利法人課税ワーキング・グループの混

乱を是が非でも回避したい」意向を持って，合同会

議に臨んだといわれる 。

これを反映して，合同会議の雰囲気は，２年半前

のワーキング・グループの雰囲気とは，次のように

大きく異なっていた。

「政府税制調査会（石会長）では，新しい非営利法

人制度と課税の仕組みについての検討が急ピッチで

進められており，５月24日に開かれた政府税制調査

会総会後の石会長の記者会見では，『ちょっとした対

立はあるが，これまでの論点を文章化することでま

とまっていくのではないか』との見解を述べていま

す。

(中略）たった２年半前の政府税制調査会のワーキ

ング・グループで，さわやか福祉財団の堀田理事長

が公益法人税制で孤軍奮闘されたことを考えると，

夢のような変わりようだといえます。この間，スマ

トラ島沖の地震津波で，わが国の民間寄附金制度が

クローズアップされたことが，世論を大きく動かし

たことは間違いありませんが，政府税制調査会担当

事務局の人が代わった事も大きく影響している 」。

なお，２年半前の税制二課長は道盛大志郎であり，

今回の税制二課長は佐藤慎一であった。

この合同会議は，２ヶ月という短期間に，全部で

６回にわたり開催され（４月15日，４月22日，５

月20日，６月７日，６月14日，６月17日），審議

は極めて精力的に行われた。

最終的に，６月17日の第６回の合同会議で，『新

たな非営利法人に関する課税及び寄附金税制につい

ての基本的考え方』（以下『基本的考え方』と略記さ

れることがある）が取りまとめられ，発表された。

『基本的考え方』は，「はじめに」，「１ 非営利法

人に対する課税のあり方」，「２ 公益法人等に共通

する課税上の 論点」，「３ 寄附金税制のあり方」，

「結びにかえて―制度設計に当たっての要請」の５

部からなっている。

「はじめに」では，税制の基本的方向が次のように

述べられている。

「この『基本的考え方』は，2004（平成16）年６月

の『わが国経済社会の『実像』について』において

指摘した『民間が担う公共』の重要性を踏まえ，こ

の諸課題に関して今後の改革の基本的方向性を提示

するものである。『あるべき税制』の一環として，『新

たな非営利法人制度』とこれに関連する税制を整合

的に再設計し，寄附金税制の抜本的改革を含め，『民

間が担う公共』を支える税制の構築を目指そうとす

るものにほかならない。これはまた，歳入歳出両面

における財政構造改革の取組みと併せて，わが国の

経済社会システムの再構築に欠くことのできない取

り組みであるともいえよう 」。

この考えにもとづいてまとめられた１～３の概略

は，次の通りであった。

(非営利法人に対する課税のあり方）

① 公益性を有する非営利法人に対する課税

･「第三者機関」による公益性の認定をもって，法

人税制上の公益法人等として取り扱うこととす

べきである。

第33回基礎問題小委員会・第１回非営利法人課税ワーキング・グループ合同会議（2005年４月15日開催）の議事録。
第33回基礎問題小委員会・第１回非営利法人課税ワーキング・グループ合同会議（2005年４月15日開催）後の石会長会見録。
第33回基礎問題小委員会・第１回非営利法人課税ワーキング・グループ合同会議（2005年４月15日開催）後の石会長会見録。
出口正之への聴取調査（2012年８月28日）。
『JFCニュース』 （2005年６月１日）。
政府税制調査会・基礎問題小委員会・非営利法人課税ワーキング・グループ，『新たな非営利法人に関する課税及び寄附金税制に
ついての基本的考え方』（2005年６月），１頁。
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年表5 第５期 2005年１月～2009年８月

新行革大綱の閣議決定後から2008年度税制改正の決定およびその後

年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2005 １月17日

政府が，2005（平成17）年度の税制改

正の要綱（認定NPO法人制度一部改正

を含む）を閣議決定する。

公益法人制度改革問題連絡会第４回会

議が，開かれる。

１月25日

政府税制調査会が，NPO法人や公益法

人の課税問題や寄附金税制の見直しを，

検討していくことを決める。

公法協が，「公益法人制度改革に関する

アンケート調査」を行う（～２月９日）。

１月28日

民主党が，各府省の担当者を呼び，「平

成17年度NPO関連予算ヒアリング」を

開く。

２月９日 NPO法人が，２万を超える。

２月18日
C’sが，公益法人改革に関する連続学習

会を，広島を皮切りに，各地で開催する。

２月22日
細田官房長官が，寄附税制整備に言及

する。

C’sが，被災者支援特別法を，提案する。

３月７日

公法協が，「アンケート調査」を取りま

とめる（主務官庁制の廃止には好意的

だが，中間法人との統合には否定的）。

３月18日

政府税制調査会が，４月から非営利法

人税制の議論を再開することを，決定

する。

民主党が，NPOによる被災者支援特別

法を，国会に提出する。

３月19日

①公益法人制度改革問題連絡会第５回

会議が，開かれる。②NPO法成立７周

年記念シンポジウムが行われ，公益法

人制度改革が，議論される。

４月１日
認定NPO法人制度一部改正（認定要件

の一部緩和）が，施行される。

市川市が，「市民税の１％のNPO支援

制度」を，始める。

４月15日

政府税制調査会・第33回基礎問題小委

員会・第１回非営利法人課税ワーキン

グ・グループ合同会議が，開催される

（新しい非営利法人に関する税制の議

論が，行われるのは，政府案をめぐっ

て大きな混乱が生じた，2003年３月以

来，ほぼ２年ぶりのことである）。

４月20日
民間法政・税制調査会の第１回会議が，

開かれる（６月30日まで計６回）。

４月22日

政府税制調査会・第34回基礎問題小委

員会・第２回非営利法人課税ワーキン

グ・グループ合同会議が，開催される

（新しい非営利法人に関して，寄附金

税制拡大を，検討する）。

公益法人制度改革問題連絡会第６回会

議が，開かれる。

５月１日
東京都が，「運用方針」で，NPOの監督

を強化する。

５月10日

特許庁が，「NPO」商標登録の取消を，

決定する。

民間法政・税制調査会のワーキング・

グループが，「建議書」を提出する（政

府税制調査会，財務相，行政改革推進

事務局へ）。

５月13日

公益法人制度改革問題連絡会が，「公益

法人制度改革に関する新たな税制に向

けた要望」を，政府税制調査会，財務

省，行政改革推進事務局へ提出する（⑴

みなし寄附金，⑵金融資産の運用収益

の非課税等）。

５月20日

政府税制調査会・第36回基礎問題小委

員会・第３回非営利法人課税ワーキン

グ･グループ合同会議が，開催される（新

しい非営利法人に関して，「課税は強化，

寄附は拡充」の方針を，提示する。

公法協等が，「公益法人制度改革の具体

化に関する意見書」を行政改革推進事

務局へ提出する。

５月31日

自民党と公益法人制度改革問題連絡会

との公益法人制度改革懇談会が，持た

れる（林芳正行政改革推進本部事務局

長，後藤茂之公益法人改革委員会主査，

および公益法人制度改革問題連絡会の

メンバーが，同席）。
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年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2005 ６月７日

政府税制調査会・第38回基礎問題小委

員会・第４回非営利法人課税ワーキン

グ・グループ合同会議が，開催される。

公明党と公益法人制度改革問題連絡会

との公益法人制度改革懇談会が，持た

れる（公明党行政改革推進本部公益法

人改革委員会主催，桝屋敬悟議員，お

よび公益法人制度改革問題連絡会のメ

ンバーが，同席）。

民間法政・税制調査会のワーキング・

グループが，「建議書（各論）」を，政

府税制調査会，財務相，行政改革推進

事務局へ提出する。

６月14日

政府税制調査会・第40回基礎問題小委

員会・第５回非営利法人課税ワーキン

グ・グループ合同会議が，開催される。

６月17日

政府税制調査会・第42回基礎問題小委

員会・第６回非営利法人課税ワーキン

グ・グループ合同会議が，開催され，

「新たな非営利法人に関する課税及び

寄附金税制についての基本的考え方」

を，公表する。

６月26日

内閣府国民生活局が，認定制度改正に

向け，NPO法人の実態調査を開始する。

C’sが，「緊急集会 税調『考え方』を読

む」を，開催する（出口正之政府税制

調査会特別委員出席）。

７月１日

西達男が，内閣官房公益法人制度改革

推進室長を退任し，中藤泉が，新たに

就任する。

７月４日
公益法人制度改革問題連絡会第７回会

議が，開かれる。

７月13日

民主党が，独自の公益法人改革案（2005

年中間報告）を，公表する（①中間法

人は存続，②税制支援団体の認定期限

を設けず，③寄附金の50％を税額控

除）。

公法協等が，「新たな非営利法人に関す

る課税及び寄附金税制についての基本

的考え方」に関する意見書を提出する

（政府税制調査会，財務省へ）。

８月５日
総務省が，「３割の公益法人に『天下り』

理事がいる」ことを，公表する。

８月11日
共産党が，選挙公約で，「NPO支援」を

発表する。

８月16日

①民主党が，政権公約で，「市民活動支

援」を公表する。②公明党が，選挙公

約で，「ODA５％還元」を公表する。

８月18日
社民党が，選挙公約で，「被災者支援税

制」を公表する。

８月19日

自民党が，選挙公約で，⑴公益法人制

度改革の促進，⑵NPO税制の抜本検討

等を公表する。

８月29日
内閣府が，財務省に，NPO税制改正を

要望する。

９月11日 第44回衆議院選挙が，行われる。

９月20日
日本商工会議所が，税制改正要望書を

発表する。

９月21日

第３次小泉内閣（自公連立，～2005年

10月31日）が，発足する（村上誠一郎

が，行革担当相に就任）。

経団連が，税制改正に関する提言を，

発表する。

10月７日

第20次国民生活審議会（2005年９月９

日～2007年９月８日）の総合企画部会

が，NPO法の見直しの検討を，開始す

る。

関西経済連合会が，税制改正要望書を

発表する。

10月24日
行政改革推進事務局が，公益法人に実

態等アンケート調査を，実施する。

10月26日

自民党NPO特別委員会（加藤紘一委員

長）が，税制改正で，ヒアリングを行

う。

連絡会が，認定改正の要望項目を決定

する。その後，要望書を与野党や内閣

府等に，提出する。

10月31日

⑴第３次小泉内閣（改造内閣，自公連

立，～2006年９月26日）が，発足する

（中馬弘毅が，行革担当相に就任）。⑵

中馬行革担当相が，公益法人制度改革

関連法案を，次期通常国会に提出した

い，旨の発言をする。

公明党NPO局（加藤修一局長）が，税

制改正で，ヒアリングを行う。

― 86―

公益法人制度改革における参加者の行動



年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2005 11月２日
民主党税制調査会（古川元久会長）が，

NPO税制改正で，ヒアリングを行う。

公法協が，財務省に対して，公益信託

税制の要望書を提出する。

11月16日

国民生活審議会総合企画部会のNPO

法人制度検討委員会で，NPO法人制度

の見直し作業が，開始される（見直し

の背景としては，①近年NPO法人制度

の濫用や違法な活動の事例が，出現し

ていること，②新しい非営利法人制度

の創設作業が，進んでいることがあげ

られる。2006年６月頃までに，検討結

果を取りまとめ）。

11月25日

政府税制調査会が，「2006（平成18）年

度の税制改正に関する答申」を提出し，

公益法人改革の税制は，先送りするこ

とを決定する。

連絡会が，内閣府に，認定要件緩和の

申し入れを行う。

11月29日
自民党税制調査会が，NPO税制の検討

を始める。

12月６日

NPO法施行７周年を迎える（10月末時

点で，24,001のNPO法人が，認証を受

ける）。

12月15日

①自民党税制調査会が，「2006年度税制

改正大綱」を決定する（認定NPO法人

制度の認定要件を一部緩和，2006年４

月１日から施行）。②社民党のNPO推

進促進PTが，税制改正のヒアリングを

行う。

C’s等が，大幅なNPO税制改正を求め，

緊急集会「変わるか？認定NPO法人制

度」を，開催する。

12月19日
財務省が，「2006（平成18）年度の税制

改正の大綱」を公表する。

12月24日

「行政改革の重要方針」が閣議決定され

る（2004年12月24日の「公益法人制度

改革の基本的枠組み」にもとづき，公

益法人制度改革法案を，次期通常国会

に提出し，その具体的内容を踏まえ，

新制度移行までの間に，税制上の措置

を検討）。

12月25日

行政改革推進事務局は，2006年の通常

国会に提出する，公益法人制度改革案

の概要を発表する（税優遇措置は，認

定法人のみ）。

12月26日

行政改革推進事務局が，「公益法人制度

改革（新制度の概要）」（公益性のの認

定基準・認定機関の具体的イメージは

不詳）を公表し，意見募集を開始する。

2006 １月17日

政府は，2006（平成18）年度の税制改

正の要綱（認定NPO法人制度一部改正

を含む）を，閣議決定する。

１月20日
行政改革推進事務局が，準備中の新法

の名称を決める。

公益法人制度改革問題連絡会が，開か

れる。

１月30日

民主党が，11府省の担当者を呼び，

2006（平成18）年度のNPO関連予算の

公開説明会を実施する

C’sの松原明が，「公益法人制度改革（新

制度の概要）」に関する意見書を提出す

る。公法協，さわやか福祉財団，山岡

義典（日本NPOセンター）等も，意見

書を提出する。

２月22日

政府が今回に提出する公益法人制度改

革関連法案の概要が，明らかになる（公

益事業費は，50％以上）。

３月６日

自民党の内閣部会などの合同会議で，

公益法人制度改革関連法案が，政府か

ら提示される（税制優遇などの対象と

なる「公益目的事業」については，23

事業が列挙）。

３月10日
政府が，公益法人制度改革関連３法案

を閣議決定し，国会に提出する。
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年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2006 ３月20日

政府が，公益法人制度改革にともなう

税制案を検討することを明らかにする

（⑴公益性が認められれば，法人税軽

減と寄附金優遇の双方を一括適用，⑵

収益事業の税率は，22％から一般企業

と同じ30％に引き上げる案）。

C’sが，「寄附者志向のNPOを目指して」

を，開催する。

４月１日
認定NPO法人制度一部改正（認定要件

の一部緩和）が，施行される。

４月３日

公益法人制度改革関連３法案が，衆議

院行政改革特別委員会（伊吹文明委員

長）で，審議に入る。

４月５日

国民生活審議会総合企画部会NPO法

人制度検討委員会が，５回目の委員会

を開く（05年12／20，06年２／９，２／

28，３／20の計４回開催。NPO法改正

は，公益法人改革を踏まえながら，検

討の模様）。

４月７日 小沢一郎が，民主党代表に就任する。

４月19日

公益法人制度改革３法案が，衆議院行

政改革特別委員会で可決され，付帯決

議が行われる。

４月20日
公益法人制度改革３法案が，衆議院本

会議で可決され，参議院へ送付される。

４月24日
公益法人制度改革３法案が，参議院行

政改革特別委員会で，審議に入る。

５月１日

NPO法人の解散時の官報公告が，義務

化される（会社法施行にともなう民法

改正により）。

５月12日

山口泰明内閣府副大臣が，参議院特別

委員会で，「NPO法人は，見守りはぐく

む」と答弁する。

５月25日

公益法人制度改革３法案が，参議院行

政改革特別委員会で可決され，付帯決

議が行われる。

５月26日
公益法人制度改革３法案が，参議院本

会議で可決され，成立する。

６月２日

公益法人制度改革３法が，公布される。 NPO議員連盟（加藤紘一会長）が，４

年ぶりに活動を再開し，NPO法の改正

や，認定NPO法人制度の改善に取り組

むことを，確認する。

７月

公益法人制度改革関連３法の成立にと

もない内閣総理大臣を本部長とする行

政改革推進本部が設けられ，公益法人

制度は，行政改革推進本部事務局の「公

益法人制度改革担当」で，担当するこ

とになる。

７月３日

革推進本部が設けられ，公益法人制度

は，行政改革推進本部事務局の「公益

法人制度改革担当」で，担当すること

になる。

７月21日
公益法人制度改革問題連絡会が，開か

れる。

９月８日

内閣府の国民生活審議会NPO法人制

度検討委員会が，「NPO法の見直しが必

要」との中間報告を行う。

自民党総裁選３候補のNPO施策が，出

揃う。

９月21日
政府税制調査会会長が，「寄附税制で

NPO支援を」との談話を発表する。

９月26日

阿倍晋三内閣（自公連立，～2007年８

月27日）が，発足する（NPO支援の所

信表明）。

経団連等が，NPO支援税制の拡充を求

める。

10月26日

日本NPOセンター等が，「市民セクター

全国会議2006」を開催する（10日，11

日）。
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年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2006 11月
連絡会が，地域学習会を開催する（札

幌，名古屋，神戸）（～2007年３月）。

11月14日
政府が，新たな公益法人の会計研究会

を設置する。

11月22日
内閣府が，NPO法見直しに関する意見

募集の結果を公表する。

民主党が，NPO税制改正に関するヒア

リングを，実施する（C’sが意見表明）。

12月13日

改正貸金業法が，国会で成立し，NPO

バンクは適用除外となる。

2005年度の企業の社会貢献支出が，ほ

ぼ横ばいであることが，明らかになる

（経団連社会貢献１％クラブ）。

12月14日

与党（自民党・公明党）が，2007（平

成19）年度税制改正大綱を，決定する

（寄附金控除枠を40％に拡大）。

12月22日
財務省が，「2007（平成19）年度税制改

正大綱」を公表する。

2007 １月 NPO法人が，３万を超える。

１月29日
民主党は，NPO関連予算公開ヒアリン

グを実施する。

２月21日

中央教育審議会が，答申の中で，NPO

支援税制の促進を提言する。

内閣府の公益認定等委員会の委員が，

参議院本会議で決定される（４月１日

に任命）。

２月28日

①夕張市議会が，市民の直接請求で，

寄 附 条 例 を 制 定 す る。② C’sの

NPOWEBのカウンター数が，200万件

を突破する。

３月23日

一般社団・一般財団法人関連２法令が，

公布される。

参議院で成立した「所得税法等の一部

を改正する法律案」の付帯決議が，NPO

支援税制に言及する。

４月１日
公益社団・財団法人関連法令と内閣府

令が，公布される。

４月８日

公益認定等委員会が，内閣府に設置さ

れる。

民主党が，統一地方選で躍進する（８

日，後半戦は22日）。

企業メセナ協議会が，公益認定等委員

会の発足にあわせて，公益法人改革を

提言する。

４月23日
公法協が，新公益法人制度の解説本を

出版する。

４月27日
認定NPO法人の初の認定取り消しが，

行われる。

６月５日
自民党が，NPO税制の要件緩和の検討

を，参院選の公約に入れる。

経済同友会が，認定要件緩和を提言す

る。

６月15日
公益認定等委員会が，認定基準を答申

する。

６月19日
政府が，「骨太の方針2007」に，寄附金

税制を盛り込む。

経団連の21世紀政策研究所が，収益事

業課税の廃止を提言する。

６月28日

国民生活審議会総合企画部会とNPO

法人制度検討委任会が，NPO法見直し

に向けた最終報告書を提出する。

７月９日

主要６党の参院選の選挙公約が，出揃

う（自民党，公明党，民主党，共産党，

国民新党が，支援税制によるNPO活動

の促進を唱う）。

７月29日

民主党が，参議院選挙で参議院第１党

となり，野党全体（共産党を含む）で，

過半数を得る。

８月２日 NPO法人C’sの設立総会が，開かれる。

８月27日
安倍晋三内閣（改造内閣，自公連立，

～2007年９月26日）が，発足する。

８月31日

①内閣府，外務省，環境省が，認定NPO

法人制度の要件緩和を，要望する。②

内閣府が，「NPO見張番」をHPに開設

する。

９月18日
経団連が，寄附金税制の拡充を要望す

る。
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年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2007 ９月26日
福田康夫内閣（自公連立，～2008年８

月２日）が，発足する。

11月５日

連絡会が，「認定NPO法人制度の改正

に関する要望書」をまとめ，与野党，

内閣府等に提出する。

11月12日
政府税制調査会が，新公益法人の寄附

優遇で，一致する。

11月15日

NPO議連が，総会を開催し，NPO法改

正は，議員立法で進めることを決定す

る。

11月20日 政府税制調査会が，答申を公表する。

11月27日
自民党NPO特別委員会が，税制改正要

望を出す。

12月
連絡会が，地域学習会を開催する（札

幌，青森，愛知，福岡）（～2008年３月）。

12月13日

与党が，2008（平成20）年度税制改正

大綱を，決定する（認定要件の緩和実

現，期間は５年に）。

12月19日
2008（平成20）年度税制改正大綱が，

公表される。

2008 １月11日
政府が，2008（平成20）年度の税制改

正の要綱を閣議決定する。

２月23日
C’sが，「NPO支援財団研究会シンポジ

ウムin関西」を開催する。

３月１日

内閣府が，「公益認定等ガイドライン」

の，パブリックコメントの募集を開始

する。

３月18日

連絡会が，NPO成立10周年記念フォー

ラム「語り合おう これまでとこれか

ら」を開催する。

３月24日

C’sが，NPOファンドレイジングフォー

ラム2008「NPOの資金開拓を強化する」

を開催する。

４月１日
認定NPO法人制度一部改正（認定要件

の一部緩和）が，施行される。

４月16日

NPO議連が，拡大世話人会を開き，

NPO関連法の改正を議論する（10名の

議員と30名のNPO関係者）。

日本NPOセンター等が，「市民セクター

全国会議2008」を，開催する（24日，

25日）。

４月28日 C’sが，NPO法人になる。

５月16日

認定NPO法人制度改正法案が，交付・

施行される。

①鳩山由紀夫が，民主党代表に就任す

る。②認定NPO法人制度改正法案が，

国会で成立する。

６月23日
一宮市が，１％支援制度条例を制定す

る。

８月２日
福田康夫内閣（改造内閣，自公連立，

～2008年９月24日）が，発足する。

９月９日

内閣府公益認定等委員会事務局が，公

益認定に関するパブリックコメントの

募集を，開始する。

９月24日
麻生太郎内閣（自公連立，～2009年９

月16日）が，発足する。

11月

連絡会が，「NPO法人制度の税制改正

に関する要望書」を，各党に提出する

（～2009年３月）。

12月１日

公益法人制度改革関連３法が，施行さ

れる。これにともない，一部改正され

たNPO法が，施行される。

連絡会が，NPO法施行10周年記念イベ

ント「どうなる？NPO法人制度の未来

～法人・税制の変革期を超えて～」を

開く。

12月24日
民主党が，認定NPOの要件緩和を提案

する。
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・現行制度と同様，基本的にすべての収益を非課

税とすることが適当である。ただし，営利法人

と競合関係にある事業は課税することとすべき

である（収益事業課税) 。

② 公益性を有する非営利法人以外の非営利法人に

対する課税

・専ら会員のための共益的活動を行う非営利法人

の会費については，非課税とする方向で検討す

ることが適当である。

・公益性を有する非営利法人でもなく，共益的活

動を行う非営利法人でもない非営利法人につい

ては，営利法人と同等の課税をすべきである。

・公益性を取り消され，通常の非営利法人に移行

した場合，優遇措置により蓄積された財産に対

して一定の課税を行うといった何らかの税制上

の措置を講ずるべきである 。

(公益法人等に共通する課税上の 論点）

① 軽減税率およびみなし寄附金制度

・基本税率（30％）との格差を縮小し，営利法人

等と同等の税率を目指すべきである。みなし寄

附金制度のあり方についても更に検討すべきで

ある 。

② 利子・配当等の金融資産収益に対する課税

・収益事業とされている金銭貸付業から生じた所

得と同じという観点から一定の税負担を求める

べきであるとする考え方がある。他方，公益活

動を支える不可欠な財源であり，政策的な配慮

が引き続き必要であるとの考え方がある。した

年 月日 政府（内閣・省庁) 議員・国会 市民団体等

2009 １月23日

政府が，2009（平成21）年度の税制改

正の要綱（認定NPO法人制度一部改正

を含む）を，閣議決定する。

２月18日

NPOの寄附集めを手助けする「日本

ファンドレイジング協会」が，設立さ

れる。記念シンポジウム「寄附文化革

命，始まる 」が，開催される。

３月13日

①政府が，認定NPO法人の認定緩和を

含む税制法案を，国会へ提出する。②

内閣府公益認定等委員会が，初の移行

認定・認可を答申する。

３月26日
全国初の公益社団法人が，公益認定で

誕生する。

３月31日
「NPO法人会計基準策定プロジェクト」

が，開始される。

４月１日
認定NPO法人制度の実績判定期間の

特例措置が，施行される。

C’sが，「認定NPOをとろう 応援キャ

ンペーン」を，スタートさせる。

５月末
一般社団・財団法人の新設が，施行半

年で，計1,533法人になる。

６月30日

内閣府の公益認定等委員会が，公益認

定で，初の答申を行う（５件全てを認

める答申）。

連絡会が，各党に，「選挙公約にNPO

法・税制改正を盛り込む」ことを求め

た要望書を，６月30日までに提出する。

７月14日

民主党が，「市民パワーと民主党の懇談

会」（NPOとの政策議論の場）を開催す

る。

７月27日
民主党が，認定NPO法人制度改正を，

総選挙の公約に入れる。

８月

「NPO支援」が，ほぼ全党のマニフェス

トに盛り込まれる。

NPOによる各政党への公開質問・政策

提言が，衆議院選挙に向け，活発化す

る。

８月30日
民主党が，第45回衆議院議員総選挙で，

208議席を獲得し，政権交代を果たす。

８月31日
内閣府が，財務省に，認定NPO法人の

「みなし寄附金の拡充」を，要望する。

認定NPO法人の数が，制度創設から約

８年かかって，105法人になる。

９月15日
小沢一郎が，民主党幹事長に就任し，

民主党政務調査会が廃止される。

日本サードセクター経営者協会が，発

足する。

『基本的考え方』，３頁。
『基本的考え方』，4-5頁。
『基本的考え方』，7-8頁。
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がって，更に検討をすべきである 。

(寄附金税制のあり方）

① 国税における寄附金税制

・制度の一貫性を確保するとの観点から，第三者

機関が判断した公益性を有する非営利法人を

もって寄附金優遇の対象法人とすることが合理

的である。

･所得税における寄附金控除の控除限度額（30％）

を拡充する余地があるかどうかの検討を進める

べきである。適用下限（１万円）についても改

めて検討すべきである。

・公益目的の寄附金については損金算入枠を拡充

する方向で見直すべきである。他方，一般寄附

金については，損金算入枠を縮小する方向で検

討すべきである。

・相続税においても，第三者機関による公益性の

判断をもって非課税とできるよう，制度を見直

すべきである。

･指定寄附金制度は，存続することが適当である。

ただし，指定基準や対象事業の範囲の明確化を

含め，見直しを検討すべきである。

・みなし譲渡所得税の非課税特例についても，現

物による寄附を円滑化するための見直しを検討

すべきである 。

② 地方税（個人住民税）における寄附金税制

・地域に密着した非営利法人等については，寄附

金控除が可能となるよう見直すべきである。現

行10万円の適用下限についても，大幅に引き下

げることが望ましい 。

合同会議が，わずか２ヶ月の短期間に，以上の内

容の『基本的考え方』をまとめることができた理由

として，次の４点があげられる 。

第１に，合同会議が「画期的な前進」として評価

する有識者会議の最終報告書が存在し，しかもこれ

と同内容の新行革大綱の閣議決定が存在していたこ

とである。

第２に，石会長や水野座長が前回の混乱を是が非

でも回避しようとしたことである。

第３に，第２とも関連するが，基礎問題小委員会

と非営利法人課税ワーキング・グループとの合同会

議という大きなテーブルを設置し，出席委員があま

り過激な議論をできないようにしたことである。

第４に，政府税制調査会事務局の担当者が交代し

たことである。

この『基本的考え方』が公表された2005年６月17

日以降の，公益法人制度改革に関する政府および国

会・議員の動きは，次の通りであった。「７月は，お

役所の人事異動の季節，公益法人制度改革を担当し

立法作業を行っている内閣官房公益法人制度改革推

進室長（内閣審議官）と，新しい非営利法人制度に

おける税制を担当する政府税制調査会事務局の財務

省主税２課長が交代しました。法制と税制，ともに

これから来年にかけて，具体化へ向けての本格的な

作業が始まることになります。

８月上旬の国会周辺は，郵政民営化法案を巡る暑

苦しい夏が予想され，関係者は汗だくで走り回って

いるようですが，本来は官庁も夏休みのシーズン。

新任者は新しい職務に関する勉強の季節でもあり，

公益法人制度改革の動きはしばらくお休みです。９

月になると，公益性の判断基準の具体的内容や第三

者機関の構成など，税制を含めて新しい動きが出て

くるものと思われます 」。

■ 公益法人制度改革関連３法の閣議決定

行政改革推進事務局は，2004年12月24日に閣議

決定された（公益法人制度改革を含む）「今後の行政

改革の方針」（新行革大綱）にもとづいて，法案の立

法作業を進めた。

2005年12月26日，行政改革推進事務局は，「公益

法人制度改革（新制度の概要）」（公益性の認定基準・

認定機関の具体的イメージは不詳）を公表し，意見

募集を行った。

2006年３月10日，政府は，公益法人制度改革関連

３法案を閣議決定し，国会に提出した。

なお，公益法人制度改革関連３法案とは，①一般

社団及び一般財団法人に関する法律案（一般社団・

財団法人法案），②公益社団及び公益財団法人の認定

等に関する法律案（公益法人認定法案），③一般社団

及び一般財団法人に関する法律及び公益社団及び公

益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律案（関係法律整備法案）

から成っている。

このうち①は，準則主義で法人格を取得できる一

般的な非営利法人の設立，機関，精算合併等につい

て定めたものであり，344条から成っている。②は，

『基本的考え方』，８頁。
『基本的考え方』，10-13頁。
『基本的考え方』，14頁。
出口正之への聴取調査（2012年８月28日）。
『JAFニュース』 （2005年７月29日）。
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公益認定基準および公益認定等を行う第三者機関（公

益認定等委員会，地方合議制機関）について定めた

ものであり，66条から成っている。③は，中間法人

と従来の公益法人からの移行，および①の施行に伴

う関係法律の整備について定めたものであり，458条

から成っている 。

■ 2008年度税制改正の決定

税制改正大綱は，翌年度以降の増税や減税，新し

い税の仕組み等の税制の具体的内容を網羅したもの，

すなわち「税制改正の原案」を指す。自民党政権の

場合の税制改正の流れは次の通りである。⑴政府税

制調査会が，税制改正の方向性を提言する。⑵与党

の税制調査会が，税制改正大綱を決定する。⑶政府

が，税制改正大綱をもとづいて税制改正法案を国会

に提出する。⑷国会において税制改正法案を審議・

可決する。

2005年11月25日，政府税制調査会は，「2006年

度の税制改正に関する答申」を提出し，「公益法人改

革の税制は先送りする」ことを決定した。

他方，2007年12月19日に公表された「2008年度

税制改正大綱」のなかで，上述の『基本的考え方』

に示された内容が，ほぼ実現されることになった 。

「2008年度税制改正大綱」のうち，公益法人制度改

革に関する箇所の概要は次の通りであった。

⑴ 公益社団法人および公益財団法人

① 納税義務

収益事業を営む場合に限り，法人税の納税

義務が生ずることとする。

② 課税所得の範囲

課税所得のうち収益事業から生じた所得に

ついては法人税を課税する。なお，収益事業

の範囲から公益目的事業に該当するものを除

外する。

③ 適用税率

各事業年度の所得の金額に対して30％の税

率を適用する。ただし，所得の金額のうち年

800万円以下の部分については，22％の軽減税

率を適用する。

④ 見なし寄附金

収益事業に属する資産のうちから自らの公

益目的事業のために支出した金額は，その収

益事業に係る寄附金とみなす。

⑤ 寄附金の損金算入限度額

次のいずれか多い金額とする。

イ 所得の金額の100分の50相当額

ロ 上記④の金額のうち，公益目的事業のた

めに充当し，又は充当することが確実であ

ると認められるもの

⑥ 利子等に係る源泉所得税の取扱い

公益社団法人および公益財団が支払いを受

ける利子等に係る源泉所得税は非課税とする。

⑵ 収益事業課税が適用される一般社団法人およ

び一般財団法人

① 納税義務と課税所得の範囲

公益認定を受けていない一般社団法人およ

び一般財団法人については，各事業年度の所

得のうち収益事業から生じた所得について法

人税を課す。

② 適用税率

各事業年度の所得の金額に対して30％の税

率を適用する。ただし，所得の金額のうち年

800万円以下の部分については，22％の軽減税

率を適用する。

⑶ 全所得課税が適用される一般社団法人および

一般財団法人

一般社団法人および一般財団法人のうち，上

記⑴および⑵のいずれにも該当しないものは，

法人税法上，普通法人とする。

⑷ 寄附税制の整備

特定公益増進法人および相続財産を贈与した

場合に相続税が非課税とされる法人の範囲に，

公益社団法人および公益財団法人を加える 。

出口正之は，政府税制調査会の特別委員として，

この「2008年度政府税制改正大綱」の作成に参加し

た。彼は「2008年度政府税制改正大綱」を後に次の

ように評価している。

「混乱した議論が収拾し，かつ法制度が整えられた

結果，税制面でも法制度に連動して充実したものに

なっている。第１に，公益目的事業の法人税が非課

税になったこと，第２に，新公益法人への寄附金の

損金算入あるいは所得控除が可能になったこと，第

３に，収益事業から公益目的事業会計への繰り入れ

の下限が設定され，繰り入れた場合は100％みなし寄

附金の損金算入になるという，非営利税制の３本の

柱が，調和的に打ち出されたのである（これを『税

公益法人協会（2013），99頁。
出口正之への聴取調査（2012年８月28日）。
財務省「平成20年度税制改正の大綱」（2007年12月19日），25-26頁。
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制のハーモニー』と呼ぼう) 」。

2008年１月11日，政府は，2008（平成20）年度

の税制改正の要綱を閣議決定した。

２ 議員・国会

■ 自民党・公明党の公益法人制度改革懇談会と民

主党の公益法人改革案

2005年５月31日，自民党と公益法人制度改革問

題連絡会との公益法人制度改革懇談会が持たれた。

懇談会には，林芳正行政改革推進本部事務局長，後

藤茂之公益法人改革委員会主査，および公益法人制

度改革問題連絡会のメンバーが出席した。

６月７日，公明党と公益法人制度改革問題連絡会

との公益法人制度改革懇談会が持たれた。懇談会は，

公明党行政改革推進本部公益法人改革委員会が主催

し，桝屋敬悟議員および公益法人制度改革問題連絡

会のメンバーが同席した 。

７月13日，民主党が，独自の公益法人改革案（2005

年中間報告）を公表した。内容は，①中間法人は存

続，②税制支援団体の認定期限を設けず，③寄附金

の50％を税額控除にするというものであった。

８月19日，自民党が，選挙公約で⑴公益法人制度

改革の促進，⑵NPO税制の抜本検討等を公表した。

■ 公益法人制度改革関連３法案の国会審議

小泉純一郎首相は，公益法人制度改革関連３法案

を含む「行政改革関連５法案 」を，第164回通常

国会の最重要法案と位置付けた。これら「行政改革

関連５法案」は，2006年４月３日から４月19日にか

けて衆議院の行政改革特別委員会（伊吹文明委員長）

で一括して審議され，４月20日に衆院本会議で可決

された後，参議院に送付された。衆議院の行政改革

特別委員会では，法案可決に際して，次の趣旨の５

項目の附帯決議が行われた。

① 本法の立法趣旨や各条項の解釈について，現在，

社会の各所で公益活動に従事している公益法人

等の関係者を中心に十分周知徹底すること。

② 公益性の認定を行う公益認定等委員会の運営に

関しては，その重要性にかんがみ，中立性・独

立性に配慮するとともに，専門的知見にもとづ

く判断を可能とするよう，その構成に万全を期

すること。

③ 本法に定める政令および府省令の制定に際して

は，本委員会における審議および公益法人等の

関係者を含め広く国民からの十分な意見聴取を

踏まえ，立法趣旨に適合するよう，適正に定め

ること。

④ 一般法人に対する法人所得課税，および公益法

人に対する法人所得課税と寄附金税制に関して，

適正な措置を講ずること。

⑤ この法律の状況に変化が生じたときには，広く

国民の意見を聞き，直ちに見直しを行うこと 。

参議院では，４月24日から行政改革特別委員会

（尾辻秀久委員長）で審議され，５月26日の参議院

本会議で可決され成立した。５月26日の行政改革特

別委員会での可決の際，７項目の附帯決議が行われ

た。このうち５項目は，衆議院行政改革特別委員会

における附帯決議と同じ趣旨であった。残り２項目

の趣旨は次の通りであった 。

⑥ 公益認定の制度を統一的で透明性の高いものと

するため，都道府県に対して情報提供を行い，

全国を通じて適切な公益認定が行われるように

すること。

⑦ 制度の運用に当たっては，積極的な情報公開に

よる法人の自己規律の向上の意義を踏まえると

ともに，公益社団法人の社員名簿の閲覧等につ

いては，個人情報の保護が十分なされるような

運用を行うこと。

なお，後に定められた政令により，「公益法人認定

法案」のうちの公益認定等委員会の設置等に関する

部分は，2007年４月１日から施行された。他方，「公

益法人認定法案」の残りの部分，「一般社団・財団法

人法案」および「関係法律整備法案」は，2008年12

月１日から施行された 。

３ 市民団体

■ 「基本的考え方」への好意的な受け止め

2005年４月20日，民間法政・税制調査会のワーキ

ング・グループの第１回会議が開かれた（６月30日

までに計６回）。

４月22日，公益法人制度改革問題連絡会の第６回

出口（2009），４頁。他方，出口は，地方税に関して次のように述べている。「『税制のハーモニー』に１つだけ欠けているのは，
地方税である。税調で大変な議論となったが，結局は『地方分権』の御旗の下に，その対応は地方自治体の条例に委ねられた」。
出口（2009），５頁。
『JAFニュース』 （2005年６月１日）。
行革関連５法案とは，行政改革推進法案，公益法人制度改革関連３法，公共サービス改革（市場化テスト）法案から成る。
公益法人協会（2013），98頁。
公益法人協会（2013），99頁。
公益法人協会（2013），99頁。
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会議が開かれた。

５月10日，民間法政・税制調査会のワーキング・

グループは，「建議書」を，政府税制調査会，財務相，

および行政改革推進事務局へ提出した。

５月12日，公益法人制度改革問題連絡会は，「公

益法人制度改革に関する新たな税制に向けた要望」

を，政府税制調査会，財務省，および行政改革推進

事務局へ提出した（⑴みなし寄附金，⑵金融資産の

運用収益の非課税等 ）。

６月17日，政府税制調査会の第42回基礎問題小

委員会と第６回非営利法人課税ワーキング・グルー

プの合同会議が開催され，「新たな非営利法人に関す

る課税及び寄附金税制についての基本的考え方」が

公表された。その際，市民団体の多くは，寄附税制

について肯定的な受け止め方をした。例えば，堀田

力さわやか福祉財団理事長は，「寄附促進について高

く評価したい 」と述べた。また，６月20日，太田

達男公法協理事長は，「寄附金税制に関するこのよう

な考え方の大きな転換は，まさに時代の要請に合致

したものであり，全面的に支持します 」と述べた。
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